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はじめに 

 

我が国が 2014 年 2 月に批准した障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）の第 4 条

1 項の（f）では、「（略）当該ユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設の利

用可能性及び使用を促進すること。」（以下略）とされています。また同（h）では、「移動

補助具、補装具及び支援機器（新たな機器を含む。）並びに他の形態の援助、支援サービス

及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用しやすいものを提供すること。」とさ

れており、支援機器の開発と利活用の促進について謳われています。また、現在の障害者

に関する支援の方向性として、ＩＣＦ（International Classification of Functioning, 

Disability and Health：国際生活機能分類）の理念があります。この場合も、支援機器の

活用は生活機能に影響を与え、活動、参加という障害者の自立及び社会参加を促進する重

要なツールとして認識されています。特にリハビリテーション専門職の活用による生活評

価および支援機器選定、使用方法の指導、使用状況評価による効果判定等により、自立支

援や社会参加が見込める障害者の方も多く存在します。しかし、現在の支援機器の利活用

には窓口としての市町村や、評価・判定機関としての更生相談所、また市町村独自の判断

で給付可能な日常生活用具等多くの関与があり、十分にリハビリテーション専門職を活用

できていない現状も存在しているものと思われます。 

今回は、厚生労働省の平成 28 年度障害者総合福祉推進事業指定課題「障害者における支

援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための支援体制の在り方に関する調査

研究」により、支援機器が障害者の生活状況にどのように影響を与え、どのような効果が

あるのかについて客観的評価を行い、また、障害者への支援機器選定および調整、および

継続的・専門的な相談・支援体制についても調査を行い、現状を把握する機会を得ました。 

具体的には、支援機器相談・支援体制の実態を調査することと同時に、症例による効果判

定のために数か所のリハビリテーションセンターなどに面接調査を行い、また市町村およ

び更生相談所における相談支援体制に関するアンケート調査を行いました。ご協力いただ

いた市町村の障害担当の方々、更生相談所の方々にはこの場をお借りしてお礼申し上げま

す。 

障害者権利条約を待つまでもなく、ノーマライゼーションとして、障害のあるなしに関

わらずだれでも自分の人生を謳歌できる権利を行使できるために、多くの人たちが協力し

ていくことが重要となります。その一つとしての支援機器の有効な利活用には、様々な課

題が横たわっていますが、この報告書が課題解決への第一歩になれば幸いです。 

 

2017 年 3 月 31 日 

公益社団法人日本理学療法士協会 

 

 



 

事業の要旨 

1. 目的 

障害者の支援機器の活用とその効果は、その身体状況、生活環境、支援体制によって異

なることが考えられ、また、対象者に途切れのない支援も求められる。これまで、支援機

器の活用による有用性についての認識はあるものの、障害者に適正かつ効果のある支援機

器の適用に資する客観的なデータは十分に示されていない。 

また、支援機器を導入した対象者の使用状況、身体状況の変化に伴う調整、改修を含め

たフォローアップに関する実施状況についてもその現状は明らかにされていない。 

 本事業は、医療機関から在宅、地域生活を送る上で、支援機器の活用による効果の検証

と支援体制構築の現状と課題、さらに効果的・継続的な支援体制（必要な機能や人材等）

を検討し、今後の障害者支援の在り方について、取り纏める。 

2. 方法 

 支援機器の導入、生活の変化等に伴う活用状況の実態把握、および継続的支援のための

体制について、それぞれの課題を検討するために、支援機器を入手するルートから調査範

囲及び位置づけを明確化し、以下の方法で調査を実施した。 

（1）支援機器の効果検証のための個別事例の収集 

支援機器を導入した 29 事例について調査を実施し、そのうち、20 例について、導入効

果を整理した。 

（2）支援体制の訪問聞き取り調査の実施 

  課題解決のために特徴的な取組みを行っているリハビリテーションセンター等の機関、

事業団を複数ピックアップし、訪問による支援体制の聞き取り調査を行った。 

（3）市町村（1916 箇所）、更生相談所（77 箇所）を対象としたアンケート調査の実施 

支援機器の支給、相談状況、関連する機関との連携状況についての現状を把握し、今

後の自治体、更生相談所における相談業務に役立つ情報を共有、提供することを目標と

した。調査期間は、平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日の 1 か月間とした。 

3. 結果 

（1）支援機器の活用効果について 

今回の調査では、支援機器が適正に使用され、適時フォローアップされている場合に

は、十分に生活の動作に必要な機器として活用され、ADL、IADLの維持向上への効果がみ

られた。 

生活範囲の拡大には、移動、移乗支援機器による効果が大きく、その拡大した範囲が、

生活の質の向上や家族の介護負担軽減につながっていることが確認された。 

重度の障害により、コミュニケーションが困難な事例においては、機器の操作性や利

用者の経験に基づく技術を生かした介入を経て、スイッチやインターフェース等のコミ

ュニケーションツールを活用することで、単なる意思の伝達だけでなく、家族、仕事を

含めた役割作りに効果をもたらすことが確認された。 



 

（2）訪問による支援体制の聞き取り調査について 

今回の調査では、滋賀県立リハビリテーションセンター、宮城県リハビリテーション

支援センター、川崎市北部リハビリテーションセンターの 3 か所のリハビリテーション

センターにおけるシステム、取組みとその特徴について聞き取り調査を実施した。 

川崎市は政令指定都市として更生相談所を持ち、リハビリテーションセンターと一体

となった活動で、上記ルートが確保されていた。宮城県では、保健所内にリハビリテー

ション専門職がおり、判定部分は更生相談所の頻回・定期的な巡回判定と合わせて、適

合および使用状況評価含めた対応を可能としていた。滋賀県では更生相談所と市町村が

離れている関係で、県機関である更生相談所の行動範囲内での確認にとどまっており、

関係機関への周知を充実化するという特徴の違いがみられた。 

（3）市町村、更生相談所におけるアンケート調査について 

市町村の回答数は 1,085 件（回答率 56.6%）であった。市町村での課題は、窓口機能

の充実性と、専門性の不足から、支給決定に困難さが生じており、障害者への支援機器

の導入を円滑に行うための、市町村窓口における専門的な相談体制、関係機関、関係職

種の連携不足、関連対象者や関連専門職の公費助成制度への理解不足、児童補装具の取

扱い、フォローアップの困難さ、業者の見積の問題、修理中の代替品がない等の制度に

関することなど、様々な課題があげられた。 

更生相談所の回答数は 57 件（74.0%）であった。更生相談所の課題は、マンパワー不

足と支援範囲が広いことから、障害者にとって必要なフォローアップが困難であること

や、書類判定ではリハビリテーション専門職が関わっていても、仮合わせや引き渡し時

に関わりが不十分であることがあげられた。 

4. 考察 

利用者をとりまく環境に見合った活用が、支援機器の効果を発揮することから、支援機

器を継続的に、効果的に活用してもらうための取組みが重要であると考えられる。それは、

適時フォローアップの実施と、調整のための情報が提供側に入ること、また、相談者とな

る窓口機能を有する機関や担当者が支援機器に関する知識や取つぎ先を理解していること、

さらに、リハビリテーション専門職が支援機器の導入前から関わり、使用効果を向上する

ことにつなげる取り組みが重要と考える。 

今回は、障害者への支援機器の給付における自治体や専門職の関与を明確にするため、

自治体や専門職の関与が明確である補装具を中心に調査を行った。しかし、障害児の補装

具の場合は市町村の判断であることや、日常生活用具の給付は市町村の判断など、支援機

器の窓口や判定レベルが異なり、障害者の生活状況や身体状況を的確に踏まえた支援機器

の判定体制であるとは言い難い状況であると考えられる。 

障害者の支援には、日常生活の活動レベルや身体機能の変化に応じて、適時支援機器の

判定と導入が必要であるが、リハビリテーション専門職の関わりは十分とはいえないため、

積極的な支援に加わることができる体制の構築や取組みを推進すべきと考える。  
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１章 

事業の目的および調査の進め方 

 

1.1 背景・目的 

障害者の支援機器の活用とその効果は、その身体状況、生活環境、支援体制によって異

なることが考えられ、また、対象者に途切れのない支援も求められる。特に重度身体障害

者においては、義肢・装具、電動車いす、座位保持装置、意思伝達装置等の補装具の活用

が必須である。これまで、支援機器の活用による有用性についての認識はあるものの、障

害者に適正かつ効果のある支援機器の適用に資する客観的なデータは十分に示されていな

い。 

また、障害児を含む身体障害者に対する支援機器の適用には、支援機器を導入した対象

者の使用状況、身体状況の変化に伴う調整、改修を含めたフォローアップに関する実施状

況についてもその現状は明らかにされていない。 

障害者本人のみならず、家族、介助者への継続的なサポートは、地域で生活をしていく

上で重要であるが、対象者個々の身体状況や生活環境の変化に伴う支援機器の選定・調整

等を含めた専門的・継続的な支援体制は、地域によってもその実情が異なることが想定さ

れる。 

 本事業は、医療機関から在宅、地域生活を送る上で、支援機器の活用による効果の検証

と支援体制構築の現状と課題、さらに効果的・継続的な支援体制（必要な機能や人材等）

を検討し、今後の障害者支援の在り方について、取り纏める。 

 

1.2 実施スケジュール 

 当事業の遂行スケジュールについて表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 遂行スケジュール 

実施内容 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1.委員会開催  ○   ○  ○  ○ 

2.調査方法検討          

3.アンケート調査実施          

4.訪問調査実施          

5.分析・検討          

6.事業報告書の作成          
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1.3 検討委員会の設置 

1.3.1 検討委員会の設置 

本事業では、下表のように検討委員会を設置した。（表 1-2） 

 

表 1-2 委員メンバー（五十音順、敬称略、○委員長） 

○隆島 研吾 神奈川県立保健福祉大学 教授 

永田 有紀恵 武蔵野市障害者福祉センター 

長谷川 幹 三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長 

東 祐二 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 障害工学研究部 部長 

渡邉 愼一 横浜市総合リハビリテーションセンター 地域リハビリテーション部 部長 

（オブザーバー） 

峰 悠子 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 

福祉工学専門官 

 

1.3.2 検討委員会の開催 

委員会は下記、下表に示す通り開催した。（表 1-3） 

 

表 1-3 委員会の議題 

回 日程 主な議題 

第 1 回 平成 28 年 8 月 27 日 事業の概要説明、調査実施のための意見交換 

第 2 回 平成 28 年 11 月 2 日 調査の進捗状況、今後スケジュールの意見交換 

第 3 回 平成 29 年 1 月 25 日 調査結果の報告、報告書案のための意見交換 

第４回 平成 29 年 3 月 7 日 調査報告書の内容レビュー 

 

 

1.4 調査の進め方 

 本事業の目的を達成するために、過去に行われた支援機器に関連する報告から現行制度

の実態を把握し、課題や要望の論点整理を行い、効率的な調査につながるように、以下の

点を踏まえて進められた。 

 

1.4.1 調査の範囲及びその位置づけの明確化 

支援機器の導入、生活の変化等に伴う活用状況の実態把握、および継続的支援のため

の体制について、それぞれの課題を検討するためには、まず利用者が支援機器を入手す

るにはどのようなルートがあるか、あらかじめ整理し、今回の調査範囲及び位置づけを

明確化した。 

全体像の概略については図 1-1 に示した。 
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図 1-1 利用者が支援機器を入手するルートの概略図 

 

（1）支援機器の効果を検証するための論点 

   障害者が使用している支援機器の種目は多く、その使用の幅も広い。今回の調査対

象については、対象となる支援機器の絞り込みを検討し、図 1-1 における補装具、日常

生活用具に絞った。 

 

（2）指標の検討 

支援機器活用の効果を示すには、数値として比較できるものを示すことが望ましく、

適した指標を用いることで、信頼性を高めることとした。 

 

（3）シームレスな支援体制、取組みに関する調査対象の検討 

上記調査対象を補装具、日常生活用具としたことから、その支給、判定に関わる業

務を行っている市町村、及び更生相談所を対象とした。 

 

（4）課題抽出のための論点 

図 1-1 に示す構造の中の課題を抽出し、利用者が支援機器の効果的な使用による生

活レベルの維持・向上、継続・拡大するためには、どのような支援体制が必要か、ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用者 

更生相談所（都道府県） 

補装具（更生用装具） 

（車いす・義肢・意思伝

達装置等） 

治療用装具 

（医療保険） 

居宅介護 

支援事業所 市町村 

日常生活用具 
（携帯会話補助装置、スイッ

チ類、リフター等） 

医療機関 

福祉用具 

（介護保険） 

通信販売 

自費 等 

支援機器業者（補装具業者）・福祉機器取扱業者 等 
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た、どのような運用や取組みが必要か検討した。その中で、補装具のルートと日常生

活用具のルートにおける課題は、以下のことが想定される。 

①補装具のルート 

補装具（更生用装具）は、まず利用者が市町村へ申請し、更生相談所の判定を受

けて業者に給付するしくみである。この場合、市町村が窓口であり、判定機関は都

道府県管轄の更生相談所となり、距離や時間などの物理的課題があると想定される。

また、専門的見地からの意見は都道府県レベルの更生相談所が担っており、市町村

での適切な相談支援体制の構築が難しいことが想定される。一方、更生相談所を経

由しない方法として、医療機関での意見書を基に市町村が給付判定している場合も

ある。 

②日常生活用具ルート 

日常生活用具の給付は、市町村だけで給付決定するしくみとなっている。そのた

め専門的な視点からの意見・相談ルートが設定されていないため、効果的な給付と

なっているかどうか不明である。 

 

1.4.2 調査前における取り組み 

（1）事例収集のための協力依頼 

複数のリハビリテーションセンター等の障害者支援機関、サービス施設に、事前に

電話等で調査の趣旨を説明し、事例紹介の可否、具体的事例の有無、使用の支援機器

の機種や事例の特徴等について確認した。 

（2）個別事例の聞き取り項目の設定 

個別ケースの日常生活の状況把握、その変化を、量的、質的に捉えられるように、聞

き取り調査シートを作成した。聞き取り調査シートの項目については、以下、表 1-4

に示す。  

（3）倫理的配慮 

支援機器の活用による生活レベルの変化、ならびにその導入効果を明らかにするた

めの個別事例の収集、検討を行うこととし、調査協力機関、協力者に対して、倫理的

配慮および個人情報の取り扱いについての事前説明と同意を経て調査を実施した。 
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表 1-4 聞き取り調査シートの項目 

対象者基本情報 性別・年齢 身体障害者手帳区分、病名、障害名 等 

住居状況 居室や住居環境（バリアフリーの状況）など 

支援機器の種類 車いす・電動車いす・補聴器・座位保持装置・座位保持椅子・起立保持

具・歩行器・頭部保持具・排便補助具・歩行補助杖・盲人安全杖・義眼・

眼鏡・重度障害者用意思伝達装置・義手・下肢装具・靴型装具・体幹装

具・上肢装具・義足・その他日常生活支援用具 等 

作製の目的 支援機器の作製の目的・解決すべき課題 

効果概要 支援機器の作製によって得た効果の概要（維持も含む）具体的変化した

点（客観的な数字化できるもの、またはその変化度を簡潔に表せるもの

を抜粋して記入） 

ADL 寝返り・起き上がり・座位保持・立ち上がり・立位保持・歩行・移乗・

車いすでの移動・入浴・整容・着替え・食事摂取・排泄  

IADL 調理・掃除洗濯・買い物・金銭管理・服薬管理・電話の利用・交通手段

の利用 

コミュニケーショ

ン能力等 

意思の伝達・視覚障害・聴力障害の有無 

生活の広がり評価 Life Space Assessment [ 0－120 点] 

社会交流の変化 外出の機会、意欲（気分）、行動などの質的変化・量的変化 

その他 栄養状態・食事摂取・排泄状況・皮膚の状態・口腔内状態・主介護者の

介護負担・住宅改修・利用しているサービス・その他特記事項 

 

 

1.4.3 シームレスな支援体制の現状把握のための全国的な調査について 

自記式質問紙調査票（アンケート）による調査実施においては、市町村、更生相談所

の支援機器の導入、相談の現状を把握することを目的に、調査対象、方法、調査項目を

検討し、支援機器の支給、相談状況、関連する機関との連携状況についての現状を知る

ことで、今後の自治体、更生相談所における相談業務に役立つ情報を共有、提供できる

ことを目標とした。 

 

（1）方法 

調査票を対象機関に郵送し，回答後，同封した封筒に個別に厳封し郵送により回収

した。いずれも，調査依頼は，目的，意義、情報の取扱いについて記載し，調査票の

返送をもって承認したとみなすことを明示した。調査は無記名で行い、自由意志によ

る調査協力と拒否・中断の自由，調査票記載に要する時間，結果の活用方法について

明記した。 
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（2）対象、調査期間、調査項目 

①対象 

全国の市町村（政令指定都市含む 1916 箇所）の窓口業務または支給決定担当者 

計 1916 名 

    全国の更生相談所（77 箇所）の判定の実務者 計 77 名 

②調査期間 

平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日の 1 か月間 

③調査項目の構成と概要 

市町村向け調査票の項目を表 1-5、及び、更生相談所向け調査票の項目を表 1-6 に

示す。 

（3）支援体制の訪問聞き取り調査の実施 

   質問紙調査で得られた支援状況の整理から課題を捉え、課題解決のために特徴的な

取り組みを行っているリハビリテーションセンター等の機関、事業団を複数ピックア

ップし、訪問による支援体制の聞き取り調査を行うこととした。 

聞き取り調査においては、事前に協力依頼状を作成、送付の上、承諾手続きを経て、

訪問日のスケジュール調整を行った。 

 

1.4.4 成果の公表について 

  本調査における成果については、公益社団法人 日本理学療法士協会のホームページに

おいて掲載する。 
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表 1-5 市町村向け調査票項目 

市町村の概要 ・所在地、人口 

・身体障害者手帳（肢体不自由）の交付件数 

・支援機器の交付件数（修理、新規作製、再交付） 

人員体制について ・リハビリテーション専門職の配置有無 

・リハビリテーション専門職の配置人数（常勤、非常勤） 

・外部委託の有無 

問い合わせ、相談業務

について 

・問い合わせのある相手先 

・問い合わせの内容 

・支援機器の問い合わせに関する対応マニュアルの有無 

支援機器に関する取扱

いについて 

・支援機器の申請手続き用パンフレットの有無 

・申請手続き用パンフレットの配布、閲覧方法 

・支援機器修理の際のチェックポイントを記したパンフレットの有無 

・チェックポイント用パンフレットの配布、閲覧方法 

施設間の連携 ・市町村と更生相談所との連携状況 

・市町村とリハビリテーションセンター等医療機関との連携状況 

・市町村と補装具制作業者との連携状況 

支援機器の相談対応に

おける連携 

・市町村に配置されているリハビリテーション専門職の支援機器相談

対応状況 

・支援機器に関する専門的な判断を必要とする際の対応 

・リハビリテーション専門職が配置されていない市町村の場合の補支

援機器に関する専門的な判断を必要とする際の対応 

ケース検討の実施状況 ・自立支援協議会等における事例検討の有無 

・事例検討時の支援機器に関する事例数 

切れ目のない支援を構

築するための課題 

・体制やアクセスなど１６項目の複数選択式で回答 

・自由記載 

支援機器支給や作製に

関する研修 

・支援機器に関する外部研修の参加状況 

自由記載 ・相談窓口業務の中で困った事例など 

・支援機器支給後の不具合・不適合に関するフォローアップについて、

望まれる支援策や体制について 

 

 

 

  



8 

 

表 1-6 更生相談所向け調査票項目 

更生相談所の概要 ・所在地、人口 

・支援機器の判定件数 

人員体制について ・医師等 8 職種（常勤、非常勤）、その他 

判定件数について ・H27 年度の判定件数（直接判定、書類判定、巡回判定） 

・個別訪問判定の有無 

判定業務について ・判定業務におけるリハビリテーション専門職の関わり有無 

・判定業務におけるリハビリテーション専門職の関わる場面 

支援機器のフォローア

ップ状況について 

・定期的フォローアップの実施有無 

・フォローアップ期間 

・フォローアップ方法 

・申請手続き用パンフレットの有無 

・申請手続きのための情報提供の方法 

・不適合等セルフチェックのためのパンフレットの有無 

・不適合等セルフチェックのための情報提供の方法 

支給後の生活状況の聴

取 

・対象者の生活の変化の評価実施有無 

意思伝達装置、補聴器に

関する相談について 

・相談、フィッティングに関して困ること（自由記載） 

介助用リフトについて ・相談があった場合の対応状況 

自由記載 ・相談・対応で困ったこと 

・切れ目のない支援について（必要な体制や取組み、システムについ

て） 
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２章 

事例紹介と支援機器の効果の検討 

 

2.1 効果指標について 

 今回の調査は、補装具等支援機器を利用している事例を収集しており、各事例における

支援機器使用の効果を検証するため、事前にその指標について検討した。 

 

2.1.1 日常生活活動の評価 

家庭における身の回り動作を示す日常生活活動（以下、ADL と略）の評価項目につい

ては、移乗、移動、排泄、意思疎通の 4 項目を適用している。また、身の回り動作を除

く、社会生活を営む上で必要な活動を示す手段的日常生活活動（以下、IADL と略す）に

ついては、買い物、電話の使用、公共機関の利用の 3 項目を適用している。 

自立度を示すレベルは、完全自立・修正自立・監視または準備・最小介助・中等度介

助・最大介助・全介助の 7 段階として、それぞれ 1 点から 7 点の得点を配した。（表 2-1） 

採点は、適用した支援機器が適用された前後で比較している。 

 

表 2-1  ADL の評価項目における配点基準 

全介助（1 点） していることは自身で 25％未満 

最大介助（2 点） していることは自身で 25％以上 50％未満 

中等度介助（3 点） していることは自身で 50％以上 75％未満 

最小介助（4 点） 自身で 75％以上行なっている 

監視または準備（5 点） 監視または準備が必要な場合 

修正自立（6 点） 目的の動作に時間を要す場合 

完全自立（7 点） 完全に自立している場合 

 

2.2.2 生活の広がりにおける評価 

生活の広がりを示す評価には、LSA（Life Space Assessment）を使用した。 

LSA は、身体活動を生活範囲からとらえ，対象者の生活範囲を評価前 4 週間における

寝室から町外までの 5 段階に分類し、到達範囲や外出頻度、自立度合いから、生活空間

を点数化する尺度である。得点は合計 120 点満点で評価され、 得点が高いほど活動量

が高く，自立した活動ができることを意味する。以下、設問項目について、表 2-2 に紹介

する。 

本指標には点数別における明確な生活範囲のレベルを分類された基準はないが、おお

よそ、10 点前後では、生活範囲は屋内であることで狭小化し、ほとんど外出する機会が

ない状況である。20 点前後では、自宅から屋外へ出ることはあるものの、自宅周辺の環

境に限られている傾向にある。また屋外に出て、社会的な活動を伴う生活である場合は、
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およそ 40 点以上のスコアを有する。 

 

表 2-2 LSA シートの設問項目 

生活空間 

レベル１ 

 

a この 4 週間、あなたは自宅で寝ている場所以外の部屋に行きましたか。 

b.この 4 週間で、上記生活空間に何回行きましたか。 

c.上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いましたか。 

d.上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。 

生活空間 

レベル２ 

a.この 4 週間、玄関外、ベランダ、中庭、（マンションの）廊下、車庫、庭また

は敷地内の通路などの屋外に出ましたか。 

b.この 4 週間で、上記生活空間に何回行きましたか。 

c.上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いましたか。 

d.上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。  

生活空間 

レベル３ 

a.この 4 週間、自宅の庭またはマンションの建物以外の近隣の場所に外出しまし

たか。 

b.この 4 週間で、上記生活空間に何回行きましたか。 

c.上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いましたか。  

d.上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。  

生活空間 

レベル４ 

a.この 4 週間、近隣よりも離れた場所（ただし町内）に外出しましたか。 

b.この 4 週間で、上記生活空間に何回行きましたか。 

c.上記生活空間に行 くのに、補助具または特別な器具を使いましたか。  

d.上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。   

生活空間 

レベル５ 

a.この 4 週間、町外に外出しましたか。     

b.この 4 週間で、上記生活空間に何回行きましたか。  

c.上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いましたか。  

d.上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。  

いずれのレベルでも、設問 a,c,d は、「はい」「いいえ」の 2 者択一、設問ｂにおいては、「週 1

回未満」「週 1 から 3 回」「週 4 から 6 回」「毎日」のうち一つを選択する。 

 

（3）注意点 

ただし、今回の調査では、支援機器を使用してからの期間については統一が困難であっ

たため、補正は行っていない。 
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2.2 事例紹介および結果 

支援機器を導入した 29 事例について、導入効果について調査を実施した。 

調査した 29 事例のうち、その調査内容を検討委員会で審議し、検証結果が妥当であるとさ

れた 20 例について、導入効果を整理した。移動・移乗支援における効果概要を下図 2-1a、

2-1b に示す。また、コミュニケーション支援については、図 2-1c に、上肢活動支援につい

ては 2-1d にその全体像を示す。 

移動支援においては車いすや下肢装具の導入が最も多く歩行や外出などの移動の自立に

つながっている。 

コミュニケーション支援機器は家族との会話や SNS の利用など外部とのコミュニケーシ

ョンを可能にしている。 

 

図 2-1a 支援機器の導入(移動・移乗支援) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動車いす  

A 氏： ADL、IADL 向上、活動範囲の拡大。30 分圏内の単独移動外出可能。 

B 氏：座位保持の安定化、座位時間延長（10 時間乗車可）、屋外外出時間の増加。 

C 氏：屋内外移動と自宅の出入の自立。家族介助量軽減。 

操作疲労感減少、趣味活動参加、交通機関利用等の IADL が向上。 

D 氏：適合不良の改善で痛み軽減、姿勢の安定化、自操による走行可能。 

   日常生活レベル低下抑制、ADL が維持。 

E 氏：転倒がない生活の確立、外出範囲の拡大と独り暮らしの獲得のための支援プ

ランへの移行。 

F 氏：屋内移動自立、屋外軽介助による外出が可能となり、ADL 向上、IADL 維

持、屋内外の移動による自立した生活範囲が拡大。 

G 氏：歩行器との併用で屋内外移動手段確立。 

 【移動・移乗支援】 

車いす 

H 氏：家族介助で外出が可能、生活範囲の維持、IADL 向上。 

I 氏：自家用車での運転外出による IADL の向上、生活範囲の拡大。 

単身での自立生活の獲得。 
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図 2-1b 支援機器の導入(移動・移乗支援) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下肢装具  

L 氏：足部の傷の治癒、悪化予防。足部の変形の改善。 

自立歩行による通勤の再獲得。 

M 氏：ADL 維持、IADL 維持、生活範囲の維持。 

自力で長距離移動可能となり、施設への自力通所可能。 

N 氏：ADL の向上、生活範囲の維持、乗動作の向上による介護量の軽減。 

O 氏：材質変更による装具の破損の防止。 

メンテナンス期間の延長、社会活動の維持。 

P 氏：トイレ動作の自立、足部の創の改善。 

歩行器  

J 氏：歩行動作獲得に向けた介入が可能。ADL 向上、意欲の向上。 

歩行練習量の増加。 

K 氏：歩行の安定による転倒リスクの低減、IADL 向上。 

移動範囲の拡大、交通手段の利用、円滑な復職。 

座位保持装置 

Q 氏：生活様式を変えずに姿勢保持可能、過ごし方の継続。 

可搬型階段昇降機  

レール式リフター  

R 氏：移乗介助量の軽減、外出頻度の増加 （2～3 回→4～6 回/月） 

   役割の継続 

 【移動・移乗支援】 
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図 2-1c 支援機器の導入(コミュニケーション支援) 

 

図 2-1d 支援機器の導入(上肢活動支援) 

 

 次に、補装具等の支援機器別に、その結果の詳細について記す。 

 結果に関しては、ケースの概要、導入の目的、指標の比較結果、質的変化について表に

まとめ、記載した。 

表中の指標の比較結果においては、導入後の効果として認めた項目について☑をつけた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意思伝達装置 

S 氏：家族との会話のスムーズ化、回数・時間の増加。 

   生活範囲の維持。 

T 氏：意思疎通の容易化、仕事指示の継続。 

入院時においても、院内コミュニケーションが可能。 

スイッチ、インターフェース 

R 氏：情報収集 SNS 等の更新が可能。 

 【コミュニケーション支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

上肢装具 

F 氏：食事摂取自立度向上、タブレット操作、書籍頁めくり可能。 

【上肢活動支援】 
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2.2.1 電動車いすの事例 

事例は７例である。主な導入目的は屋外における移動手段の確立と移動範囲の拡大に

より、外出の機会を確保し、生活範囲の拡大を図ることを目的としている。 

それぞれの事例について、以下に記す。 

 

（1）事例 A 

表 2-3a、図 2-2a に事例 A に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例では、生活活動範囲、自宅周辺から 30分の屋外範囲への自立移動範囲が拡大

し、ADL、IADL の項目得点の向上、また精神面からも意欲向上に影響した電動車いす

の導入効果が得られている。 

 

 表 2-3a 事例 A に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別]20 代男性 [疾患名] 小脳出血 [障害名] 四肢体幹機能障害 

[手帳] 肢体不自由 1級 [障害者支援区分]6 

＜目的＞自宅近隣は坂が多く、自力で屋外の移動が困難な状況から、生活活動範囲、活動意欲

の向上につなげる 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（7）、排泄（7）、意思疎通（6） 

☑ADL 向上：移動（4→5） 

□IADL維持： 

☑IADL向上：買い物（2→5）、電話利用（1→5）、交通手段利用（1→6） 

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：29→38 

＜質的変化＞ 

・自宅から 30 分程度の範囲であれば本人の意志で移動外出が可能となった。 

・通所サービスへ通うことが自立した。 

・自分の意志で動けることへの喜びから、犬の散歩や、公共機関（タクシー）を活用して市外

のスポーツセンターへ単独で外出することへつながった。 
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図 2-2a 指標による結果の比較（事例 A） 

 

 

（2）事例 B 

表 2-3b、図 2-2b に事例 B に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例では、上肢筋力の低下および筋緊張亢進により、手動での移動は疲労を伴い、

移動速度も遅く、時間がかかっていたが、手動との切り替え可能な車いすの作製によ

り屋内は手動、屋外は電動操作による移動が可能となった。また座位保持が安定した

ことによる乗車時間が長時間に延長し、それに伴った移動可能な時間が延長したこと

で、ADL、IADL の項目得点の向上、生活活動範囲の拡大につながる結果がみられてい

る。 
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表 2-3b 事例 B に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 第 5頸髄完全麻痺 [障害名] 四肢麻痺 

[手帳] 肢体不自由 1級 [障害者支援区分]6 

＜目的＞体型に合った車いす作製による座位姿勢の安定を図る 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（1）、排泄（1）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（3→4） 

□IADL維持：交通手段利用（1→1） 

☑IADL向上：買い物（1→3）、電話利用（1→4） 

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：17→37 

＜質的変化＞ 

・10 時間乗車が可能となった。 

・屋外 4 度程度の傾斜の移動可能。屋内手動、屋外電動で移動が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2b 指標による結果の比較（事例 B） 
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（3）事例 C 

表 2-3c、図 2-2c に事例 C に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例では、操作による疲労感の減少により、屋内外の移動及び自宅の出入りが自

立し趣味活動や生活への意欲の向上がみられている。 

 

表 2-3c 事例 C に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 40代男性 [疾患名] 硬膜外膿瘍 

[障害名] 四肢麻痺 [手帳区分] 肢体不自由 1級 [障害者支援区分]5 

＜目的＞屋内外の移動の自立度向上。外出時の介護量の軽減、外出機会の拡大を図る 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（1）、排泄（1）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（3→4） 

□IADL維持：電話利用（5） 

☑IADL向上：買い物（1→5）、交通手段利用（1→6） 

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：20→45 

＜質的変化＞ 

・趣味活動の充実が図れ、自立心や生活に対しての意欲の向上がみられた。 

・家族の介助が不要となり、金銭的負担、精神的負担の軽減につながった。 

・疲労感の減少、屋内外の移動、自宅の出入りが自立し、公共交通機関の利用が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2c 指標による結果の比較（事例C）  
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（4）事例 D 

表 2-3d、図 2-2d に事例 D に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例では、既存の電動車いすでは、関節拘縮や変形の進行から姿勢保持が不安定

であった。また痛みにより、電動車いすの利用が困難となっていた。 

リクライニングティルト機構及び背・座面のサポートを導入し、安楽な姿勢保持、

痛みの軽減から電動車いすの再利用につながることで LSA のスコアは改善され、ADL

維持への効果が得られている。 

 

表 2-3d 事例 D に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 難病（神経・筋疾患） 

[障害名] 両上肢機能障害、体幹機能障害 [手帳] 肢体不自由１級 

＜目的＞身体状況に応じた、電動車いすの構造、機能を改変することで痛みがなく安定した姿

勢保持、走行を可能とする。 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（1）、移動（1）、排泄（1）、意思疎通（7） 

□ADL 向上：  

☑IADL維持：買い物（1）、電話利用（5）、交通手段利用（1） 

□IADL向上：  

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：37→46 

＜質的変化＞ 

・脊柱の変形、四肢・体幹の筋委縮、拘縮の進行から座位保持が困難であったが、電動リクラ

イニングティルト機構による外出時、休息時の安楽姿勢への変換が可能となった。 

・姿勢保持の不安定さと腰背部の痛みにより、安楽に過ごすことが困難であったが、胸腰椎の

変形に応じた背・座面クッションによるサポートにより適合不良が改善し、姿勢が安定し、

痛みが軽減した。 

・姿勢の安定化から走行が可能となった。 
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図 2-2d 指標による結果の比較（事例 D） 

 

 

 

（5）事例 E 

表 2-3e、図 2-2e に事例 E に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例では、移動は靴型装具の使用で歩行が可能であったが、不安定かつ転倒のリ

スクが高く、移動時では、常に家族の監視が必要であった。電動車いすの導入は、安

心した移動手段の確保ができること、独り暮らしの獲得に向けた計画等、自立した生

活獲得につながる導入効果が得られている。 
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表 2-3e 事例 E に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 40代男性 [疾患名] 脳性小児麻痺 [障害名] 四肢麻痺  

[手帳] 肢体不自由 1級 

＜目的＞活動範囲を増やしながら移動時の転倒を防止し、監視状態における移動の自立度の向

上、一人暮らしの獲得 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（7）、排泄（7）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（6→7） 

☑IADL維持：買い物（6）、電話利用（6）、交通手段利用（3） 

□IADL向上：  

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：61.5→66.5 

＜質的変化＞ 

・転倒なく、外出範囲が拡大した。 

・時間の管理が可能となり、体力の温存や安心感の向上につながった。 

・一人暮らしの獲得に向けた自立支援へのプラン策定につながった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2e 指標による結果の比較（事例 E） 
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（6）事例 F 

表 2-3f、図 2-2f に事例 F に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例は、ADL の移動が全介助レベルであったが、電動車いすの導入による、自操

での移動が可能となることで、屋内、屋外ともに移動の自立度が向上した。そのため

生活範囲は狭小化せず維持されており、LSA の得点も若干の向上がみられている。 

 

表 2-3f 事例 F に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 頸髄損傷（C5 完全） [障害名] 四肢麻痺 

[手帳] 肢体不自由１級  [障害者支援区分] 2 

＜目的＞家庭復帰後の屋内・屋外移動を可能とし、移動の自立を図る 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（1）、排泄（1）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（1→4） 

☑IADL維持：買い物（1）、電話利用（2）、交通手段利用（1） 

□IADL向上：  

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：23→25 

＜質的変化＞ 

・屋内移動は自立し、屋外移動は軽介助となった。 

 

 

 

 

 

 

                図 2-2f 指標による結果の比較（事例 F）  
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（7）事例 G 

表 2-3g、図 2-2g に事例 G に関する電動車いすの導入結果を示す。 

本事例は、屋内における伝い歩きが可能であったが、外出に必要な距離を移動する

ことが難しく、生活範囲が狭小していた。歩行器併用により短距離の歩行の安定、さ

らに電動車いすの導入による長距離移動が可能となることで、移動範囲が拡大し、屋

内、屋外ともに移動の自立度が向上した。生活範囲は大幅に拡大し、LSA の得点は向

上した。 

 

表 2-3g 事例 G に関する電動車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 50代男性 [疾患名] 頸髄損傷（C6 不全） [障害名] 四肢麻痺 

[手帳] 肢体不自由１級障害者 [障害者支援区分]5 

＜目的＞屋内伝い歩きと歩行器を併用しながらの生活を構築しながら、電動車いすによる屋外

移動手段の拡大を図る。 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（6）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（2→6）排泄（3→4） 

☑IADL維持：電話利用（4）、買い物（3）、交通手段利用（2） 

□IADL向上：  

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：8→50.5 

＜質的変化＞ 

・歩行器と電動車いすの併用による屋内外での移動手段が確立し、自立した移動の継続 

 

 

 

 

 

                     図 2-2g 指標による結果の比較（事例 G）  
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（8）指標による平均値比較結果 

   事例 A から事例 G の 7 例については、電動車いすの導入による、ADL、IADL、LSA

の変化について、各得点を平均化し比較した。 

 

①電動車いす導入後の基本的日常生活活動動作レベルの平均値（7 例）の比較 

 図 2-3a に電動車いす導入前後の基本的日常生活活動動作（ADL4 項目）の平均値

の比較を示す。 

 

図 2-3a 電動車いす導入前後の ADL 平均値比較（n=7） 

 

 ADL の平均値比較では、移動の項目において、電動車いす導入前の得点が 2.9、

導入後の得点は 4.9 と増加していた。 
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②電動車いす導入前後の手段的日常生活活動動作レベルの平均値（7 例）の比較 

図 2-3b に、電動車いす導入前後の手段的日常生活活動動作（IADL3 項目）の平均

値の比較を示す。 

 

 

図 2-3b 電動車いす導入前後の IADL 平均値比較（n=7） 

 

IADL の平均値比較では、買い物の項目において、電動車いす導入前の得点が 2.1、

導入後の得点は 3.4 と増加していた。電話の利用の項目において、電動車いす導入前

の得点が 2.9、導入後の得点は 4.1 と増加していた。交通手段の利用の項目において、

電動車いす導入前の得点が 1.4、導入後の得点は 2.9 と増加していた。 
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③電動車いす導入前後の生活範囲の平均値（7 例）の比較 

図 2-3c に電動車いす導入前後の生活範囲（LSA）の平均値の比較を示す。 

 

図 2-3c 電動車いす導入前後の LSA 平均値比較（n=7） 

 

LSA の平均値比較では、電動車いす導入前の得点が 27.9、導入後の得点は 44.0

と増加していた。 

 

電動車いすの導入前後の平均値比較では、ADL の移動の得点の向上と各 IADL の得

点においても向上がみられている。電動車いすの導入後の生活範囲は、重度の障害を

有し、ADL の得点に変化がみられなくても、移動範囲が拡大することにより生活範囲

が拡大し、外出の機会が増加することで、LSA の得点が向上することにつながってい

る。 
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2.2.2 車いす 

車いすを導入したケースについては 2 例を以下に示す。 

主な導入目的は屋外における移動手段の確立と移動範囲の拡大により、外出の機会を

確保し、生活範囲の拡大を図ることを目的としている。 

それぞれの事例について、以下に記す。 

 

（1）事例 H 

表 2-4a、図 2-4a に事例 H に関する車いすの導入結果を示す。 

本事例は、杖歩行困難となったが、歩行の希望は強く、当初歩行器の導入を検討され

たが本人の能力に適した福祉機器の導入が難しかったケースである。 

外出のために家族が押して介助できること、自家用車に乗せることができる軽量の車

いすであることの条件を満たす必要があり、そのニーズを満たした車いすが導入された

ことで、家族と一緒に外出できる機会が維持された。結果、ADL は維持、買い物等 IADL

の向上がみられている。 

 

表 2-4a 事例 H に関する車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 筋ジストロフィー 

[障害名] 筋力低下、運動機能障害 [手帳] 肢体不自由１級 

＜目的＞屋外の車移動を経て、買い物等の移動に使用するため 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL維持：移乗（4）、排泄（6）、意思疎通（7） 

☑ADL向上：移動（4→5） 

□IADL維持：電話利用（6） 

☑IADL向上：買い物（3→5）、交通手段利用（3→5） 

☑LSA維持：27→27 

□LSA向上：  

＜質的変化＞ 

・夫婦一緒に、車の運転を伴う外出が維持された。 
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図 2-4a 指標による結果の比較（事例 H） 
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（2）事例 I 

表 2-4b、図 2-4b に事例 I に関する車いすの導入結果を示す。 

本事例は、車いす・自動車間の移乗動作の習得、車いすの軽量化により自家用車に

積載することが可能となり、ADLの維持、買い物等 IADLの向上がみられた。 

 

表 2-7b 事例 I に関する車いすの導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 40代男性 [疾患名] 頸髄損傷 [障害名] 四肢麻痺 

[手帳] 肢体不自由１級 [障害者支援区分]5 

＜目的＞車いすと自動車間の移乗動作の習得、単身生活確立のために、積載が可能な車いすの

導入を検討 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移動（6）、排泄（6）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移乗（5→6） 

□IADL維持：電話利用（6） 

☑IADL向上：買い物（1→6）、交通手段利用（1→6） 

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：45→61.5 

＜質的変化＞ 

・単独で自家用車での外出が可能となった。 

・IADL、生活の質の向上により、自身で生活計画と自立した生活獲得につながった。 

 

 

 

 

図 2-4b 指標による結果の比較（事例 I） 
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2.2.3 歩行器 

歩行器を導入したケースについては 2 例を以下に示す。 

主な導入目的は屋外における移動手段の確立と移動範囲の拡大により、外出の機会を

確保し、生活範囲の拡大を図ることを目的としている。 

それぞれの事例について、以下に記す。 

 

（1）事例 J 

表 2-5a、図 2-5a に事例 J に関する歩行器の導入結果を示す。 

本事例は、四肢体幹機能の障害により、ADLの得点は低値であった。また体幹前傾、                                                                                                                               

歩行器導入後、歩行練習が可能となり、若干の ADLの向上がみられている。 

両上肢の屈曲、両下肢の緊張が高まり、学校備品の歩行器（SRC ウォーカー）の使

用では、歩行が困難と予測されていた。そのため、ダイナミックペーサーを導入した

ケースである。 

 

表 2-5a 事例 J に関する歩行器の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 10代女性 [疾患名]  脳性麻痺（アテトーゼ型） 

[障害名] 上肢機能障害、移動機能障害 [手帳] 肢体不自由 1級 

＜目的＞歩行訓練の実施により、姿勢保持、歩行動作を獲得する。 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：排泄（1）、意思疎通（1） 

☑ADL 向上：移乗（1→2）移動（1→2） 

□IADL維持：買い物（1）、電話利用（1）交通手段利用（1） 

□IADL向上：  

☑LSA 維持：46→46 

□LSA 向上：  

＜質的変化＞ 

・歩行練習が可能となり、介助を伴いながらの歩行が可能なった。 

・歩行意欲の向上と歩行練習量の増加につながった。 
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図 2-5a 指標による結果の比較（事例 J） 
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（2）事例 K 

表 2-5b、図 2-5b に事例 K に関する歩行器の導入結果を示す。 

本事例は、ロフストランド杖による歩行は短距離ならば見守りレベルで可能であっ

たが、転倒リスクが高かった。また復職には、安定した移動手段の確立が必要であり、

そのための職場内でも使用できる歩行器を検討したケースである。 

 

表 2-5b 事例 K に関する歩行器の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別]20 代男性 [疾患名] 頸髄損傷 [障害名] 四肢麻痺 

[手帳] 肢体不自由１級 [障害者支援区分]４ 

＜目的＞職場内を安全で、安定した歩行を可能とすることを目的とした。 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（7）、意思疎通（7） 

☑ADL 向上：移動（4→6）、排泄（4→6） 

□IADL維持：電話利用（7） 

☑IADL向上：買い物（4→6）、交通手段利用（2→7） 

□LSA 維持：46.5→90 

☑LSA 向上：  

＜質的変化＞ 

・安全な歩行移動が可能となり、公共交通機関の利用、屋外の移動範囲が拡大した。 

・職場内の歩行器移動が可能となったことから円滑に復職できた。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5b 指標による結果の比較（事例 K） 
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2.2.4 下肢装具 

下肢装具を導入した事例数は 5 例であり、以下に示す。主なものは、日常生活動作の

維持・向上、及びフィッティング不良に伴う皮膚等の傷の改善があげられた。 

それぞれの事例について、以下、導入効果について記す。 

 

（1）事例 L 

表 2-6a、図 2-6a に事例 L に関する下肢装具の導入結果を示す。 

本事例は、スポーツメーカーの汎用インソールを敷いていたが足底が接地せず、頻

回に転倒を繰り返し、足部の胼胝から感染症の発症から入院を繰り返していた。また

足部の傷の治療にも時間がかかり、就労先を度々休むことに繋がっていたケースであ

る。 

ADL、IADLともに高いスコアで維持されており、LSAのスコアも向上した。 

 

 表 2-6a 事例 L に関する下肢装具の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 20代男性 [疾患名] 二分脊椎  

[障害名] 精神発達遅滞、左足関節機能障害 [手帳] 肢体不自由 5級 

＜目的＞①胼胝の形成の抑制、感染症予防 ②日常生活での歩行の維持 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（7）、移動（7）排泄（7）、意思疎通（7） 

□ADL 向上：  

☑IADL維持：買い物（7）、電話利用（7）交通手段利用（7） 

□IADL向上：  

□LSA 維持： 

☑LSA 向上：31.5→72 

＜質的変化＞ 

・足部の傷が治癒し、胼胝の形成もほとんどみられず、感染症も発症していない。 

・足部の内反が改善し、踏み返しが可能となった。 

・自身の就労場所へも歩いて、通勤できるようになった。 

 

 

 

 



33 

 

 

 

図 2-6a 指標による結果の比較（事例 L） 
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（2）事例 M 

表 2-6b、図 2-6b に事例 M に関する下肢装具の導入結果を示す。 

本事例は、歩行能力は高いが、片麻痺による階段昇降動作に困難を生じていたケー

スである。短下肢装具の使用により、活動範囲も維持され、ADL、IADL、LSA も高いス

コアで維持されている。 

 

 表 2-6b 事例 M に関する下肢装具の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 50代男性 [疾患名] 脳梗塞 [障害名] 右片麻痺、失語症 

[手帳] 肢体不自由 1級 [障害者支援区分]6 

＜目的＞右下肢の支持性低下、尖足の影響による安全な階段昇降の獲得 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（7）、移動（6）排泄（7）、意思疎通（1） 

□ADL 向上：  

☑IADL維持：買い物（6）、電話利用（1）交通手段利用（6） 

□IADL向上：  

☑LSA 維持：61.5 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・単独での長距離移動が可能となり様々な外出先（コンビニエンスストアや就労継続支援Ｂ型

施設への通所）が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

図 2-6b 指標による結果の比較（事例 M）                      
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（3）事例 N 

表 2-6c、図 2-6c に事例 N に関する下肢装具の導入結果を示す。 

本事例は、麻痺側のハムストリングスの短縮のため、立位習得が困難であった。また、

178 ㎝、75 ㎏と大柄のため、家族の介助量も大きいケースである。下肢装具の使用によ

り立位保持が可能となることで移乗の介助量が軽減し、LSAは低値ながら維持されている。 

 

 表 2-6c 事例 N に関する下肢装具の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 脳出血 [障害名] 右片麻痺 

[手帳] 肢体不自由１級 [障害者支援区分] 

＜目的＞立位姿勢のアライメント改善による移乗動作およびトイレ動作での介助量軽減 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移動（1）排泄（1）、意思疎通（1） 

☑ADL 向上：移乗（1→3） 

□IADL維持：買い物（1）、電話利用（1）交通手段利用（1） 

□IADL向上：  

☑LSA 維持：14 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・下肢の支持性の向上により、麻痺側への荷重が可能となった。 

・移乗動作を中心に、介助量の軽減が図れた。 

 

 

 

 

 

図 2-6c 指標による結果の比較（事例 N） 
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（4）事例 O 

表 2-6d、図 2-6d に事例 O に関する下肢装具の導入結果を示す。 

本事例は、歩行能力は高く、通勤等で使用頻度が多いため下肢装具の頻回な破損と

修理、足部での不具合があり、カーボン製の下肢装具を作製したケースである。本人

の身体機能にあわせた下肢装具の使用から、ADL、IADL、LSA が高いスコアで維持され

ている。 

 表 2-6d 事例 O に関する下肢装具の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 30代男性 

[疾患名] 交通外傷 

[障害名] 両下肢麻痺、高次脳機能障害（地誌障害） 

[手帳] 肢体不自由 3級 

＜目的＞社会生活範囲の向上 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（6）、移動（6）排泄（7）、意思疎通（1） 

□ADL 向上：  

☑IADL維持：買い物（7）、電話利用（7）交通手段利用（6） 

□IADL向上：  

☑LSA 維持：92 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・不具合が減り、メンテナンスが必要となる期間が延長した。 

・社会生活活動の維持につながった。 

 

 

 

 

 

                      

図 2-6c 指標による結果の比較（事例 O） 
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（5）事例 P 

表 2-6e、図 2-6e に事例 P に関する下肢装具の導入結果を示す。 

本事例は、装具により外果に創があり、移乗動作が不安定で、通所サービス時など

介助が必要であったケースである。下肢装具の使用から、トイレ移乗の自立度が向上

した。 

 

 表 2-6e 事例 P に関する下肢装具の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 50代女性 [疾患名] くも膜下出血 [障害名] 左片麻痺 

[手帳] 肢体不自由 2級 [障害者支援区分]4 

＜目的＞立位・移動時の安定した支持性の獲得、装具の不適合による創の改善 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：排泄（7）、意思疎通（1） 

☑ADL 向上：移乗（2→7）、移動（2→5） 

☑IADL維持：買い物（1）、交通手段利用（6） 

☑IADL向上：電話利用（2→7） 

☑LSA 維持：45 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・トイレ動作の自立度が向上し、家族の介助負担軽減 

・外果の創の改善。 

 

 

 

 

 

 

                     図 2-6d 指標による結果の比較（事例 P）  
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（6）指標による平均値比較結果 

事例 L から事例 P の 5 例については、下肢装具の導入による、ADL、IADL、LSA

の変化について各得点を平均化し、比較した。 

 

①下肢装具導入前後の基本的日常生活活動動作レベルの平均値（5 例）の比較 

図 2-7a に下肢装具導入前後の基本的日常生活活動動作（ADL4 項目）の平均値の

比較を示す。 

 

 

図 2-7a 下肢装具導入前後の ADL 平均値比較（5 例） 

 

ADL の平均値比較では、移乗の項目において、下肢装具導入前の得点が 4.6、導入

後の得点は 6.0 と増加していた。移動の項目においては、下肢装具導入前の得点が 4.4、

導入後の得点は 5.0 と増加していた。 
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②下肢装具導入前後の手段的日常生活活動動作レベルの平均値（5 例）比較 

図 2-7b に下肢装具導入前後の手段的日常生活活動動作（IADL3 項目）平均値の比

較を示す。 

 

図 2-7b 下肢装具導入前後の IADL 平均値比較（n=5） 

 

IADL の平均値比較では、電話の利用の項目において、下肢装具導入前の得点が

3.6、導入後の得点は 4.6 と増加していた。 
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③下肢装具導入前後の生活範囲の比較 

図 2-7c に下肢装具導入前後の生活範囲（LSA）平均値の比較を示す。 

 

図 2-7c 下肢装具導入前後の LSA 平均値比較（n=5） 

 

     LSA の平均値比較では、下肢装具導入前の得点が 48.8、導入後の得点は 56.9 と増

加していた。 

 

下肢装具の導入前後の平均値比較では、ADL の移乗、移動の得点の向上がみられた。

IADL の得点において、電話の利用において得点の向上がみられている。下肢装具の導

入後の生活範囲は、移動範囲が拡大することにより、LSA の得点が向上することにつ

ながっている。 
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2.2.5 座位保持装置 

座位保持装置導入の事例は 1 例である。 

 

（1）事例 Q 

表 2-7、及び図 2-8 に、事例 Q について、座位保持装置導入前後の比較結果を示す。 

本事例は、座位保持機能が低下したため、和式の生活には限界を感じていた。車いす

導入を進めたが、できるだけ生活様式を変えたくないという家族の強い希望があった。

家族は、一般販売の座椅子を複数購入していたが、座位が保てず、ほりごたつのほりに

転落するリスクを回避し、ADL を維持する目的で検討したケースである。 

 

表 2-7 事例 Q に関する座位保持装置の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代男性 [疾患名] 脳性小児麻痺 [障害名] 歩行障害 

[手帳] 肢体不自由１級 

＜目的＞生活様式を変えず、居間で過ごす時間を継続するため、ほりこたつを使用ながらの座

位保持が可能とする。 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（2）、移動（1）、排泄（3）、意思疎通（1） 

□ADL 向上：  

☑IADL維持：買い物（1）、電話利用（1）交通手段利用（1） 

□IADL向上： 

☑LSA 維持：22 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・居間のほりこたつを使用しながらの環境下で座位保持が可能となった 

・40 年以上つづけている本人の生活パターンや、環境を大きく変えることなく、毎日の過ごし

方を継続することにつながった。 
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図 2-8 指標による結果の比較（事例 Q） 
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2.2.6 可搬型階段昇降機および、レール式リフター導入のケースの概略 

可搬型階段昇降機及びレール式リフターを導入したケースは 1 例である。 

 

（1）可搬型階段昇降機、レール式リフター導入事例 

表 2-8、図 2-9 に事例 R の可搬型階段昇降機、レール式リフター導入結果を示す。 

 

表 2-8 事例 R に関する可搬型階段昇降機、レール式リフター導入ケースの概略 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 50代男性 [疾患名] ALS [障害名] 四肢麻痺、嚥下障害、構音障害 

[手帳] 肢体不自由 1級 [障害者支援区分]6 

＜目的＞移乗、外出に関わる介助量を軽減し、寝ている空間以外へのアクセスを可能とする 

＜生活状況＞ 

【ADL】起居動作、移乗、移動、更衣、排泄、すべて全介助 

【住居環境】1戸建て 2F 1F が駐車場、2Fに玄関、居室スペース 

【活動】同病者の会（ALS協会）へ積極的に参加しており、外出の確保（週 1～2 回程） 

【介助量】背筋群の伸展痙性、高身長、介助量が大きく、主介護者の妻の介助が困難 

＜生活課題＞ 

・家族の移乗含め介助負担が多く、屋外へのアクセスも階段の存在により本人の外出機会を失

い、生活範囲が狭小化していること。 

・男性 2 名の介助が必要であったが、その体制でサービスの提供を受けるにはその状況に限り

があり、継続的に活動していた ALS 協会の活動にも参加が難しくなっていた。また、主介護者

である妻の腰痛発症など、二次的な課題が増大していた。 

＜導入結果＞ 

・階段昇降機の導入から、外出頻度が 2 回から 3 回/月⇒4～6 回/月に向上し、協会活動、会員

とのコミュニケーションによる情報交換、ピアサポートを受ける機会にもつながった。 

・リフターは導入と同時に、介護スタッフ、家族に使い方の指導を充実させ、移乗介助量が大

幅に軽減した。 

 

 

 

 

 

 

                     

                図 2-9 LSA 比較（事例 R） 
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2.2.7 意思伝達装置 

意思伝達装置を導入したケースは 2 例である。それぞれの事例について以下に記す。 

 

（1）事例 S 

表 2-9、図 2-10a に事例 S に関する意思伝達装置の導入結果を示す。 

本事例は、病気の進行から、構音障害、上肢の機能障害による家族との意思疎通、

児童文学作家としての活動が難しくなったが、パソコンによるコミュニケーションを

希望され、意思伝達装置として、空気圧式入力装置を導入したケースである。 

 

 表 2-9 事例 S に関する意思伝達装置の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 60代女性 [疾患名] 神経・筋疾患  [障害名] 両上下肢機能障害 

[手帳] 肢体不自由１級 

＜目的＞家族とのコミュニケーション、作家活動の維持のための意思伝達装置の導入 

＜指標の比較結果＞ 

□ADL 維持：移乗（2）、移動（1）、排泄（1） 

☑ADL 向上：意思疎通（1→6） 

☑IADL維持：買い物（1）、電話利用（1）交通手段利用（1） 

□IADL向上：  

☑LSA 維持：32→32 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・家族とのコミュニケーションにおいて、会話が容易となった 

・会話の回数、時間の増加を図ることにつながった。 

・病気の進行に伴い、座位保持機能が著しく低下したことで、作家としての創作活動の実 

施には至らなかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10a 指標による結果の比較（事例 S）  
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（2）事例 T 

表 2-10、図 2-10b に事例 T に関する意思伝達装置の導入結果を示す。 

本事例は、重度障害者用意思伝達装置（伝の心）の導入事例である。筋委縮性側索

硬化による筋力等の身体機能が低下し、iPad の使用が困難となった。また、接点式入

力装置ジェリービーンスイッチによる意思伝達装置（伝の心）の使用では、片手動作

による疲労があり、PPSスイッチ、マイクロライトスイッチ等身体状況に応じて入力装

置の変更に対応した。スイッチの適合が図られ、就労の継続が図られた事例である。 

 

表 2-10 事例 T に関する意思伝達装置の導入結果 

＜ケース概要＞ 

[年齢・性別] 40代男性  [疾患名] ALS [障害名] 運動機能障害、コミュニケーション障害 

[手帳] 肢体不自由１級 

＜目的＞仕事が継続できるため、意思伝達装置（iPad、伝の心、入力装置）の導入 

＜指標の比較結果＞ 

☑ADL 維持：移乗（1）、移動（1）、排泄（1）、意思疎通（5→5） 

□ADL 向上： 

☑IADL維持：買い物（1）、交通手段利用（1）、電話利用（5） 

□IADL向上： 

□LSA 維持：0 

□LSA 向上： 

＜質的変化＞ 

・自宅における、職場への仕事（造園業）内容の指示が継続できた。 

・入院時にも、院内にてコミュニケーションが可能となった。 

 

 

 

 

図 2-10b 指標による結果の比較（事例 T）  
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2.2.8 スイッチ、インターフェース 

コミュニケーション機器用のスイッチ、インターフェースの導入事例は 1 例である。

表 2-11、及び図 2-11 にコミュニケーションツールの導入結果を示す。 

 

表 2-11 スイッチ、インターフェース導入事例の概略 

＜ケース概要＞ 

前記 2.2.6の可搬型階段昇降機、レール式リフター導入事例 R と同じ 

＜目的＞家庭内生活の役割維持のため、ICT活用によるコミュニケーションツールを導入 

＜生活課題＞ 

・直近までキーボードを膝上に置いてタイピングしてきたが、病気の進行に伴い、筋力が低下

し、動作困難となる。現在透明文字盤を使用してコミュニケーションを使用しているが、メ

ールでのコミュニケーションや、病前より SNS、ブログ更新やインターネットによる情報収

集を日常生活で実施してきた経緯がある。 

・透明文字盤の使用では、対面の対象に限られた条件でのコミュニケーションであった。 

・新規に意思伝達装置（伝の心）の導入が検討されたが、本人が今まで使用していた従来機（Mac

製）のパソコンの利用を希望していた。 

・①本人がなれているものであることを重要視し、②本人が使っていたパソコンに専用インタ

ーフェース等を増設すれば公的費用の負担が約 3 分の 1 程度となる利点があった。 

＜導入結果＞ 

・スイッチ、インターフェース、スタンドを今まで使用していた PCに導入した。 

・安価かつ利用しやすく、本人に必要な機能を有したコミュニケーションツールとなった。 

・コミュニケーション範囲も拡大し、SNS、ブログの更新、情報収取などが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 指標による結果の比較（事例 R） 
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2.2.9 上肢装具 

上肢装具導入の事例は 1 例である。 

以下表 2-12、図 2-12 に上肢装具の導入結果を示す。 

 

表 2-12 上肢装具導入のケース概略 

＜ケース概要＞ 

前記の電動車いす導入事例 F と同じ 

＜目的＞ＰＳＢによる食事時の介護量軽減、タブレット操作能力向上。 

＜生活課題＞ 

・食事動作に伴う、上肢の拳上及び口まで食べ物を運ぶ動作に困難を生じていた。 

・ポータブルスプリングバランサー（PSB）を利用することにより、腕の重さを軽減し、わず

かな力で自身の腕を動かすことで動作の自由性が向上することが見込まれた。 

＜導入結果＞ 

・ＰＳＢの利用による、食事摂取の自立度が向上した。 

・タブレット操作能力、書籍のページめくり等の機能性が向上した。 

 

 

図 2-12 上肢装具導入前後の ADL の比較（Ｆ氏） 
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2.3 小括 

 

2.3.1 電動車いすの導入、使用効果について 

7例のケースについてその効果を検討した。主に屋外における移動手段の確立と移動範

囲の拡大により、外出の機会を確保し、生活範囲の拡大を図ることを目的としている。 

  ケースにおいては、移動における ADLの向上がみられ、また、多くは、IADLの向上、

さらに移動範囲が拡大し、自立した屋外活動、職業復帰などにつながっており、利用者

に必要な社会参加への効果を示していると考えられる。 

2.3.2 車いすの導入、使用効果について 

  2例のケースについてその効果を検討した。今回の事例では、自家用車にのせることが

できる軽量かつ持ち運びが可能である物を、車で外出した後の移動手段として用いられ

ており、IADLの向上、LSAの拡大を認め、生活範囲の拡大における活用効果を示してい

ると考えられる。 

2.3.3 歩行器の導入、使用効果について 

  2例のケースについてその効果を検討した。今回の事例では、歩行練習につなげること、

また職場復帰のために必要な機器であることがわかり、ADL、IADLの維持向上、生活範囲

の拡大への効果を認めた。また、精神的な意欲への好影響を与えることが確認された。 

2.3.4 下肢装具の導入、使用効果について 

  5例のケースについてその効果を検討した。歩行の必要性が高いケースにおいて使用さ

れているが、不具合による傷等、フィッティングが課題となっているケースも報告され

ている。 

適正なフィッティングを伴う導入により、ADL、IADL、生活範囲の拡大効果がみられて

いる。 

2.3.5 座位保持装置の導入、使用効果について 

  1例のケースについてその効果を検討した。今回の事例では、生活の様式の継続のため

に、座位保持機能についてアセスメントされ、導入されており、ADLの維持への効果がみ

られている。 

2.3.6 可搬型階段昇降機、レール式リフターの導入、使用効果について 

  1例のケースについてその効果を検討した。移乗においては、重度の障害に伴う、家族

の介護量への影響が大きく、適正な支援機器の導入は、家族の介助量に伴う、外出等の

生活範囲へ強く影響を及ぼすことを示していた。 

2.3.7 意思伝達装置の導入、使用効果について 

  2例のケースについてその効果を検討した。重度の障害により、困難となった意思伝達

を、本人の機能に合ったツールの適用と工夫により、容易化することで、家族との会話

の継続、仕事の従事等役割を担うために必要な効果を認めている 
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2.3.8 コミュニケーションツールの導入、使用効果について 

1例のケースについてその効果を検討した。本人の使用性を考慮し、専用インターフェ

ース等を増設による費用負担の軽減につながった事例であり、本人に必要な機能を有し

たコミュニケーションツールの導入によるコミュニケーション範囲が拡大への効果を示

した。 

2.3.9 上肢装具の導入、使用効果について 

  1例のケースについてその効果を検討した。頸髄損傷による上肢機能障害では、食事や

着替え等、生活に必要な動作において困難なケースでは、自分の可能な動作が生活行為

につながる意義が大きい。PSB 等上肢装具の活用は、動作の補助を担う点から、ADLのス

コアが向上し、生活動作の維持に効果がみられている。 

 

 今回の調査では、特に各支援機器が適正に使用され、何らかの不具合があった時に、フ

ォローアップされている場合には十分に生活の動作に必要な機器として活用されており、

ADL、IADLの維持向上に効果がみられることがわかった。 

生活範囲の拡大には、移動、移乗支援機器による効果が大きく、その拡大した範囲が生

活の質の向上や家族の介護負担軽減につながっていることが確認された。 

重度の障害により、コミュニケーションが困難な事例においては、機器の操作性や利用

者の経験に基づく技術を生かした介入を経て、スイッチやインターフェース等のコミュニ

ケーションツールを活用することで、単なる意思の伝達だけでなく、家族、仕事を含めた

役割作りに効果をもたらすことが確認できた。 

このように、利用者をとりまく環境に見合った活用が、支援機器の効果を発揮すること

から、支援機器を継続的に、効果的に活用してもらうための取組みが重要な因子であると

考えられる。それは、適時フォローアップの実施と、調整のための情報が提供側に入るこ

とが重要である。また、相談者となる窓口機能を有する機関や担当者が支援機器に関する

知識や取りつぎ先を理解していること、さらに、リハビリテーション専門職が支援機器の

導入前から関わることで、適切な評価と使用効果を向上することにつなげる取り組みが重

要であると考えられる。 

 しかし、利用者の使用状態による生活状況の変化については、指標等を用いて評価が行

なわれていないことや、支援機器が導入された後のフォローアップによる再評価の結果が

ないために、支援機器の効果の検証が難しいことが課題としてあげられた。そのため、支

援機器の導入効果を PDCAサイクルでまわして効果を検証していくしくみも必要と考えられ

る。 
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2.4 リハビリテーション専門職の関わりの例 

 

支援機器の導入には、リハビリテーション専門職の関わりにより、効果的な使用に結び

ついている事例が報告されており身体機能、生活動作の評価と自宅の環境におけるアセス

メントを通じて支援機器の導入に際し、判定に必要な情報の収集、整理、助言を行い、導

入後に、利用者の生活で継続的な活用につながるか予後予測を通じて介入している。 

また、前述した各事例においては、リハビリテーションセンターにおける支援の一環とし

て、リハビリテーション専門職が関わっている。その事例を記す。 

 

2.4.1 電動車いす、車いす 

（1）身体機能、ADL の変化に伴う、介入を継続することによって、その生活状況に応

じて支援機器の必要性と使用に関し、介入している。 

（2）姿勢評価による、走行の安定化、外出時間、回数の増加、乗車時間の延長を見込

み、予後予測の上、製作に着手している。 

（3）相談事項から、生活像を再アセスメントすることで外出手段を整理し、本人、主

介護者である家族のニーズを生活の広がりに向け、製作につなげている 

 

2.4.2 下肢装具 

（1）生活課題への解決に向けて、補装具外来の定期的フォローにリハビリテーション

専門職が関わり、修繕が必要になる時期にあわせて、フィッティング状態を確認。 

（2）下肢装具を使用した状態での評価を行うことで、短下肢装具の選択だけでなく、

杖などの移動用の福祉用具の選択に関するアドバイスの実施 

（3）装具不適合による創傷の早期発見、予防につなげ、適切な装具の再選択と自立生

活に向けたアドバイス 

 

2.4.3 歩行器 

実用的歩行器による移動の可能性と家族の移動介助の軽減の見込みをたて、導入

後のチェックとして、歩行指導を通して、業者と機器の調整を実施 

 

2.4.4 座位保持装置 

本人、家族の価値観を重視し、生活様式を変えないことを前提に、座位姿勢評価か

ら、安易に室内用の車いすの適用とせず、最低限の座位保持機能を有する装置として、

費用を大幅に抑えながら機能を追求し導入につなげている 

2.4.5 可搬型階段昇降機、レール式リフター 

（1）身体機能の評価から、座位保持機能と機器の昇降機能を併せた機能を有する機器

の導入に至り、家族の介護負担軽減 
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（2）主介護者の介護負担を評価し、介護保険のレンタル制度の導入も併せての利用等

に関わり、家屋環境に応じたサービス利用等をアドバイスしている。 

（3）使用者の適切な使用による効果を高めるため、介助者にも機器が使えるように、

介護サービス担当者にリハ専門職が出向き、使い方指導と、積極的な活用を推奨し

た。 

 2.4.6 意思伝達装置、スイッチ、インターフェース 

（1）初期評価において、本人の希望に沿ったツールの提供を検討し、結果、公費負担

の抑制につなげ、また社会交流の維持向上につなげる検討を実施している。 

（2）本人のニーズを生活像、役割等広くアセスメントし、仕事の継続のために必要な

評価や支援機器導入への工夫、家屋の建築のタイミングでの申請、判定業務への移

行、病院入院時におけるコミュニケーションツールのセッティングによる、入院施

設内におけるコミュニケーションにおけるスタッフへの介入まで広く支援を実施し

ている。 
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3 章 

支援体制について 

 

 今回の調査では、下記 3 か所のリハビリテーションセンターにおけるシステム、取組み

とその特徴について述べることとする。 

○滋賀県立リハビリテーションセンター 

○宮城県リハビリテーション支援センター 

○川崎市北部リハビリテーションセンター 

 

3.1 選出した理由 

まずは本調査の前に、数か所の更生相談所、リハビリテーションセンターにおいてヒア

リングを実施し、検討委員会において共通した課題を抽出した。 

抽出した課題については、以下の 3 点があげられた。 

○支給後のフォローアップが難しいことから、生活の変化に対応して、新たな支援機

器の支給、修理等の相談が困難ではないか 

○来所もしくは巡回地域から外れる地域など、全域支援の充実が難しい点についてど

のように補完しているか不明である。 

 ○公的給付の際、補装具については更生相談所の関与があるが、日常生活用具につい

てはリハビリテーション専門職の関与が明らかではなく、適切な支援機器の選定が

できているか不明である。 

 

今回、調査対象とした 3 か所のリハビリテーションセンターでは、この課題解決にむけ

た特徴的な取り組みが実施されているため、訪問聞き取りの対象とした。 
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3.2 概要 

 

○滋賀県立リハビリテーションセンターは、県主導で支給後の課題について、当事者へ

の積極的な情報のアナウンスと、不具合や再作製する時などに、役立つ情報（いつ、

どこで、どのような目的で作製したか）の記録媒介として「義肢・装具 管理手帳」の

活用のための取組みを行っており、県内全域で運用できるように進めていることにあ

る。 

○宮城県リハビリテーション支援センターは、身体障害者更生相談所機能を持ち、市町

村からの判定依頼を受け、補装具費支給判定に関わる業務を担っている。 

  宮城県における特徴は、保健福祉圏域毎の保健福祉事務所等に理学療法士・作業療法

士等リハビリテーション専門職が配置されており、補装具に関わる相談や情報交換を

関係機関と行い、各市町村との連携や、障害児者の地域でのリハビリテーションを推

進する体制を構築している。 

宮城県リハビリテーション支援センターは、宮城県全体（仙台市を除く）の地域リハ

ビリテーション推進強化に向けた取組みを行っている。 

○川崎市北部リハビリテーションセンターは、地域に密着したリハビリテーション支援

として、来所と訪問支援による障害者支援の総合相談機能と更生相談所機能が併設さ

れており、 

・総合相談、評価、サービス調整は、障害有無を問わず受け付けている。 

・支援機器支給の判定前、判定後、対象者の自宅訪問による継続的評価と支援策の検

討が、ライフステージや生活状況の変化に応じた相談・支援の検討を取り組みの基

本としている。 
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3.3 取組み、システムの紹介 

 

3.3.1 滋賀県立リハビリテーションセンターにおける支援体制とそのシステム、特徴あ

る取組み 

 

（1）支援体制について 

  滋賀県立リハビリテーションセンターは、医療部門である成人病センターリハビリ

テーション科と、支援部門（県直轄）の相談支援係、更生相談係、事

業推進係があり、更生相談係は設置場所が分かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この点は、平成 22 年度から継続的に実施されている事業の中で、滋賀県更生相談所

が独自に行った調査および課題の整理において、以下について明らかにされており、

報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   そこで、当事者や支援者への制度理解の促進、支給履歴の管理に対する支援整備を

平成 27 年度の事業として推進している。 

（2）取組みの紹介 

①情報へのアクセスを容易化  

支給後の支援方法の積極的なアナウンスと、補装具の支給管理に役立つ情報の活

用について県主導で行っている。  

②「身体障害者手帳でつくる義肢・装具相談から支給までの流れ」の当事者用リー

フレットを作成。関係機関に配布、掲示（図3-1）。上記をホームページに掲載し、住

支援体制 

 県域全体を対象に、更生相談係（障害者更生相談所 1 か所）が

巡回、訪問、相談支援を実施 

課題 

マンパワーに関する課題 

地域細部まで、きめ細かい支援、サービスが行き届かない 

 

・支援者の制度の理解不足 

・基本的な情報の共有化ができていない 

・劣化や故障に気づいた時に適切な相談機関へ連携ができていない 

・義肢・装具を提供する際、使用方法、制度説明、相談先の説明にばらつきがある 

・利用者が修理や再作成時の相談先を知らない 

・義肢・装具の故障に気づけない 
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民がアクセスしやすいようにしている。 

③リハビリテーション専門職向け、「障害者手帳で義肢・装具を作るためのしっとく

ポイント」ポスターの配布による、リハビリテーション専門職の知識向上に一役か

っている（図3-2）。 

④いつ、どこで、作製したかの記録、不具合、再判定した時などの情報媒介として

「義肢・装具 管理手帳」の活用について取組みを進め、県内全域で運用できるよう

に、市町や取扱い業者の協力を得ながら進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 当事者用リーフレット  

図 3-2 リハビリテーション専門職向け

リーフレット 
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3.3.2 宮城県リハビリテーション支援センター 

 

（1）支援体制について 

宮城県は、図 3-3 に示すように、保健福祉圏域が７圏域に分かれている（政令指定都

市である仙台市を除く）。 

地域リハビリテーション広域支援センター機能を 7 つの保健福祉事務所・地域事務

所（保健所）が担うシステムであり、地域におけるリハビリテーション相談支援体制

を整備している。 

宮城県リハビリテーション支援センターは、生活における障害、コミュニケ―ショ

ン障害、摂食・嚥下障害、高次脳機能障害などのリハビリテーション支援機関として、

後方支援機関の役割を担っている。 

 

図 3-3 宮城県の保健福祉圏域 

 

宮城県における補装具に関する相談の流れ（意思伝達装置を除く）については、図

3-4 に示す通りである。 

対象者または家族からの相談は、市町村補装具担当窓口もしくは、市町村の地域リ

ハ相談窓口等が受付けており、状況に応じて、保健福祉事務所・地域事務所（保健所）

につなげられる。 

また、ALS 患者におけるコミュニケーション支援に関する体制については、図 3-5

に示す通りである。ALS 患者の場合、その相談は、医療機関、市町村、ケアマネージ

ャー等の関係機関の専門職と保健福祉事務所（疾病対策班、総務保健班、成人・高齢

班、健康づくり支援班）が、支援チームを作り、リハビリテーション支援センターに

情報を提供している。リハビリテーション支援センターでは、補装具支給の判定依頼

や専門職の派遣依頼を受け付け、必要に応じて保健福祉事務所への情報提供、フォロ

ーアップの依頼を行っている。 
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保健福祉事務所・地域事務所は、医療保険、介護保険、障害者総合支援法における

各種リハビリテーションサービスが切れ目なく提供される体制の中核となっており、

生活状況を把握している保健所配属のリハビリテーション専門職（各保健所：1～3 名

が配置されている）が補装具支給に関わるしくみは、支援の充実化と効率化を図るこ

とへの強みとなっている。 

 

図 3-4 補装具に関する相談の流れ（意思伝達装置除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 ALS 患者のコミュニケーションに関する相談の流れ 
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（3）取組みの紹介 

①直接判定による、対象者への補装具費支給判定 

補装具費支給については、市町村から判定依頼のあったものの 96％を直接判定で

行っている。原則として、来所、または県内７ヶ所で（各所１～２ヶ月に 1 度）行

う巡回相談に対象者が出向く形をとっているが、人工呼吸器使用等の重度障害者に

対しては、自宅や入所施設に訪問し判定を行っている。 

②地域リハビリテーション支援マニュアルの作成、紹介 

支援機器に関連するサポートブック・ガイドブック・支援ツール等がホームペー

ジにおいて紹介されており、誰もがダウンロードすることができる。 

その例として、 

・コミュニケーション支援サポートブック：透明文字盤や、パソコンをはじめと

したコミュニケーションツールの紹介 

・身体の不自由な方のためのパソコン操作ガイド：操作の改善のためのニーズに

対応する解決方法を紹介 

・簡単にできる車いすチェックポイント：身体に合った車いすの選択に関するチ

ェックポイントを紹介 

・身近な装具のチェックシート：義肢・装具の傷みの状況、足との適合状況を自

己で確認できるチェックシートを紹介 

    などがあげられる。 
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3.3.3 川崎市北部リハビリテーションセンター 

地域に密着したリハビリテーション支援機関として、来所と訪問支援による障害者支

援の総合相談機能と更生相談所機能が併設されている。 

 

（1）聞き取り調査における、支援体制と課題の現状について 

 

 

             図 3-6 川崎市行政地図 

 

川崎市においては、地域性、専門性、総合性、連続性の基本理念のもと「川崎市リ

ハビリテーション構想」があり、平成 20 年に北部リハビリテーションセンター、平成

27 年に中部リハビリテーションセンターが設置され、今後 3 つのリハビリテーション

センターの総合的な機能を併せ持った、南部リハビリテーションセンターが設置予定

である。市内 3 か所のリハビリテーションセンターで各地域を担当し住み慣れた地域

で地域の区役所をはじめとする支援機関と連携し支援体制を整えている。（図 3-6） 

  

 

 

 

 

 

 

○広く住民に開かれた相談機能 

総合相談、評価、サービス調整は、障害有無を問わず受け付けている。 

支援機器支給の判定前・後に自宅訪問による、継続的評価と支援策の検討の実 

施を、その方の障害状況や生活状況に合わせ、またライフステージの変化に応

じ相談・支援の取り組みを基本としている。 

 

 

 

 

北部リハビリテーションセンター 

（多摩区・麻生区） 

中部リハビリテーションセンター 

（宮前区・高津区・中原区） 

南部リハビリテーションセンター（予定） 

（幸区・川崎区） 
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○市単事業としての取組みによる、在宅リハビリテーションの充実化 

リハビリテーション専門職によるチームが直接自宅を訪問し、評価している 

 ゴール、期間を設定されたリハビリテーションプランに基づくサービス提供

の中に支援機器の導入がある。 

 地域の区役所担当職員、介護サービス・医療サービスとの連携が取りやすい 

 補装具・車いすの評価・作成、住宅改修、福祉用具の導入指導が一連のアセ

スメントの過程で検討され実際の生活の中で用具を生活に合わせ適正に使用

されることに有意義に働いている。 

 

○支援機器に関する取り組み（補装具、座位保持装置の作成） 

 補装具外来：第 1・3 木曜 AM、 第 2・4 金曜 PM 

座位保持装置外来：第 2 水曜 AM 

○福祉用具の普及、促進事業 

 各事業の展開の中で普及を促進している。 

 障害に応じた適切な福祉用具の選定、導入を全市対象に実施している。 

 福祉用具の試用を行っている。 

支援機器の取扱い方法を、サービス担当者や実際に使用する家族、支援者な

どへの直接指導に力を注いでいる。 

○高次脳機能障害者支援 

研修事業、啓発、啓蒙事業、ネットワーク作りを、各区役所の支援担当者や障

害者相談支援センターと連携し、実施。研修事業や個別支援を通じ、ケアマネ

ージャーや地域の支援者にも実施。 
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（3）特徴 

  総合相談機能の充実化により、市民や支援機関、各専門職からの相談を受け付けて

いる。（図 3-7） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 支援機器に関わる相談、支援体制 

 

   在宅リハビリテーション事業は、リハビリテーションセンター内の在宅支援室にお

いて、総合相談機能、更生相談所機能、リハビリテーション機能を有しており、その

業務遂行の流れを図 3-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 在宅支援室における在宅リハビリテーション事業の流れ 

 

 

 

住民 

等 

市町村 

北部リハビリテーションセンター 

 

 

 

 

 

障害者センター（総合相談） 

・更生相談所分室 

・精神保健福祉センター分室 

・在宅支援室（指定管理・民間） 
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住民等からの問い合わせについて、担当ケースワーカーが自宅訪問し、生活状況の

アセスメントを行い、支援機器の導入を検討するしくみである。 

その特徴として、導入前に実際に生活場面での評価を行える事で生活に即した支援

機器の導入が行えること、支援機器を導入後に、家族や支援者との定期的な連絡、相

談、訪問によるフォローアップが行われやすく、既存の支援機器の機能と活用状況を

確認している。 

市内全域への支援向上のため、平成 8 年より、れいんぼう川崎在宅支援室において

実施され、平成 20 年 4 月に北部リハビリテーションセンター、平成 28 年 4 月に中部

リハビリテーションセンターが開設され、新たに南部リハビリテーションセンター（平

成 32 年)を設立が予定されている。 
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4 章 

アンケート調査結果 

 

4.1 回答状況 

4.1.1 調査票の回答状況（表 4-1） 

 

表 4-1 調査票の回答状況 

 送付数（件） 回答数（件） 回答率 ％ 

市町村 1,916 1,085 56.6 

更生相談所 77 57 74.0 

 

4.2.2 市町村向け調査票における地域別の内訳（表 4-2） 

 

表 4-2 市町村向け調査票における地域別の内訳 

 合計 

 

北海道 東北 関東、

信越 

東海、

北陸 

近畿 中国 四国 九州 無回

答 

送付数 

（件） 

1916 189 232 502 220 266 119 95 293 ‐ 

回答数 

（件） 

1085 100 136 267 123 122 59 46 156 76 

回答率 

（％） 

56.6 52.9 58.6 53.2 55.9 45.9 49.6 48.4 53.2 - 

＊地方厚生局の管轄地域を参考に、区分し算出 
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4.2 アンケート調査集計結果（市町村） 

 

4.2.2 障害者総合支援法に基づく補装具等の窓口業務に関わる部署の人員体制について 

  

（1）リハビリテーション専門職が配置されているか（n=1083） 

 

リハビリテーション専門職の配置されている自治体は 3％（34 施設）であった。 

（図 4-1） 

 

図 4-1 リハビリテーション専門職の配置有無 

 

①リハビリテーション専門職が配置されている市町村のうち、リハビリテーション

専門職の配置人数（n=34） 

 

34 施設のうち、1 から 2 名のリハビリテーション専門職の常勤配置が最も多く、

非常勤の配置はわずかであった。(表 4-3) 

 

表 4-3 リハビリテーション専門職の配置状況           単位：人 

 常勤 非常勤 

0 名 1～2 名 3 名以上 0 名 １～2名 3 名以上 

理学療法士 12 20 2 29 5 0 

作業療法士 20  13 3 31 2 1 

言語聴覚士 33 1 0 31 2 1 

 

 

 

 

はい 

3% 

いいえ 

97% 
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②リハビリテーション専門職が配置されていない市町村のうち、外部委託の有無

（n=1049） 

 

外部委託している市町村は 2％であった。（図 4-2） 

 

 

 

図 4-2 外部委託している市町村の割合 

 

 

（2）補装具に関する問合せ・相談について(n=1085) 

①主な問い合わせ先（全体の問い合わせの割合について回答） 

 

   多くの問い合わせは住民、利用者、当事者の会などであり、医療・介護サービス

事業所からの問い合わせは少ない傾向であった。(表 4-4) 

 

表 4-4 主な問い合わせ先                   単位：件（％）                     

0 2割以下 2～4割 4～6割 6～8割 8割以上 無回答

住民、利用者、当事者の会 2(0.2) 27(2.5) 84(7.7) 215(19.8)422(38.9)319(29.4) 16(1.5)

医療・介護サービス事業所等 62(5.7) 586(54.0)281(25.9) 104(9.6) 29(2.7) 7(0.6) 16(1.5)

「その他」の回答のうち、主な回答 

・補装具業者等：163 件 

・相談支援事業所、障害者支援施設等：34 件 

・他自治体、社会福祉協議会等：10 件 

 

 

 

 

はい 

2% 

いいえ 

96% 

無回答 

2% 
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②問い合わせの内容について 

 

   支給申請手続きに関する問い合わせの割合が多く、不具合・不適合に関する問い合

わせは 2 割以下との回答が約 9 割、修理に関する問い合わせが 2 割以下との回答が

約 6 割であった。（表 4-5） 

 

表 4-5 問い合わせ内容について                   単位：件（％） 

0 2割以下 2～4割 4～6割 6～8割 8割以上 無回答
支給申請手続きに関すること 2(0.2) 23(2.2) 163(15.0) 337(31.1) 365(33.6) 174(16.0) 21(1.9)
費用に関すること 264(24.3) 701(64.6) 90(8.3) 7(0.6) 1(0.1) 1(0.1) 21(1.9)
修理に関すること 101(9.3) 578(53.3) 306(28.2) 67(6.2) 10(0.9) 2(0.2) 21(1.9)
不具合・不適合に関すること 572(52.7) 452(41.7) 36(3.3) 4(0.4) 0 0 21(1.9)

 

 

③補装具の問い合わせに関する対応マニュアルの有無(n=1085) 

 

問い合わせに関する対応マニュアルがあるとの回答は 26.9％であった。（図 4-3） 

 

図 4-3 対応マニュアルの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある 

26.9% 

ない 

69.0% 

不明 

2.4% 
無回答 

1.7% 
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（3）補装具に関する周知について 

  

①補装具の申請手続き用のパンフレットの有無(n=1085) 

 

補装具申請手続き用のパンフレットがあるとの回答は 22.9％であった。（図 4-4） 

 

図 4-4 補装具の申請手続き用パンフレットの有無 

 

② ①で「ある」とお答えいただいた方（n=248）のうち、どのように配布、閲覧で

きるようにしているか。（複数回答） 

  

窓口での配布が 217 件、ホームページでの閲覧が 94 件であった。（表 4-6） 

 

表 4-6 補装具の申請手続きのパンフレットの配布、閲覧方法     単位：件（％） 

ホームページ 窓口 施設等に配布 イベントなどで配布 その他 

94 217 7 2 34 

「その他」の主な回答 

・手帳の申請、交付時配布：21 件 

・自治体作成のハンドブックの配布：8 件 

・協議会、説明会等で配布：4 件 

・希望者への配布：3 件 

 

 

 

ある 

22.9% 

ない 

76.7% 

不明 

0.5% 
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③装具の修理の際のチェックポイントなどを記したパンフレットの有無(n=1085) 

 

チェックポイントなどを記したパンフレットがあるとの回答は 1.8％であった。 

（図 4-5） 

 

図 4-5 補装具の修理の際のチェックポイント等を記したパンフレットの有無 

 

 

④ ③で「ある」と回答した者（n=19）のうち、どのように配布、閲覧できるよう

にしているか。（複数回答） 

  窓口での配布が 18 件、ホームページでの閲覧が 5 件であった。（表 4-7） 

 

表 4-7 補装具の修理の際のチェックポイントの配布、閲覧方法    単位：件（％） 

ホームページ 窓口 施設等に配布 イベントなどで配布 その他 

5 18 2 0 1 

「その他」の回答 

・事務所内で閲覧可：1 件 

  

ある 

1.8% 

ない 

96.3% 

不明 

0.7% 

無回答 

1.2% 
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（4）補装具の給付に関わる連携の状況について 

①貴自治体と、更生相談所との連携は密に行われていると思うか。（n=1085） 

  

72％において、連携が密に行われているとの回答であった。 

 

図 4-6 更生相談所との連携 

 

②貴自治体と、リハビリテーションセンター等の医療機関との連携は密に行われて

いると思うか。 

  

医療機関との連携が密に行われているとの回答は 17％、どちらでもないが 53.7％

であった。（図 4-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 リハビリテーションセンター等の医療機関との連携 

そう思う 

72.0% 

どちらで

もない 

24.8% 

そう思わ

ない 

3.3% 

そう思う 

17.0% 

どちらで

もない 

53.7% 

そう思わ

ない 

29.0% 

無回答 

0.3% 
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①貴自治体と、補装具製作業者との連携は密に行われていると思うか。 

 

補装具製作業者との連携が密に行われているとの回答は 37.1％、どちらでもない

との回答が 54.3％であった。（図 4-8） 

 

図 4-8 補装具製作業者との連携 

 

（5）窓口における対応について 

①リハビリテーション専門職が配置されている自治体への質問（n=34） 

○配置されているリハビリテーション専門職が補装具の相談に関わっているか。 

 

リハビリテーション専門職の補装具への関わりがあるとの回答は 76.5％であった。 

（図 4-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 リハビリテーション専門職の補装具相談の関わり  

そう思う 

37.1% 

どちらで

もない 

54.3% 

そう思わ

ない 

8.6% 

無回答 

0.1% 

はい 

76.5% 

いいえ 

17.6% 

不明 

5.9% 
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○補装具に関する専門的な判断が必要な時に、窓口でどのように対応しているか。 

  

多くが、7 割以上の割合で更生相談所に相談・連絡していた。 

更生相談所を紹介する場合は、2割以下であるとの回答が 23.5％であった。（表 4-8） 

 

表 4-8 専門的な判断が必要な時の対応と、その割合（リハビリテーション専門職種在勤） 

更生相談所に連絡・相談    件数（%） 更生相談所を紹介する     件数（%） 

7 割以下 7割超～9割

以下 

9 割超 無回答 0 2 割以下 2 割超 無回答 

0（0.0） 8（23.5） 24（70.6） 2（5.9） 23（67.6） 8（23.5） 0（0.0） 2（5.9） 

 

②リハビリテーション専門職が配置されていない自治体への質問（n=1049） 

○補装具に関する専門的な判断が必要な時に、窓口でどのように対応しているか。 

     

更生相談所に連絡・相談する割合は、6割以上との回答が約70％であった。（表4-9） 

    更生相談所を紹介する割合は、行っていない市町村が 62.4％、3 割以下が 11.9％

であった。（表 4-10） 

 

表 4-9 専門的な判断が必要な時の対応と、その割合（更生相談所に連絡・相談） 

更生相談所に連絡・相談                        件数（%） 

0 3 割以下 3割超～6割以下 6割超～9割以下 9 割超 無回答 

17（1.6） 12（1.2） 31（2.9） 191（18.2） 548（52.2） 250（23.8） 

 

表 4-10 専門的な判断が必要な時の対応と、その割合（更生相談所を紹介） 

更生相談所を紹介する                         件数（%） 

0 3 割以下 3割超～6割以下 6割超～9割以下 9 割超 無回答 

655（62.4） 124（11.9） 11（1.1） 2（0.2） 7（0.7） 250（23.8） 

「その他」の主な記載内容 

・補装具業者：90 件 

・医療機関、医師へ相談：71 件 

・県、近隣市町村等に相談：24 件 

・リハビリテーション専門職に相談：12 件 

・障害福祉センター等に相談：8 件 

・前任者、部署内の職員等と相談：5 件 

・リハビリテーションセンターに相談：3 件 

・過去の事例の参照等：2 件  
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（6）自立支援協議会等による補装具に関するケース検討の実施状況について 

①自立支援協議会等による障害者の事例検討は行われているか。(n=1085) 

  

31.1％の市町村で事例検討が行われていた。（図 4-10） 

 

図 4-10 自立支援協議会等による障害者の事例検討の実施状況 

 

② ①で「はい」と回答した者（n=337）のうち、補装具に関する事例はこの 1 年間

およそどれ位あったか。 

   

事例検討が行われた中で、補装具に関する事例は 1-10 件との回答が 5％、11-20

件が 0.3％であった。（図 4-11） 

 

図 4-11 補装具に関する事例検討数 

はい 

31.1% 

いいえ 

59.5% 

不明 

7.9% 

無回答 

1.5% 

0件 

64.4% 

1～10件 

5.0% 

11～

20件 

0.3% 

不明 

28.2% 

無回答 

2.1% 
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（7）補装具に関して、在宅生活における切れ目のない支援システムを構築するために

課題となっていること（複数回答） 

 

交通手段が不十分なため、更生相談所へ行くことが難しい・審査時間に時間を要す

るため早期支給が難しいとの回答が多かった。（図 4-12） 

 

 

図 4-12 切れ目のない支援システム構築における課題       （単位：件） 
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549 
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家族会などの当事者組織などのインフォーマル

なネットワークが不十分 

支給対象者が他の自治体に比べて多く、個別に

対応できる時間が少ない 

リハビリテーション専門職の補装具に関する経

験が少ない 

障害者施設などフォーマルなサービスが不十分 

民生員、近隣地域住民等によるインフォーマル

なネットワークが不十分 

何らかの理由で家族の支援を受けることが難し

い 

義肢装具士の医療機関以外の施設への訪問が少

ない 

身体障害者福祉法15条指定医が少ない 

補装具に関する相談窓口が、明確でない 

訪問・相談を通して、支援できる仕組みが不十

分 

更生相談所による巡回頻度が少ない、あるいは

ない 

事務負担により、補装具の相談業務に関わるこ

とができる時間が少ない 

地域に相談できるリハビリテーション専門職の

配置が少ない 

補装具支給の事務手続きに詳しい自治体職員が

少ない 

更生相談所における審査に時間を要するため、

早期支給が難しい 

遠方または交通手段が不十分なため、更生相談

所へ行くことが難しい 
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（8）補装具支給や作製に関する研修について 

自治体の補装具等の窓口業務に関わる部署の職員における、補装具に関する外部研

修の参加状況について 

 

外部研修会に参加している市町村は 51.8％であった。（図 4-13） 

 

   

図 4-13 補装具に関する外部の研修参加状況 

 

 

  

積極的に参

加している 

13.5% 

参加してい

る 

51.8% 

どちらでも

ない 

8.8% 

あまり参加

していない 

13.3% 

参加してい

ない 

11.2% 

無回答 

1.5% 
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4.3 アンケート調査集計結果（更生相談所） 

 

4.3.1 回答者の属性について 

回答数:57 件うち、22 件が政令指定都市の更生相談所であった。 

 

4.3.2 人員体制について(n=56) 

   リハビリテーション専門職の配置がない更生相談所が多くみられた。（表 4-11） 

 

表 4-11 更生相談所の構成人員                   （単位：件） 

 常勤 非常勤 

0 名 1 名 2 名 3 名 

以上 

0 名 1 名 2 名 3 名 

以上 

医師 49 4 1 2 9 7 1 16 

リハビリテーション専門職 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

 

20 

38 

41 

 

3 

10 

9 

 

3 

3 

3 

 

7 

5 

3 

 

51 

50 

48 

 

4 

4 

5 

 

0 

0 

2 

 

1 

2 

1 

義肢装具士 50 4 1 1 49 4 1 2 

看護師、保健師 23 23 5 5 39 13 3 1 

身体障害者福祉士 20 15 8 13 52 2 0 2 

事務職員 13 13 7 30 35 13 4 4 

その他 23 13 7 13 36 7 3 10 

（リハビリテーションセンター併設の更生相談所を含む）                             
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4.3.3 支給時の判定について 

（1）平成 27 年度の更生相談所における判定件数 

  

県と政令指定都市ともどちらも直接判定、書類判定の割合には大きな差は認めなか

った。（表 4-12a、表 4-12b） 

 

表 4-12a 県更生相談所の判定件数                （単位：件） 

 県 更生相談所(n=35) 

0 件 1~20 件 21~50 件 51~100 件 101 件以上 無回答 

直接判定 2 4 3 7 17 2 

書類判定 2 1 2 4 24 2 

巡回判定 7 5 5 1 14 3 

 

表 4-12b 政令指定都市更生相談所の判定件数           （単位：件） 

 政令指定都市 更生相談所(n=22) 

0 件 1~20 件 21~50 件 51~100 件 101 件以上 無回答 

直接判定 0 2 2 1 15 2 

書類判定 1 3 2 0 14 2 

巡回判定 10 4 0 2 2 2 

 

（2）必要に応じての、個別訪問による判定（自宅、障害者施設等）の有無 

  

   個別訪問により判定は、県更生相談所で 75.8％、政令指定都市の更生相談所で 81.0％

であった。（図 4-14a、図 4-14b） 

 

 

図 4-14a 県更生相談所（n=33）      図 4-14b 政令指定都市 更生相談所(n=21)   

あり 

75.8% 

なし 

24.2% 

あり 

81.0% 

なし 

19.0% 
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4.3.4 判定業務について 

（1）装具の判定業務に、理学療法士等リハビリテーション専門職は、関わっているか。 

  

県更生相談所で 76.5％、政令指定都市の更生相談所で 90.5％であった。（図 4-15a、

図 4-15b） 

 

図 4-15a 県更生相談所（n=33）     図 4-15b 政令指定都市 更生相談所(n=21)  

 

（2）上記（1）で「はい」と答えた方のうち、リハビリテーション専門職はどのよう

な場面で関わっているか（複数回答） 

  

リハビリテーション専門職の関わりは、書類判定の際が最も多かった。（表 4-13） 

 

表 4-13 更生相談所におけるリハビリテーション専門職が関わる場面（単位：件） 

項目 合計 県更生相談所（n=26） 政令指定都市（n=22） 

書類判定 35 20 15 

採寸・型取り時 15 6 9 

仮あわせ時 21 7 14 

完成引き渡し時 28 14 14 

その他 28 17 11 

その他の主な回答内容 

・判定前の相談、面談、評価時：9 件 

・来所・訪問時の直接判定：7 件 

・医師の処方、要否判定時：4 件 

・適合判定：6 件 

・検品：3 件 

はい 

76.5% 

いいえ 

23.5% 

はい 

90.5% 

いい

え 

9.5% 
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4.3.5 作成後のフォローアップの状況について 

（1）補装具支給後の対象者に定期的フォローアップを実施しているか。 

   

ケースによってはおこなっているとの回答が、県更生相談所で 5.7％、政令指定都

市の更生相談所で 22.7％であった。（図 4-16a、図 4-16b） 

 

  

図 4-16a 県更生相談所（n=35）      図 4-16b 政令指定都市 更生相談所(n=22)  

 

（2）上記（1）で「はい」「ケースによっては行っている」と答えた方のうち、そのお

およその期間について 

①県更生相談所（n=2）：不定期 2 件 

②政令指定都市更生相談所（n=5）：不定期 4 件、6 カ月まで 1 件 

不定期の理由 

・マンパワー不足のため 

・判定等で疑義等があった時に行うため 

・依頼があった時や必要と判断した時に対応しているため 

・全対象者には実施していないため 

 

（3）どのような方法で行っているか 

①県更生相談所(n=2)：訪問 2 件 

②政令指定都市更生相談所(n=5)：訪問 2 件、来所 3 件 
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無回答 

5.7% 

はい 

0.0% 
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72.7% 
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22.7% 

無回答 

4.5% 
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4.3.6 更生用装具の申請手続き用のパンフレット等について 

（1）パンフレット等の有無 

  

申請手続き用のパンフレットがあるとの回答は、県更生相談所で 14.3％、政令指

定都市の更生相談所で 37.3％であった。（図 4-17a、図 4-17b） 

 

 

図 4-17a 県更生相談所（n=35）       図 4-17b 政令指定都市更生相談所(n=22)  

 

（2）上記（1）において「ある」と回答した方のうち、情報提供の方法・種類につ

いて 

   

    自治体・更生相談所独自のパンフレットを作成しているとの回答が多かった。 

（表 4-14） 

 

表 4-14 申請手続き用のパンフレット等情報提供の方法・種類      （単位：件） 

 自治体・更生相

談所独自のパン

フレット等 

補装具業者作

製のパンフレ

ット等 

ホームページ その他 

県更生相談所(n=9) 5 0 4 0 

政令指定都市更生相談所(n=7) 5 0 2 0 

合計 10 0 6 0 

  

ある 

14.3% 

ない 

74.3% 

不明 

8.6% 

無回答 

2.9% 

ある 

27.3% 

ない 

54.5% 

不明 

9.1% 

無回答 

9.1% 
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4.3.7 補装具が体にあっているかのセルフチェックを促すパンフレット等について 

（1）パンフレット等の有無 

 

あるとの回答は県更生相談所で 5.7％、政令指定都市の更生相談所で 4.5％であっ

た。ないとの回答が多数を占めた。（図 4-18a、図 4-18b） 

 

図 4-18a 県更生相談所（n=35）       図 4-18b 政令指定都市更生相談所(n=22)  

 

（2）上記（1）で「ある」と答えた方のうち、その情報提供の方法 

    

自治体・更生相談所独自のパンフレットを作成しているとの回答が多かったが、

ホームページでの情報提供を行っている県更生相談所が 2 件あった。（表 4-15） 

 

表 4-15 セルフチェック用のパンフレット等情報提供の方法・種類    （単位：件） 

 自治体・更生相

談所独自のパン

フレット等 

補装具業者作

製のパンフレ

ット等 

ホームページ その他 

県更生相談所(n=4) 2 0 2 0 

政令指定都市更生相談所(n=1) 1 0 0 0 

合計 3 0 2 0 

 

  

ある 

5.7% 

ない 

85.7% 

不明 

5.7% 

無回答 

2.9% 
ある 

4.5% 

ない 

81.8% 

不明 

4.5% 

無回答 

9.1% 
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4.3.8 支給後、対象者の生活の変化についての評価実施の有無 

   

支給後の対象者の生活の変化について評価をおこなっていない県の更生相談所が

88.6％、政令指定都市の更生相談所が 77.3％であった。 

  ケースによっては行っているとの回答は県更生相談所で 2.9％、政令指定都市の更生相

談所で 18.2％であった。（図 4-19a、図 4-19b） 

 

 

図 4-19a 県更生相談所（n=35）       図 4-19b 政令指定都市更生相談所(n=22)  
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4.4 自由記載の回答について 

 

4.4.1 市町村向け調査における自由記載の回答結果の概要 

「相談窓口業務における困った事例」や「補装具支給後の不具合に関するフォローア

ップ等」についての設問に対し、自由記載回答されたものを整理し、以下のように分類

した。 

自由記載の回答は、総件数 545 件であった。 

回答の整理には、以下の 7 つのカテゴリーに分類し、整理した。 

（1）市町村窓口における専門的な相談体制に関すること 

（2）関係機関、関係職種の連携に関すること 

（3）関連対象者や関連専門職の公費助成制度への理解不足に関すること 

（4）児童補装具に関すること 

（5）支援機器に対するフォローアップ体制に関すること 

（6）業者に関すること 

（7）制度に関すること 

  それぞれのカテゴリーに分類した回答例を表 4-17a、4-17b、4-17c にまとめて記した。 

内容としては、「窓口職員に装具を含めた支援機器に関する専門的知識がないため、相

談対応に苦慮している」、「更生相談所におけるリハビリテーション専門職の人材不足」、

「対象者や医療機関に所属するリハビリテーション職種に制度の趣旨を理解してもらえ

ず苦慮している」、「児童補装具は療育的な専門知識も必要とされる中で、市町村に判断

を求められるため苦慮している」の回答が多くを占めていた。また、少数ではあるが、「支

援機器についてのメンテナンスも含めたフォローアップができるように、地域での支援

体制を構築して欲しい」、「各関係機関の連携が取れるような体制が欲しい」等の「地域

単位での支援機器に対する連携体制」についての要望もあった。 
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表 4－17a 自由記載回答例のまとめ 

分類 具体的な内容 

市町村窓口における専

門的な相談体制に関す

ること 

自治体の職員はリハビリ専門職ではないため、事務的な部分しか説明

できない。 

義肢・装具・車いすなど専門用語が多く、理解することが難しい。 

専門的知識がないため、本当に本人に合っているのか、必要なのか、

判断に困ることがある。 

医学的所見の判断について、福祉職での判断は困難なことがあり、迷

うことがある。しかし、リハビリ専門職の配置は当市においては困難

であり、更生相談所に頼らざるを得ない。医師意見書の内容が不明瞭

であり、調整に時間を要することがある。 

更生相談所へ相談は行っているが、電話主体であり装具についてのイ

メージの共有が難しいケースもある。 

更生相談所の判定予約に時間を要すため、迅速な支給ができない。 

更生相談所が遠方のため判定を受けに行くことが難しい方への対応

に苦慮する。 

関係機関、関連職種の

連携体制に関すること 

補装具支給後のモニタリング体制の確立。自治体、医療機関、補装具

製作業者等関係機関のネットワークの確立。 

更生相談所、市町村と在宅支援スタッフ（ケアマネジャー、訪問リハ

ビリ等）と情報交換できるしくみが重要である。リハビリ専門職は他

職種に対して装具の装着方法や歩行及び移乗動作の指導等が可能で

あるが、装具の不適合、不具合の情報をどこに集めるのか役割分担が

必要である。 

本人が病院受診時にリハビリ専門職に相談できると良い。 

補装具の知識や制度に詳しい専門職に相談できるしくみを、医療機関

や地域の施設にいるリハビリ専門職に作って欲しい。 
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表 4－17b 自由記載回答例のまとめ 

対象者や関連専門職の

公費助成制度への理解

不足に関すること 

身体障害者手帳交付時に説明を行うが、他制度の説明も多くあるた

め、対象者に補装具や日常生活用具の制度内容が正確に伝わってい

ない場合がある。 

制度上、対象とならない用具の要望や本人の身体状況からは対象と

ならない用具の要望に苦慮する。 

「すぐに欲しい」という状態になってから相談に来られても、迅速

な対応は難しい。 

障害者総合支援法では基準にない高額・高機能補装具を医療保険で

作製し、その後、修理や新規交付の希望をされると対応に苦慮する。 

労災で身体障害者手帳を取得された方から下肢装具の相談を受けた

際、医療保険になるのか、障害者総合支援法の対象になるのかの判

断が関係職種の理解不足で、本人に不利益が生じることがある。 

65 歳以上の方は他法優先の原則により介護保険制度の対象になる

が、その趣旨を理解いただけないことがある。 

児童補装具に関するこ

と 

児童補装具については更生相談所における判定が不要のため、ほぼ

家族や医療機関所属のリハビリ専門職の意向どおり意見書が提出さ

れ支給されているが、それが本当に適正かどうかを見極める知識が

市の職員にはないことが課題。 

児童補装具の申請で、同種目３個以上の支給希望があるが、原則同

種目１個、必要に応じて同種目２個との説明に苦慮している。 

障害児から障害者となり、更生相談所の判定が必要となった方への

対応が難しい。既に支給されていた補装具が判定で認められなかっ

た場合に、本人や家族、医療機関職員、業者の理解が得られにくい。 

児童への補装具支給について、訓練目的の要素が強い場合、育成医

療を優先すべきか迷うことがある。 

基準額を大幅に超える外国製品の希望が多い、医師意見書で製品名

を特定されていると、リハビリ専門職でない自治体職員には基準内

の製品との比較判断ができない。また、２～３年で再交付の希望が

出されると、真に必要だったのか判断に迷うことがある。 

障害児の成長に伴う不具合についての対応が難しい。 
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表 4-17c 自由記載回答例のまとめ 

支援機器に対するフォロ

ーアップ体制に関するこ

と 

作製後に目標を達成しているかどうかを評価するしくみが義務づけられ

れば良い。 

不具合、不適合があった場合、気軽に相談できる体制があれば良い。 

不具合、不適合が改善されないような場合は、複数の業者が集まり、専

門チームで改善策を検討する体制があれば良い。 

作製後のフォローアップ体制がないため、業者による保証内容を明確に

するか、定期的に点検する機会を設けて欲しい。 

業者に関すること 

補装具業者が市や近隣にないため、利用者が相談しにくい。 

業者の保障期間が明確になれば良い。 

判定結果がでる前に補装具作成にとりかかる業者がある。 

補装具業者のオリジナル部品の処方や金額が適正か判断が難しい。 

自宅に気軽に訪問してくれる業者がいると助かる。 

制度に関すること 

支給決定までに時間を要する。時間短縮して支給したい。 

65 歳になると介護保険優先になるため、障がい者にとってサービス

の質の低下につながる。 

申請時に支給にあたっての聞き取りなどでのチェックリストがある

とよい。 

不具合、不適合があった時に対応してもらえる業者との連携やその期

間の貸し出しなどのフォローで利用者が困らないようにする体制が

望まれる。 

業者からの見積書の内容について、各項目について、真に必要なもの

であるかの判断が、専門知識がないと難しい。 

支給後の調整を簡単に行える体制。 

適切な適合判定の実施が必要と考えられる。 

書類判定、来所判定、共に判定に多くの時間を要すため、緊急を要す

方への支給が難しい。 

修理中の代替品がないために、修理ができないことがあった。 
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4.4.2 更生相談所向け調査における自由記載の回答 

 

（1）意思伝達装置や、補聴器に関する相談、フィッティング等への意見（表 4-17） 

 

 表 4-17 相談事項、フィッティング等の意見 

意 

思 

伝 

達 

装 

置 

 

 

・レンタルがあると良い。 

・支給できる装置と申請者が操作しやすい装置が一致しないことがある。 

・視線入力装置の早期導入を希望する。 

・スイッチ等の適合、導入の判断、フィッティングに苦慮する。 

・フォローが十分でない。依頼しても時間がかかる。 

・ＡＬＳでは、進行に合わせた支給が困難である。高額でもあることから早期にレン

タルを希望したい。専門職の関わりが少なく、判断が困難である。スイッチ、使い

勝手に専門職の評価が必要である。 

補 

聴 

器 

 

・児童の相談が増加しており、その対応に困ることがある。 

・重度耳型の希望が多く、支給限度額との差があり、その判断に困ることがある。 

・紛失や耐用年数についての問い合わせの判断に困ることがある。 

・両耳装の希望が増えており、その要件からも判断に困ることがある。 

・説明のものと現物が違うことがある。 

・フォローアップ状況が不明である。 

・フォローができていない。 

・新製品が出ると、製造中止になる。旧品の製造中止で、対応に苦慮している。 

・フィッティングソフトがない。貸し出しがない。 

・新製品が次々に販売され、新製品の場合の取扱い、対応に困る。 

・自己負担の際の修理費用はどのように対応したらよいか困ることがある。 

・フィッティングや適合判定において判断できる専門職が少ない。  

 

 

（2）日常生活用具「介助用リフト」について、相談があった場合の対応について 

（表 4-18） 

 

表 4-18 介助用リフトの相談対応 

・市町村の対応が多く、更生相談所には少ない。 

・市町村につなぐ、相談にのる。 

・少ないが、デモ器があり実体験してもらう。 

・自宅訪問してデモ器を使用して助言する。 
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（3）その他の回答（表 4-19） 

 

表 4-19 その他の回答 

・初対面であると実態がわからず、新しいものの希望に沿えない、フォローできない。 

・スペア目的に対応できない。 

・最新の装具への対応できていない。研修が必要である。 

・判定医のサポート体制が不十分である。 

・病院における説明が不十分なため苦慮することがある。病院側の制度理解が必要である。 

・支給金額のギャップがありレンタル制度の導入が求められる。 

・高価な場合、業者と交渉や病院との意見交換、意見書の調整に困ることがある。 

 

 

（4）更生相談所の相談窓口業務の中で困った事例、治療用装具から補装具への移行ま

たは、補装具支給後の経過に対する途切れのない支援について設問し、回答を以下

のように整理した。(表 4-20) 

 

表 4-20 支援システムについて 

・更生相談所と訪問リハビリテーションスタッフとの連携が不十分である。 

・装具を作成した病院との連携が不十分。 

・医療では短期的な支援のみで、在宅に移行した先の説明やフォローがない。 

・医療機関と更生相談所の判断の違いがある。 

・治療用装具では、新しいものや高機能のものが提供され、補装具では制度の範囲内で

の支給のため、その移行に課題がある。 

・使用状況の把握がされていない。 

・国の修理基準枠が明確となっていない。 

・補装具手帳の導入が望まれる。 

・医療用と補装具のスムーズな移行に課題がある。 

・定期的なチェックが必要である。 

・リハビリテーション関係者の知識不足を補う必要がある。 
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5 章 

まとめ 

 

5.1 支援機器の導入、使用における効果について 

障害者における支援機器は、生活の継続と、身体的、精神的なサポートに必要不可欠な

ものであり、ADL の維持向上、IADL の維持向上、また生活範囲を広げる効果とともに、

家族や社会との交流、役割を担うために効果を有していることがわかった。 

 ・電動車いす、車いすは、移動範囲の拡大と社会活動参加における効果が認められた。 

 ・歩行器、下肢装具は、歩行のための ADL 維持向上、安定性の向上などによる復職支援

に効果が認められた。 

 ・階段昇降機、リフター等の移乗、移動支援機器は、家族の介助負担を軽減し、重度の

障害があっても、外出支援に効果が認められた。 

 ・意思伝達装置、コミュニケーションツールは、家族と会話、SNS などの利用、外部と

のコミュニケーションによる仕事や役割を担うことへの効果が認められた。 

 

5.2 シームレスな支援体制について 

 支援機器が導入された後、利用者の生活の変化に伴った効果が期待できるのは、支援機

器のみでは十分な効果に結びつけることが難しく、一定の期間、頻度のフォローアップが

必要であることが示唆された。 

 支援が必要な方に、支援機器による支援策を検討し適用する場合は、支援の手が届く環

境であるかどうかが大きな要因となり、その手の届く範囲は、県域、圏域、市町村域のそ

れぞれのシステムによって異なっている。現在では、全国的に標準的なものは、県内全域

を更生相談所やリハビリテーションセンターが支援しているしくみである。しかし、県内

全域の支援には、支援する範囲が広く、困難であることも容易に想定される。 

 また、政令指定都市の中で独自に市単事業として取り組んでいるリハビリテーションセ

ンター、更生相談所では、その主となる支援範囲が市内であることから、支援の手が届き

やすい。現状では、市町村単位の全て同じしくみで運用することは難しいため、それぞれ

が補完されるしくみを検討していく必要性があることも示唆された。 

またリハビリテーション専門職による自宅等の訪問評価が行われる体制を構築し、その

ための人員が配置されている場合、利用者の生活課題に着目した上で判定に結び付けられ

ることや、利用者のニーズ、生活歴から検討されることで、使い勝手の良い支援機器の選

択、無駄を省いた工夫によって費用の低減化につなげられる可能性があることも確認され

た。 

 

5.3 課題の整理 

課題について表 5 に整理した。 
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表 5 課題の整理 

市町村の支給決定機能を高めることへの課題 

・相談窓口において専門的知識が必要だが、リハビリテーション専門職の人員配置が困難で

あること 

・専門的な視点からの必要性の検討、支給決定による適正化が必要であっても、相談できる

環境やしくみとなっていないこと 

・特殊な補装具利用の際の相談、生活支援用具における業者主導の支給申請の場合の適正な

見積と支給の判断が難しいこと 

・利用者が相談、情報収集するための周知が十分ではないこと 

・補装具支援が必要な利用者情報をキャッチすることが難しいこと 

更生相談所の機能低下への課題 

・リハビリテーション専門職の配置数含め、人員が全体として減少傾向であること 

・申請から支援機器の導入までに時間がかかり、即時利用者の生活改善に結びつかない 

・支給後のフォローアップがほとんど行われていないこと 

・利用者への定期的な周知が十分でないこと 

・生活状況の訪問評価が十分でなく、身体機能の変化や生活状況に即した適合判定に困難を

有していること 

・利用者が通える場所としての相談所（巡回判定等、支援範囲、頻度の限界） 

医療機関における障害福祉制度に関する理解が不十分な点 

・リハビリテーション専門職における障害者、支援機器の関わりが圧倒的に少ないこと 

・制度への知識が不十分であることから、小児用の支援機器等の支給における誤った理解か

らトラブルにつながる恐れがあること 

・退院後の治療用装具から更生用装具への移行に関する説明、利用者が理解するための取り

組みが不十分であること 

各機関の連携の不十分性 

・市町村、更生相談所、医療機関を含めた地域における総合的な連携状況は、十分とはいえ

ず、それぞれの機関がそれぞれ独自で動いている感があること 

・障害者に対してどのような機関が関わりを持ち、社会資源として活用できるか、地域単位

で十分な検討が必要であること 

リハビリテーション専門職の課題 

・利用者へ適正な使用に関する助言が不十分であること 

・スムーズな判定や支給決定の適正化へのサポートに積極的に関わっていないこと 

・現物のチェック、仮合わせ時におけるリハビリテーション専門職の介入が不十分 

・リハビリテーション専門職の補装具に関する制度の知識が浅く乏しい 

・アフターフォローのしくみの確立、補装具業者のサービス範囲が狭小化していること 

・生活評価と支援機器の導入前後の結果が十分に効果の検討できるデータとして残っていな

い、蓄積されていないこと 
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今回は、障害者への支援機器の給付における自治体や専門職の関与を明確にするため、

まずは、自治体や専門職の関与が明確である補装具を中心に調査を行った。 

しかし、公的給付に着目すると、障害児の補装具の場合は市町村の判断であることや、

日常生活用具の給付は市町村の判断など、支援機器の窓口や判定レベルが異なることから、

障害者の生活状況や身体状況をトータルマネジメントにより的確に踏まえた支援機器の判

定体制であるとは言い難い状況であると考えられる。 

障害者の支援には、日常生活の活動レベルや身体機能の変化に応じて、適時、支援機器

の判定と導入が必要であることから、障害者の身体状況や生活状況を熟知したリハビリテ

ーション専門職が関わることが望まれる。しかし、現在の状況は、決してリハビリテーシ

ョン専門職の関わりが十分とはいえないことから、今後、リハビリテーション専門職団体

においても、積極的な支援に加わることができる体制の構築や取組みを推進すべきと考え

る。 
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6 章 

提言 

 

障害者への支援機器の活用効果を向上するためのシステム、取組みについて以下のように

提言する。 

 

6.1 障害者への支援機器の導入が円滑化されるしくみについて 

図 6-1 は、利用者における支援機器の導入が円滑化されるしくみとして、リハビリテーシ

ョン専門職が市町村をバックアップする機能を有することで地域における継続的支援につ

ながるためのしくみを考えたものである。 

 

 

図 6-1 利用者本位に市町村をバックアップする例 

太枠はリハビリテーション専門職が主に配置されている機関を示す。 

協会：日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会を示す。 

都道府県士会：都道府県毎に組織されている、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会を示す。 

3 団体協議会：上記、都道府県理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会の 3 つの団体が組織する

協議会を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更生相談所（都道府県） 

支援機器業者（補装具業者）・福祉機器取扱業者 等 

補装具（更生用装具） 

（車いす・義肢・意思伝

達装置等） 

 

治療用装具 

（医療保険） 

居宅介護 

支援事業所 

市町村 

日常生活用具 
（携帯会話補助装置、スイ

ッチ類、リフター等） 

 

医療機関 

福祉用具 

（介護保険） 

通信販売 

自費等 

リハビリテーション支援機関 

→市町村のリハビリテーション評価支援体制とし

てのバックアップ機能（更生相談所と連携した、リハビリテ

ーションセンター・リハビリテーション支援センター・中核的医療

機関等が考えられる。） 

リハビリテーション専門職 

（団体）の有効な活用 

理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士の派遣機能（協会、都道府県

士会、3 団体協議会）体 

利用者 
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すべてのルートでリハビリテーション専門職がいる機関を経由することで、医師の処方

に対するチェックアウトや適合判定、フォローアップおよび効果判定などの業務が可能と

なることが考えられる。特に、更生相談所での判定が必要となる場合、市町村は時間的・

書類関係などの煩雑さなどで消極的な業務運営につながる可能性もあり、判定機能と直接

つながる工夫は大切であろう。 

今回の調査対象とした中で、川崎市は政令指定都市として更生相談所を持ち、リハビリ

テーションセンターと一体となった活動で、上記ルートが確保されていた。宮城県では、

保健所内にリハビリテーション専門職がおり、判定部分は更生相談所の頻回・定期的な巡

回判定と合わせて、適合および使用状況評価含めた対応を可能としていた。滋賀県では更

生相談所と市町村が離れている関係で、県機関である更生相談所の行動範囲内での確認に

とどまっており、関係機関への周知を充実化するという特徴の違いがみられた。このよう

に、地域の実情に応じて取り組むことが望ましいと考えられる。 

また、リハビリテーション専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、各専

門職団体として、協会及び都道府県士会を有している。現在、各都道府県内には、地域包

括ケアシステムの推進の観点から、地域支援の推進、まちづくりに貢献するため、各リハ

ビリテーション専門職団体で構成される協議会を作り、地域支援の窓口機能の向上を図っ

ているところである。支援機器における効果的な取り組みの一環に、このような団体組織

の活用も有効な手段の一つであると考えられる。 

このようなリハビリテーション専門職の有効活用は介護保険利用者に対しても、その効

果が期待される。 

 

6.2 障害者への支援機器の活用効果を向上するために必要なこと 

障害者における支援機器の活用効果を向上するためのシステムを構築するには、障害者

の相談から、判定、支給、支援機器を使用した生活構築という一連の流れの中で、見直し

が必要であると考えられる点を以下に記す。 

 

支援機器の活用効果を向上するためには、生活状況の把握、計画と実行、結果の収集と

レビューを継続的に行い、円滑に進めることが必要である。図 6-2 は、それぞれの過程で取

り組むべき項目を SPDCA サイクルとして図示したものである。 

 

【Survey（情報収集とアセスメント）】 

相談の段階からリハビリテーション専門職が関わり、相談支援とともに支援計画策定

前の生活ニーズの把握やアセスメントを行うことが必要である。特に自宅に訪問し評

価することは、利用者主体の日常生活に着目した目標を設定することが可能となり、

支援機器の効果的な利用には欠かせないことであると考える。また、窓口機能の充実

化により、利用者側が相談しやすい環境を整えることも重要である。 
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【Plan（計画）】 

適切な生活設計に関する経過を作ることが重要である。 

利用者の中には、初回の評価時と比べて身体機能が変化した場合、生活課題が変化す

ることも想定されるため、経時的に情報を収集し、生活予後を踏まえた適正な支給に

結びつける必要がある。 

【Do（実行）】 

計画の実行には、支援機器を支給するだけでなく、支給後の生活状況の変化、支援機

器の使用状況、不具合の有無、修繕の必要性の検討なども重要なことである。 

また、家族等の介助が必要な利用者では、家族に支援機器の使用方法を十分に理解し

てもらうことも支援機器の活用効果を向上するために必要な取り組みである。 

課題解決には、市町村、更生相談所、業者、医療機関等の多機関の連携による、総合

的な利用者の支援の検討の中で、リハビリテーション専門職の助言が望ましい。 

【Check（確認）】 

支援機器の支給直後の確認として、支給判定から実際に支援機器が支給されるまでに

は一定の時間を要することから、その期間に新たな問題が起こる可能性があることも

踏まえて確認する必要がある。 

支援機器の支給から耐用年数までの期間、及び耐用年数を超えた期間では、未使用、

破損、不適合など、様々な状況が考えられるため、定期的に使用状況を確認し、フォ

ローアップできる柔軟な対応が求められる。 

【Action（改善）】 

  支給後の効果判定が行われることが望まれる。 

利用者に関わる関係機関やリハビリテーション専門職が、利用者の生活状況を踏まえ

た上で、支援機器の使用によって社会参加につなげていく検討が必要である。また、

個々の支援情報を集約し、地域における障害者の支援の協議の場において、事例報告

などを通じて支援機器の効果を検討することや、支援に必要な情報を提供することも

継続的支援につながる重要なことである。 

 

このように効果判定と結果に基づく、地域システムの構築につなげるためには、SPDCA

サイクルを回し、それぞれの過程にリハビリテーション専門職が関わることでより高い効

果が期待できると考える。 
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図 6-2 利用者が支援機器を有効に活用できる SPDCA サイクル 

 

 

 

Plan（計画） 

 

Do（実行） 

 

Check（確認） 

Action（改善） 

 

[十分な評価に基づいた判定・支給] 

・適切な支給に結びつく情報の収集 

・リハビリテーション専門職が関与し

ての適切な評価、状態変化の予測 

・居宅での実生活を踏まえた評価 

[支援機器と利用者の身体状況の適合] 

・生活状況と支援機器のマッチアップ 

・セルフチェックの方法などの提示 

・直接判定における時間の課題解決 

・書類判定の適正な評価 

・巡回判定の頻度、範囲の限界への対応 

[適時、適切なフォローアップ] 

・支給後の生活の変化や体の変化を再評価 

・適切な支給の判断をする。 

・使用されていない、破損、不適合がある

など、変化の評価 

Survey 

（情報収集・アセスメント） 

 [相談しやすい情報提供] 

・相談窓口機能の拡充 

・情報入手のしやすさ整備 

[生活機能に基づくアセスメント] 

・相談情報の整理と生活設計の計画 

・生活課題の確認 

SPDCA 

サイクル 

[相談機能の向上] 

・市町村窓口担当の補装具に関す

る知識向上 

・専門職の制度に関する知識向上 

・多職種間連携の推進 

[支給後の効果判定] 

指標を使用しての効果検証 

・支援機器と利用者の身体状況の

適合 

・支援機器の適切な使用 

・市町村の連携による支援の拡充 

・支援プラン 
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(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

修
理

の
必

要
性

の
判
断
が
困
難
。
障
害
児
に
つ
い
て
、
複

数
支

給
の

必
要

性
の

判
断

が
困

難
。
医

師
意

見
書

の
内

容
の
乏
し
さ
。
1
8
歳
前
の
駆
け
込
み
申
請
。

本
人

が
欲

し
い
装
具
と
制
度
上
で
支
給
さ
れ
る
補
装

具
に
相

違
が

あ
っ
た
場

合
、
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
こ
と
が

あ
る
。
本

人
の
心
身
機
能
だ
け
で
な
く
、
環
境
因
子
も
評
価
し
た
上

で
補

装
具

を
作

製
し
て
く
れ
る
業
者
や
リ
ハ
ビ
リ
専
門

職
が

少
な
い
。
ま
た
、
作

製
後

の
補

装
具

に
対

す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
な
い
。

相
談

所
へ

の
来

所
判
定
の
日
程
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
支

給
ま
で
の

時
間

を
要

し
、
苦

情
を
受

け
る
こ
と
が

あ
る
。
専
門
的
判
断
を
要
す
る
際
の
相
談
先
が
少
な
い
。

特
例

補
装

具
の

支
給
可
否
に
つ
い
て
、
明
確
な
判

断
基

準
や

基
準

額
が

示
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
判

断
が

難
し
い
。
（
高
額
な
補
聴
器
や
起
立
保
持
具
等
）
専
門
的
な
知
識
に

乏
し
い
た
め
、
身
体
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
補
装

具
を
支

給
で
き
て
い
る
か

が
分

ら
な
い
。
（
ク
ッ
シ
ョ
ン
の

交
付

等
）

杖
の

購
入

に
相
談
の
た
め
来
課
さ
れ
た
際
、
素
材

に
よ
っ
て
耐

用
年

数
が

異
な
る
た
め
、
支

給
が

可
能

で
あ
る
か

ど
う
か
す
ぐ
に
回
答
が
で
き
な
い
。
補
装
具
の
購
入
・
修
理

に
係

る
基

準
額
の
算
出
に
は
、
複
雑
な
計
算
が

必
要

に
な
る
た
め
、
窓

口
で
の

回
答

が
難

し
い
。

同
種

目
の

補
装

具
の
2
個
（
台
）
支
給
に
つ
い
て
明

確
で
は

な
い
た
め
、
決

定
や

申
請

書
へ

の
対

応
に
苦

慮
し
て
い
る
。
県
更
生
相
談
室
が
作
成
す
る
手
引
書
で
は
「
職
業
又

は
教

育
上

特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
」
と
あ
る
た
め
更

生
相

談
室

へ
そ
の

都
度

相
談

し
て
い
る
が

、
支

給
決

定
は

市
町
村
の
判
断
な
の
で
（
市
町
村
が
）
必
要
と
認
め
る
な
ら

決
定

す
れ

ば
良

い
と
回
答
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

補
装

具
の

構
造

・
部
品
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
い
た
め
、
更

生
相

談
所

に
頼

ら
ざ
る
を
え
な
い
が

、
更

生
相

談
所

の
人
員
が
少
な
い
の
で
、
相
談
の
回
答
に
時
間
が
か
か
る
。

複
数

支
給

に
至
る
経
緯
等
が
不
明
な
場
合
が

あ
り
、
継

続
し
て
複

数
支

給
を
認

め
る
か

ど
う
か

判
断

に
悩

む
こ
と
が
あ
る
。
障
害
児
の
補
装
具
は
更
生
相
談
所
の
判
定
が
不

要
な
た
め
、
市
町
村
で
適
正
な
決
定
が
出
来
て
い
る
か

ど
う
か

疑
問

に
思

う
。
市

町
村

ご
と
に
バ

ラ
ツ
キ
が

あ
る
。

支
給

を
受

け
た
方
が
、
専
門
職
に
相
談
で
き
る
体
制

（
窓

口
な
ど
）
が

あ
れ

ば
と
思

う
。

県
の

補
装

具
担

当
職
員
が
不
足
し
て
お
り
、
判

定
や

相
談

に
時

間
を
要

す
る
。
市

職
員

の
知

識
・
時

間
不

足
に
よ
り
、
指
針
に
定
め
る
装
着
等
訓
練
及
び
実
地
観
察
が
難
し

い
。
P
T
、
O
T
等
リ
ハ
ビ
リ
の
知
識
を
要
す
る
業
務

だ
が

、
障

害
担

当
課

に
配

置
で
き
な
い
市

町
村

も
多

く
、
結

果
と
し
て
市
判
定
に
か
け
る
時
間
の
長
期
化
や
決
定
基
準
（
市

町
村

間
で
の

）
の
ば
ら
つ
き
を
招
い
て
い
る
。
リ
ハ

ビ
リ
を
担

当
す
る
O
T
、
P
T
が

装
具

及
び
補

装
具

制
度

に
関

す
る
知
識
を
殆
ど
持
っ
て
い
な
い
。
専
門
学
校
で
科
目
を
設
け

て
い
た
だ
き
た
い
。
本
人
の
発
達
や
機
能
維
持

を
目

的
と
し
て
い
る
は

ず
の

補
装

具
だ
が

、
本

人
の

障
害

状
況

よ
り
過
剰
な
機
能
を
持
つ
も
の
や
高
額
な
補
装
具
の
申
請
が

あ
っ
た
場

合
、
補
装
具
の
目
的
を
説
明
し
て
も
納
得

し
な
い
ケ
ー
ス
が

あ
る
。
1
5
条

指
定

医
で
も
補

装
具

を
真

に
理
解
し
て
意
見
書
を
書
け
る
医
師
が
殆
ど
い
な
い
よ
に
思
わ

自
治

体
、
業

者
、
医
療
機
関
等
の
関
係
者
の
い
ず
れ

も
、
制

度
に
関

し
て
十

分
な
知

識
を
有

す
る
必

要
が

あ
る
。

本
人

の
望

む
補
装
具
と
、
医
師
・
更
生
相
談
所

が
決

定
し
た
補

装
具

が
く
い
違

う
こ
と
が

あ
っ
た
。
修

理
申

請
に
つ
い
て
、
意
見
書
が
必
要
な
も
の
か
、
不
要
な
も
の
か
、
相
談

段
階

で
見

極
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
補
装

具
が

く
い
違

う
こ
と
が

あ
っ
た
。
修

理
申

請
に
つ
い
て
、
意

見
書

が
必
要
な
も
の
か
、
不
要
な
も
の
か
、
相
談
段
階
で
見
極
め
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
補
装
具
の
部
品
名
を
言
わ

れ
た
際

に
、
す
ぐ
に
ど
の

部
分

の
部

品
か

連
想

す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

介
護

保
険

対
象

者
が
「
自
分
用
の
車
椅
子
が
欲

し
い
」
「
介

護
保

険
は

自
己

負
担

が
生

じ
る
」
等

の
理

由
か

ら
、
補
装

具
費
の
支
給
を
希
望
す
る
者
が
い
る
。
説
明
し
て
も
な
か

な
か

理
解

し
て
も
ら
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
市
に
専
門

職
が

お
ら
ず
判

断
に
困

る
場

合
が

あ
る
。
（
更

生
相

談
所

に
相
談
し
て
い
る
）
。
施
設
入
所
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
入
所

施
設

か
ら
車

椅
子
購
入
に
関
す
る
相
談
を
受
け
る
機

会
が

増
え
て
い
る
。
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
で
対

応
可

能
な
場

合
で
も
、
貸
し
出
せ
る
車
椅
子
が
な
い
等
の
理
由
か
ら
補
装
具
費

の
申

請
を
希

望
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
体
重
の

増
減

が
激

し
く
、
頻

回
に
義

肢
の

再
交

付
を
希

望
す
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
。

介
護

保
険

施
設

入
所
者
の
場
合
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
あ
れ

ば
支

給
可

能
だ
が

、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の

必
要

性
に
つ
い
て
の
判
断
が
難
し
い
。
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
り
、

聴
き
取

り
を
充

分
に
行
っ
て
も
身
体
状
況
や
理

由
に
よ
っ
て
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
で
の

対
応

が
可

能
で
支

給
出

来
な
い
場
合

も
あ
る
た
め
、
申
請
者
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
員
や
、
介
護
施
設
等

で
補

装
具

を
取

り
扱

っ
て
い
た
職

員
が

い
な
い
た
め
、
障

害
者

本
人
と
の
会
話
の
中
で
、
専
門
的
な
会
話
が
で
き
ず
、
相
手
か

ら
不

満
の

声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
治
療
材
料
と
更
生

装
具

の
適

用
に
つ
い
て
、
医

療
機

関
等

に
制

度
適

用
の

判
断

を
依
頼
し
て
い
る
が
、
制
度
に
詳
し
い
人
が
少
な
く
、
説
明

高
額

な
補

装
具

に
関
す
る
相
談
で
、
病
院
側
が

主
導

的
に
製

作
を
指

示
し
て
き
た
場

合
に
、
客

観
的

に
そ
の

必
要
性

を
判
断
を
抑
げ
る
機
関
が
身
近
に
な
い
。
2
個
支
給
に
関

す
る
相

談
。
事

例
集
な
ど
が
あ
る
と
よ
い
。

医
学

的
所

見
の

判
断
に
つ
い
て
、
福
祉
職
で
の
判

断
は

困
難

な
こ
と
が

あ
り
、
迷

う
こ
と
が

あ
る
。
し
か

し
な
が

ら
リ
ハ
専
門
職
の
配
置
は
、
当
市
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
り
、

都
身

障
セ
ン
タ
ー
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
又
、
医
師

意
見

書
の

内
容

が
不

明
僚

で
あ
り
、
調

整
に
時

間
を
要

す
る
こ
と
が
あ
る
。



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

市
町

村
職

員
は

専
門
知
識
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
2
～
3
年

で
事

務
職

と
し
て
異

動
、
補

装
具

担
当

と
な
る
こ
と
が

多
い
。
不
具
合
や
不
適
合
を
見
極
め
る
知
識
も
乏
し
い
た
め
障

が
い
者

本
人
、
補
装
具
業
者
の
言
う
と
お
り
に
動
か

ざ
る
を
得

な
い
。
窓

口
職

員
、
担

当
C
W
の

視
点

か
ら
対

応
で
き
る
補
装
具
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
れ
ば
良
い
と
思
う
。
（
現
在
の

マ
ニ
ュ
ア
ル

は
指
針
を
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
も
の

が
多

い
た
め
）

自
治

体
の

窓
口

の
職
員
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門

職
と
の

関
わ

り
は

一
切

な
い
。
専

門
職

が
、
ど
の

よ
う
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
も
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
積
極
的
な
関

わ
り
で
、
質

の
高
い
支
給
体
制
を
敷
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
れ

ば
教

え
て
ほ

し
い
。
支

給
に
専

門
性

を
求

め
て
い
る
が

、
支
給
主
体
の
自
治
体
の
体
制
は
、
ド
素
人
の
配
置
と

補
装

具
と
い
っ
て
も
、
労
災
や
治
療
用
装
具
、
介

護
保

険
な
ど
、
申

請
者

に
と
っ
て
ど
の

制
度

を
利

用
す
る
こ
と
が

最
善
で
あ
る
の
か
見
極
め
る
事
が
で
き
る
職
員
が
少
な
い
た

め
、
担

当
を
限

定
し
て
行
っ
て
お
り
、
一
人
ひ
と
り
の
在

宅
生

活
に
お
い
て
切

れ
目

の
な
い
支

援
を
す
る
こ
と
が

難
し
い
。
ま
た
、
窓
口
で
相
談
が
あ
れ
ば
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
潜

在
化

し
て
い
る
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
は
対

応
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の

で
、
他

の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

・
フ
ォ
ー
マ
ル

な
サ
ー
ビ
ス
と
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

担
当

者
は

1
～

2
年
で
担
当
が
え
と
な
り
専
門
的
知

識
を
持

て
る
状

況
で
な
い
。
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
の

方
が

居
れ
ば
有
難
い
。
（
ご
自
宅
を
訪
問
し
、
現
状
確
認
や
市
と

の
間

に
入

っ
て
対
応
し
て
ほ
し
い
。
）

座
位

保
持

装
置

の
判
定
の
為
、
更
生
相
談
所

か
ら
色

々
な
調

査
の

注
文

が
来

て
、
対

処
す
る
の

に
時

間
が

さ
か

れ
、
や
っ
と
提
出
し
た
と
し
て
も
次
の
調
査
項
目
が
出
さ
れ
更

生
相

談
所

が
判

定
を
す
る
の
が
い
や
な
の
か
と
思
わ

さ
れ

る
事

が
あ
っ
た
。
（
当

事
者

家
族

も
、
行

政
も
、
業

者
も
そ
う
感
じ
て
い
た
。
）

事
例

に
基

づ
い
た
研
修
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

専
門

的
な
立

場
の
方
に
は
、
身
体
へ
の
適
応
、
調

整
具

合
い
の

確
認

方
法

等
に
つ
い
て
助

言
い
た
だ
け
る
と
助

か
り
ま
す
。

児
の

補
装

具
支

給
は
市
町
村
で
支
給
決
定
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
専

門
職

の
配

置
が

な
い
中

で
、
更

生
相

談
所

に
技
術
的
指
導
を
受
け
て
は
い
る
が
、
判
断
に
迷
う
こ
と
が

多
々

あ
る
。

児
童

の
特

例
補

装
具
（
義
足
）
申
請
で
、
高
額
な
見
積

書
が

提
出

さ
れ

て
、
判

断
に
迷

う
こ
と
が

あ
り
更

生
相

談
所

に
意
見
を
求
め
た
。
更
生
相
談
所
か
ら
給
付
が
妥
当
と
の

回
答

を
得

た
が

、
専
門
的
知
識
が
無
い
職
員
で
は
市

で
判

断
し
支

給
決

定
す
る
こ
と
は

難
し
い
。

専
門

的
な
知

識
を
持
っ
た
職
員
が
い
な
い
た
め
、
補

装
具

に
つ
い
て
尋

ね
ら
れ

て
も
分

か
ら
な
い
こ
と
が

多
い
。
障
害

児
に
つ
い
て
の
支
給
決
定
は
、
市
町
村
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
適
用
が
あ
る
か
の
判
断
等
が

、
前

述
の

通
り
、
専

門
的

な
知

識
を
持

っ
た
人

が
い
な
い
の

で
難

し
い
。
実
際
に
、
生
活
状
況
等
、
見
に
行
く
時
間
も
な
い
。
（
職

員
不

足
、
他

の
事
務
量
の
多
さ
か
ら
）

支
給

申
請

の
対

象
補
装
具
に
つ
い
て
、
専
門
職
、
医

師
の

診
た
て
に
対

し
業

者
側

の
提

案
に
よ
り
、
本

当
に
必

要
な
部
品
以
外
の
も
の
が
、
見
積
り
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と

直
接

判
定

を
要

す
る
補
装
具
の
場
合
、
事
前
予

約
が

必
要

と
な
る
。
し
か

し
、
種

目
に
よ
っ
て
は

、
予

約
が

す
ぐ
に
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
常
に
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
の
状
況
と
な
っ
て

い
る
。
補

装
具
の
円
滑
な
支
給
へ
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
補

装
具

支
給

の
担

当
を
事

務
職

員
が

、
ほ

ぼ
担

っ
て
お
り
、
補
装
具
の
専
門
知
識
が
な
い
こ
と
か
ら
悩
む
こ
と
が

多
い
。
児

童
補
装
具
は
医
師
の
意
見
書
に
基
づ
き
、
自

治
体

判
断

で
の

支
給

と
な
っ
て
い
る
が

、
充

分
な
記

載
が

な
い
こ
と
が
多
く
、
戸
惑
う
こ
と
が
多
々
あ
る
。
支
給
後
の
利

用
状

況
を
確

認
で
き
る
時
間
・
機
会
が
な
い
。

更
生

相
談

所
の

判
定
予
約
の
枠
が
少
な
く
予
約
が

取
り
に
く
い
。
（
●

●
の

場
合

、
特

に
●

●
支

所
）

専
門

職
が

配
置

さ
れ
て
い
な
い
当
市
で
は
補
装
具

の
名

称
、
種

類
、
使

い
方

な
ど
、
知

ら
な
い
こ
と
が

多
く
て
（
実

際
、
そ
の
物
を
見
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
）
相
談
に
乗
る
こ
と

が
む
ず
か

し
い
。

支
給

決
定

事
務

担
当
者
の
専
門
知
識
の
薄
さ

来
所

判
定

の
予

約
が
と
れ
ず
、
判
定
ま
で
に
2
ヵ
月

以
上

要
す
る
こ
と
が

あ
る
。
（
定

員
超

過
）

更
生

相
談

所
が

専
門
的
な
指
導
が
で
き
る
レ
ベ
ル
に
な
い
。
高

齢
者

の
補

聴
器

の
申

請
が

多
く
、
事

務
量

が
増

え
て
い
る
。
高
齢
者
の
補
聴
器
は
判
定
か
ら
除
外
す
べ
き
で

あ
る
。
自

己
負
担
額
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在

、
低

所
得

世
帯

は
無

料
で
あ
る
が

、
若

干
の

負
担

は
行

う
べ

き
と
思
う
。

山
間

部
の

小
さ
な
町
な
の
で
、
障
が
い
者
福
祉

以
外

に
も
担

当
業

務
が

あ
り
、
相

談
業

務
に
関

わ
る
こ
と
が

で
き
る
絶
対
的
な
時
間
が
限
ら
れ
て
く
る
。

市
民

に
と
っ
て
一
番
の
相
談
窓
口
は
役
場
で
あ
る
が

、
役

場
に
専

門
的

知
識

を
も
つ
職

員
が

い
な
い
。
市

職
員

（
補

装
具
担
当
）
、
相
談
所
職
員
に
当
事
者
（
申
請
者
）
の
詳
し

い
生

活
状

況
を
知
る
人
が
い
な
い
。

必
要

が
あ
れ
ば

巡
回
相
談
へ
の
立
会
い
、
療

相
へ

の
案

内
等

を
行

っ
て
い
る
た
め
、
立

地
的

な
問

題
は

少
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
の
配
置
が

難
し
い
た
め
、
専
門
的
な
話
に
な
る
と
、
自
治
体
の

窓
口

職
員

の
知

識
に
限

界
が

あ
り
ま
す
。



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

職
員

の
補

装
具

に
対
す
る
知
識
不
足
。

専
門

的
な
判

断
を
要
す
る
装
具
に
つ
い
て
、
訪
問

調
査

が
必

要
と
さ
れ

る
場

合
で
も
個

別
に
対

応
で
き
る
時

間
が

少
な
い
。
児
童
の
補
装
具
申
請
な
ど
、
他
機
関
の
判
定
に
よ

ら
ず
に
市

町
村

で
給
付
決
定
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
職

員
の

知
識

が
乏

し
い
た
め
判

断
が

困
難

で
あ
る
。

他
の

業
務

と
兼

務
し
て
お
り
、
補
装
具
費
支
給
制

度
に
つ
い
て
勉

強
で
き
る
時

間
が

少
な
い
。

自
治

体
の

職
員

が
専
門
職
で
は
な
い
た
め
、
事
務

的
な
部

分
し
か

説
明

等
で
き
な
い
。

見
積

書
の

明
細

を
見
て
も
、
何
項
目
も
追
加
部
品

等
あ
る
場

合
、
そ
れ

が
本

当
に
申

請
者

に
適

し
て
い
る
補

装
具

な
の
か
判
断
で
き
な
い
。
現
状
は
、
見
積
り
項
目
に
対
し
、

基
準

額
以

内
か

以
上
か
と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
よ
う
な
状

況
。

補
装

具
判

定
に
つ
い
て
、
特
に
電
動
車
椅
子
の

枠
が

連
絡

が
つ
か

な
い
う
ち
に
埋

ま
っ
て
し
ま
い
、
予

約
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
毎
月
1
日
は
●
●
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
の

電
話

が
繋
が
り
づ
ら
い
。
電
話
が
や
っ
と
繋
が

っ
て
判

定
の

空
き
状

況
を
確

認
で
き
て
も
、
障

が
い
者

本
人

や
そ
の
家
族
に
確
認
を
と
っ
て
い
る
間
に
予
約
が
埋
ま
っ
て

し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。
対
象
者
か
ら
直
接
●
●
心
身

障
害

者
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
確

認
し
た
り
予

約
し
た
い
と
い
っ
た
要

望
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
●
●
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
判
定
の
空
き
状
況
が

確
認

で
き
る
も
の

の
、
午

前
と
午

後
と
い
う
お
お
ま
か

な
区

切
り
し
か
表
示
さ
れ
な
い
。
時
間
も
示
し
て
欲
し
い
。
判
定
の
枠
を

増
や

し
て
欲

し
い
。
●
●
支
所
で
は
予
約
の
枠
が

な
い
が

本
所

な
ら
空

い
て
い
る
と
よ
く
案

内
さ
れ

る
が

、
対

象
者

に
よ
っ
て
は
本
人
の
障
が
い
状
況
や
ご
家
族
の
事
情
か
ら
、

義
肢

・
装

具
に
関
し
て
専
門
的
な
用
語
が
多
く
話

が
わ

か
ら
な
い
こ
と
が

多
い
。

身
体

障
害

者
手

帳
交
付
時
に
、
補
装
具
に
つ
い
て
の

説
明

を
行

う
が

、
他

制
度

の
説

明
も
多

く
あ
る
た
め
、
対

象
者

に
正
確
な
制
度
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

申
請

の
際

、
聞
き
と
り
調
査
で
対
象
者
の
生
活

状
況

を
把

握
す
る
が

、
聞

き
と
り
だ
け
で
は

み
え
に
く
い
場

合
も
あ
る
。

専
門

職
が

お
ら
ず
、
県
の
行
う
年
2
回
の
研
修
会

で
は

理
解

が
難

し
い
。
現

存
、
窓

口
に
来

ら
れ

な
い
申

請
者

に
対
し
て
補
装
具
の
現
在
の
状
況
が
見
え
な
い
為
判
断
に
困
る

場
合

も
あ
る
。
た
だ
耐
用
年
数
が
き
た
か
ら
業

者
に
言

は
れ

て
再

支
給

に
来

ら
れ

る
方

が
い
た
り
、
業

者
に
対

す
る
指
導
が
い
き
届
い
て
い
な
い
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。

市
に
よ
っ
て
支

給
の
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。

行
政

職
員

の
知

識
不
足
、
相
談
等
の
連
携
、
勉
強

会
等

の
向

上
の

場
が

少
な
い
。

平
成

3
0
年

4
月
に
補
装
具
費
支
給
制
度
に
お
け
る
借

受
け
制

度
が

導
入

す
る
こ
と
を
考

慮
す
る
と
、
人

手
不

足
が

見
込
め
、
事
務
負
担
が
増
え
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
補

装
具

の
相

談
業

務
の
中
で
、
担
当
者
が
、
利
用
者

の
生

活
状

況
を
把

握
し
き
る
こ
と
は

、
不

可
能

だ
と
考

え
る
。
そ
の

た
め
に
も
、
訪
問
・
相
談
を
通
し
て
、
支
援
で
き
る
仕
組
み

の
強

化
を
早

期
に
改
善
し
て
欲
し
い
。

補
装

具
の

構
造

等
な
ど
に
詳
し
く
な
い
の
で
、
見
積

り
書

の
確

認
が

困
難

な
と
き
が

あ
る
。
希

望
さ
れ

て
い
る
補

装
具
が
ど
う
い
う
物
な
の
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
て

み
て
も
わ

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
本
当
に
本
人
に
合

っ
て
い
る
物

な
の

か
、
必

要
な
物

な
の

か
、
判

断
に
困

る
こ
と
が
あ
る
。

更
生

相
談

所
の

更
生
相
談
の
日
が
金
曜
の
午
前

中
に
限

ら
れ

て
い
る
た
め
予

約
を
入

れ
て
も
判

定
の

日
ま
で
1
ヶ
月

以
上
か
か
る
。
更
生
相
談
所
の
受
入
ま
で
に
時
間
が
か

か
る
（
仮

の
調

書
を
送
付
→
内
部
で
検
討
→
書
類

の
追

加
質

問
→

内
部

で
検

討
の

く
り
返

し
）
。

東
京

都
心

身
障

害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
都
更
生

相
談

所
）
が

移
転

し
た
が

、
利

用
者

か
ら
駅

や
施

設
が

利
用

し
づ
ら
い
、
判
定
予
約
が
と
り
に
く
い
等
の
意
見
・
苦
情
が
で
て
い

る
。
移

転
は

、
肢

体
不
自
由
者
へ
の
配
慮
が
不
足

し
て
い
た
の

で
は

な
い
か

と
感

じ
る
。

専
門

知
識

の
な
い
職
員
が
対
応
し
て
い
る
た
め
、
早

急
な
回

答
が

で
き
な
い
。

眼
鏡

に
つ
い
て
は
更
生
相
談
所
で
は
な
く
、
区
役

所
で
医

学
的

な
知

識
の

な
い
職

員
が

意
見

書
等

を
基

に
審

査
し
て
お
り
、
判
断
が
難
し
い
。

支
給

事
務

を
行

う
職
員
の
、
補
装
具
に
関
す
る
知
識

が
少

な
い
。

実
物

の
補

装
具

を
見
る
機
会
が
少
な
い
た
め
、
相
談

の
意

図
を
正

確
に
く
み

と
る
こ
と
が

難
し
い
場

合
が

あ
る
。

基
本

的
に
本
庁

へ
出
向
い
て
い
た
だ
き
相
談
・
手
続

き
と
な
る
が

、
来

れ
な
い
場

合
訪

問
等

の
対

応
と
な
っ
て
い
る
。
他
業
者
が
多
大
で
、
補
装
具
の
問
合
せ
、
窓
口
対
応
も

多
い
た
め
、
対

応
で
き
る
職
員
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
た
い
へ

ん
忙

し
い
。

更
生

相
談

所
で
の
補
装
具
判
定
日
が
少
な
い
。

更
生

相
談

所
の

巡
回
相
談
が
遠
方
に
な
り
、
重

度
障

害
者

の
負

担
が

増
え
て
い
る
。
重

度
障

害
者

に
つ
い
て
は

、
で
き
る
限
り
、
訪
問
相
談
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。

補
装

具
の

中
で
も
既
製
品
車
い
す
は
更
生
相
談

所
の

判
定

を
受

け
ず
に
市

町
判

断
で
支

給
す
る
が

、
意

見
書

に
不

備
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
真
に
本
人
に
合
っ
て
い
る
車
い

す
を
選

ん
で
い
る
の
か
判
断
が
難
し
い
。
（
1
8
歳
以

上
の

場
合

）



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

専
門

職
も
お
ら
ず
、
異
動
も
あ
り
、
職
員
の
補
装

具
に
関

す
る
知

識
、
経

験
が

少
な
い
。

専
門

職
を
配

置
し
て
い
な
い
の
で
、
装
具
に
つ
い
て
の

知
識

が
乏

し
い
。
そ
の

た
め
、
装

具
の

仕
組

み
、
製

作
に
要
す
る
部
品
等
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。

障
害

者
の

生
活

状
況
に
つ
い
て
の
調
査
が
必
要

な
こ
と
は

理
解

す
る
が

、
障

害
者

及
び
そ
の

家
族

の
日

常
生

活
の
中
で
、
補
装
具
と
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
い
使
用
し
て
い
る
の

か
、
職

員
の

知
識
や
経
験
が
追
い
つ
か
な
い
の
で
、
電

話
で
話

を
聞

い
て
い
て
も
な
か

な
か

イ
メ
ー
ジ
が

わ
か

な
く
て
困
る
。

職
員

の
補

装
具

に
関
す
る
具
体
的
な
知
識
が
不

十
分

な
と
こ
ろ
が

あ
り
給

付
の

判
断

等
を
お
こ
な
う
際

に
困

難
を
感

じ
る
場
合
が
あ
る
。

専
門

的
な
言

葉
が
多
く
、
理
解
に
時
間
が
か
か
る
（
ま
た
は

難
し
い
）
。

基
本

的
知

識
の

な
い
事
務
職
員
が
相
談
を
受

け
る
中

で
、
装

具
の

妥
当

性
を
判

断
す
る
こ
と
が

難
し
い
。
適

宜
更

生
相
談
所
へ
相
談
は
行
っ
て
い
る
が
、
電
話
主
体
で
あ
り
装

具
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
が
難
し
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

専
門

職
員

が
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
補
装

具
が

必
要

か
支

給
対

象
に
な
り
そ
う
か

等
が

窓
口

で
す
ぐ
に
回

答
で
き
な
い
。
市
町
村
判
断
で
あ
い
ま
い
な
点
が
多
い
。
め
が

ね
等

医
師

の
意

見
書
を
も
ら
う
が
、
ど
こ
を
み
て
、
対

象
か

否
か

を
判

断
す
る
の

か
、
本

当
に
個

人
に
合

っ
た
補

装
具
で
あ
る
か
等
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

補
装

具
に
関
す
る
業
務
経
験
が
浅
く
、
補
装
具

の
構

造
等

に
関

す
る
相

談
に
迅

速
に
対

応
で
き
な
い
。
修

理
の

際
の
判
断
に
苦
慮
し
て
い
る
。
障
害
児
の
場
合
の
判
断
に
苦

慮
し
て
い
る
。

専
門

知
識

が
乏

し
い
た
め
、
判
断
に
迷
う
こ
と
が

多
々

あ
る
。
市

町
村

に
判

断
が

ま
か

さ
れ

て
い
る
も
の

に
つ
い
て
、
更
生
相
談
所
に
相
談
し
て
も
、
あ
い
ま
い
な
表
現
を
さ
れ

る
の

で
結

局
迷

い
が
残
る
。

特
例

補
装

具
や

完
成
用
部
品
等
、
複
雑
な
補

装
具

の
申

請
が

あ
っ
た
際

に
す
ぐ
に
回

答
す
る
こ
と
は

難
し
い
。

座
位

保
持

装
置

付
車
椅
子
と
車
椅
子
の
区
別

が
難

し
い
。

義
足

の
申

請
で
高
額
な
完
成
用
部
品
を
使
用
し
た
い
と
窓

口
に
相

談
に
こ
ら
れ

た
が

、
そ
の

部
品

の
必

要
性

等
判
断
に
困
っ
た
。

事
務

職
が

、
申
請
か
ら
給
付
ま
で
を
行
っ
て
い
る
が
、
見

積
り
審

査
等

で
専

門
的

な
知

識
が

な
い
為

複
数

カ
所

に
（
更

生
相
談
所
や
補
装
具
業
者
）
疑
問
を
投
げ
る
が
、
結
局

疑
問

が
解

決
す
る
こ
と
な
く
、
給
付
決
定
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が

あ
り
、
困

惑
し
な
が

ら
の

事
務

と
な
っ
て
し
ま
う
。
事
務
所
内
に
相
談
で
き
る
専
門
職
が
居
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
、
地
域

で
定

期
的

に
勉

強
会

や
ケ
ー
ス
討

議
な
ど
を
で
き
る
機

会
が

あ
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

補
装

具
等

に
関
し
て
詳
し
い
職
員
が
不
足
し
て
い
る
た
め
専

門
的

知
識

に
欠

き
、
住

民
に
有

益
な
情

報
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

補
装

具
に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
て
も
、
専
門
的
知

識
が

不
足

し
て
お
り
、
相

談
時

に
回

答
を
出

す
こ
と
が

難
し
い
。
（
本
人
、
家
族
の
方
が
知
識
が
あ
る
事
が
多
々
あ
る
）

自
治

体
（
町

）
職
員
レ
ベ
ル
で
は
、
補
装
具
の
詳

細
に
関

す
る
知

識
が

少
な
い
。
ま
た
、
他

の
業

務
と
の

か
ね

合
い
か

ら
補
装
具
の
知
識
を
専
ら
積
む
余
裕
が
無
い
。

判
定

の
た
め
の
調
査
で
、
A
D
L
の
聞
き
と
り
を
し
て
い
る
時

、
幼

い
子

ど
も
の

場
合

、
幼

い
か

ら
で
き
な
い
の

か
、
障

が
い
の
た
め
に
で
き
な
い
の
か
困
っ
た
時
が
あ
っ
た
。

車
い
す
（
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
）
の
付
属
品
の
必
要
性

に
つ
い
て
職

員
（
事

務
職

）
に
よ
っ
て
検

証
す
る
こ
と
が

難
し
い
。
（
特
に
施
設
入
所
者
や
介
護
保
険
被
保
険
者
に
対
し
て
、

「
何

故
レ
ン
タ
ル

や
施
設
備
品
で
は
対
応
で
き
な
い
の

か
」
の

判
断

）
。
上

記
を
含

め
て
、
市

判
定

（
障

害
児

へ
の

支
給
、
特
例
補
装
具
、
市
判
定
可
の
補
装
具
、
軽
易
な
修

理
、
同

型
再

購
入
）
に
際
す
る
見
積
書
の
妥
当

性
チ
ェ
ッ
ク
が

難
し
い
。
（
見

積
書

ど
お
り
の

支
給

に
な
り
が

ち
）

「
特

例
補

装
具

」
を
必
要
と
す
る
明
確
な
理
由
を
判

断
す
る
こ
と
が

難
し
い
。

同
一

種
目

の
2
個
支
給
や
耐
用
年
数
内
に
お
け
る
再

支
給

に
つ
い
て
の

判
断

。
特

例
補

装
具

等
の

支
給

申
請

に
お
け
る
本
人
の
状
態
の
把
握
や
専
門
知
識
の
不
足
等
。

種
目

に
よ
っ
て
は
市
町
村
判
断
で
決
定
と
い
う
も
の
が

あ
る
が

、
判

断
に
迷

う
場

合
が

あ
る
。
（
原

則
と
し
て
1
種

目
に
つ
い
て
、
1
個
の
支
給
で
あ
る
が
、
状
況
を
勘
案
し
必
要
と

認
め
た
場

合
、
2
個
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
あ
る
が
、
聞

き
と
り
の

中
で
、
必

要
と
認

め
て
受

付
け
て
よ
い
か

判
断

に
迷
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
）

皮
ふ

病
型

の
難

病
患
者
が
メ
ガ
ネ
の
申
請
に
来
た
と
き
、
対

象
と
な
る
の

か
、
ど
う
い
う
書

類
を
出

し
て
も
ら
う
の

か
す
ぐ
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

座
位

保
持

装
置

に
つ
い
て
、
フ
レ
ー
ム
部
と
支
持

部
が

切
り
離

せ
る
製

品
が

あ
り
、
フ
レ
ー
ム
の

個
数

と
支

持
部

の
個
数
に
差
が
あ
っ
た
り
、
（
フ
レ
ー
ム
は
学
校
用
、
家
庭
用

が
あ
る
が

、
支
持
部
は
共
通
で
1
つ
）
フ
レ
ー
ム
を
流
用

利
用

し
支

持
部

を
破

棄
と
い
っ
た
よ
う
な
、
複

雑
な
場

合
が
あ
り
、
都
度
更
生
相
談
所
に
相
談
し
た
り
、
書
類
や
デ
ー
タ

を
整

理
し
た
り
と
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。
今

後
市

の
担

当
や

更
生

相
談

所
の

担
当

が
交

代
し
た
と
き
が

心
配

で
あ
る
。

専
門

知
識

に
乏
し
い
た
め
、
意
見
書
や
業
者
の
意

見
が

ほ
ぼ

そ
の

ま
ま
通

っ
て
し
ま
う
。

複
数

種
目

の
申

請
相
談
や
、
同
種
目
で
2
個
目
の

申
請

相
談

が
あ
っ
た
時

な
ど
、
支

給
決

定
の

判
断

が
難

し
く
困

っ
て
い
ま
す
。
明
確
な
基
準
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
オ
ー

ダ
ー
補

装
具

の
場
合
、
必
要
な
部
品
等
の
積
み

上
げ
に
よ
る
見

積
り
と
な
っ
て
い
ま
す
が

、
専

門
的

な
知

識
が

な
く
、
更
生
相
談
所
の
判
定
や
指
導
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

1
5
条

指
定

医
が
補
装
具
の
意
見
を
書
け
な
い

マ
ニ
ュ
ア
ル

に
沿
っ
て
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事

案
で
あ
っ
た
際

に
迅

速
な
対

応
が

難
し
い
。
補
装

具
の
構
造
や
部
品
な
ど
の
問
合
せ
に
つ
い
て
、
対
応
が

難
し
い
。
日

々
進
化
す
る
福
祉
機
器
の
情
報
収

集
な
ど
、
対

応
で
き
な
い
。

専
門

職
が

い
な
い
為
、
利
用
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
等

に
限

度
が

あ
る
。
補

装
具

の
該

当
に
な
ら
な
い
海

外
製

の
新

製
品
な
ど
を
支
給
し
て
ほ
し
い
と
相
談
さ
れ
る
事
が
あ
り
、
知

識
や

製
品

の
情

報
も
少
な
く
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。

今
後

、
補

装
具
の
借
受
け
が
開
始
さ
れ
る
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
専

門
知

識
が

必
要

と
な
る
た
め
、
補

装
具

を
見

た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
一
般
事
務
職
の
み
の
市
町
村
で
は
不
安
が

高
頻

度
で
装

具
を
破
損
す
る
障
害
者
の
対
応

。
1
件

あ
た
り
1
0
0
万

円
を
超

え
る
高

額
装

具
の

相
談

介
護

保
険

施
設

入
所
者
の
車
イ
ス
交
付
相
談
に
つ
い
て
、
施

設
準

備
品

（
備

品
）
な
の

か
、
総

合
支

援
法

適
用

な
の

か
の
判
断
が
困
難
。
は
っ
き
り
と
し
た
基
準
が
ほ
し
い
と
こ

担
当

者
が

補
装

具
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。

特
例

補
装

具
の

支
給
の
判
断

若
手

の
医

師
が

意
見
書
の
記
載
経
験
が
少
な
い
た
め
、
県

へ
の

判
定

依
頼

の
必

要
書

類
が

遅
く
な
っ
て
し
ま
う
場

合
が
あ
る
。

補
装

具
や

そ
れ

に
関
す
る
知
識
（
障
害
名
や
状

況
、
ど
の

よ
う
な
機

能
を
も
つ
補

装
具

が
そ
の

人
に
必

要
か

、
な
ど
）
が
不
足
し
て
い
る
た
め
相
談
を
受
け
て
も
迅
速
な
対
応
が

困
難

で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
や
業
者
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
や

り
と
り
も
難

し
い
。

高
額

な
も
の

、
複
数
支
給
、
特
例
補
装
具
な
ど
は
、
第

三
者

機
関

の
意

見
が

欲
し
い
。
障

が
い
児

も
判

定
機

関
で
の
判
定
を
し
て
ほ
し
い
。
適
合
判
定
を
原
則
、
市
町
村
の
立

会
い
な
し
に
し
て
ほ
し
い
。

耐
用

年
数

を
過

ぎ
た
補
装
具
で
、
修
理
を
し
て
使
用

す
る
こ
と
も
可

能
だ
が

、
仕

様
の

変
わ

ら
な
い
新

し
い
も
の

を
再

交
付
す
る
場
合
と
の
見
積
り
の
額
に
大
き
な
差
が
な
い

（
1
0
,0
0
0
円

～
2
0
,0
0
0
円
程
度
）
場
合
、
修
理
と
再
交

付
の

ど
ち
ら
を
優

先
す
べ

き
か

。
専

門
的

知
識
が

な
い
た
め
、
相
談
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の

や
、
補

装
具

そ
の

も
の

等
に
つ
い
て
相

談
い
た
だ
い
て
も
、
適
正
な
対
応
を
迅
速
に
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

異
動

な
ど
で
担

当
職
員
が
変
わ
っ
た
り
、
補
装
具

の
知

識
が

な
い
職

員
が

担
当

と
な
る
事

が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
窓
口
業
務
な
ど
の
際
、
困
る
こ
と
が
多
く
あ
る
。

実
際

の
補

装
具

を
あ
ま
り
見
な
い
。
見
積
書
の
項

目
を
見

て
も
ど
の

部
分

を
差

し
て
い
る
の

か
見

当
が

つ
か

な
い
も
の
が
多
い
。

補
装

具
支

給
が

適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
窓

口
で
の

簡
単

な
聞

き
と
り
と
医

師
意

見
書

の
み

な
の

で
、
更

生
相

談
所
に
支
給
に
つ
い
て
判
定
を
依
頼
し
た
場
合
に
、
中
身
に

つ
い
て
詳

し
く
問
わ
れ
て
も
返
答
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
。
事

務
職

が
受

付
を
す
る
た
め
、
装

具
自

体
に
つ
い
て
の

知
識
が
乏
し
く
、
必
要
か
ど
う
か
の
判
断
が
難
し
い
。

担
当

者
が

専
門

的
知
識
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
市

で
判

断
す
べ

き
種

目
や

児
へ

の
支

給
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
工
作
内
容
で
あ
る
の
か
判
断
に
苦
慮
す
る
。

研
修

等
、
参

加
し
て
い
き
た
い
が
、
研
修
会
場

が
、
遠

方
で
あ
る
為

、
参

加
で
き
な
い
。

担
当

者
変

更
（
異
動
）
に
よ
り
経
験
年
数
が
浅

い
た
め
、
わ

か
り
や

す
い
マ
ニ
ュ
ア
ル

が
欲

し
い
。

研
修

で
も
っ
と
詳
し
く
（
部
品
や
装
具
に
関
す
る
こ
と
、
実

務
に
つ
い
て
等

）
、
教

え
て
欲

し
い
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
研

修
の
機
会
を
多
く
設
け
て
欲
し
い
。

更
生

相
談

所
へ

判
定
依
頼
を
す
る
装
具
と
市
町

村
判

断
で
支

給
可

能
な
装

具
の

判
断

が
難

し
い
で
す
。

昔
、
受

け
た
判
定
を
、
い
つ
ま
で
有
効
な
も
の
と
し
て
使

え
る
か

、
判

断
が

難
し
い
こ
と
が

あ
る
。
修

理
を
く
り
か

え
し
て
い
る
補
装
具
に
つ
い
て
、
い
つ
、
新
し
く
作
成
を
す
す
め

る
べ

き
か

、
迷
う
こ
と
が
あ
る
。
悪
気
な
く
、
補
装
具

を
頻

繁
に
壊

し
て
し
ま
っ
た
り
、
な
く
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
方

へ
の
指
導
に
つ
い
て
、
改
善
さ
れ
ず
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。

担
当

者
が

専
門

的
知
識
（
医
学
的
、
補
装
具
の
仕

組
/
特

に
車

い
す
）
が

な
く
、
自

分
で
判

断
す
る
こ
と
が

難
し
い
。
何

度
も
更
生
相
談
所
に
電
話
し
て
い
る
。

ど
の

程
度

の
補
装
具
が
必
要
な
の
か
、
過
度
な
要

求
に
な
っ
て
い
な
い
か

、
判

断
が

難
し
い
事

例
が

な
い
か

、
見

極
が
困
難
な
事
例
が
あ
っ
た
。

障
害

福
祉

業
務

が
数
多
く
、
県
か
ら
権
限
移
譲
さ
れ

て
い
る
が

、
業

務
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が

少
な
く
、
あ
ま
り
に
制
度

や
事
例
が
複
雑
で
困
っ
て
い
る
。
小
規
模
市
町
村
で
は

障
害

関
連

す
べ

て
の
業
務
を
1
人
で
行
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
の

で
、
常

に
現

場
は

混
乱

し
て
い
る
。

専
門

的
な
知

識
が
な
い
の
で
、
助
言
に
苦
慮
す
る
場

合
が

あ
る
。

専
門

的
な
内

容
で
、
分
か
ら
な
い
。
現
物
を
見

て
も
、
分

か
ら
な
い
。
研

修
等

参
加

す
る
時

間
も
な
い
。
市

町
村

の
負

担
が
大
き
い
。

再
交

付
、
修

理
の
判
断
。
専
門
的
な
知
識
が
な
い
た
め
、
本

当
に
再

交
付

、
修

理
が

必
要

か
ど
う
か

の
判

断
が

つ
か

な
い
。

補
装

具
交

付
の

事
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
精
一

杯
で
親

身
に
な
っ
て
応

じ
る
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
。

専
門

的
な
判

断
は
事
務
職
員
で
は
難
し
い
。
真

に
必

要
か

ど
う
か

の
判

断
は

更
生

相
談

所
に
委

ね
る
し
か

な
い
。



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

補
装

具
や

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
専
門
職
が
部

署
に
い
な
い
た
め
、
更

生
相

談
所

に
相

談
し
な
が

ら
対

応
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
迅
速
な
対
応
が
で
き
て
い
る
と
は
言
え
ず
、

申
請

者
の

方
に
も
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
る
と
思
う
。

補
装

具
の

専
門

的
知
識
が
必
要
な
相
談
は
、
更
生

相
談

所
と
連

絡
を
と
り
あ
う
た
め
回

答
に
時

間
が

か
か

り
、
市

民
を
待
た
せ
る
場
合
が
あ
る
。

修
理

申
請

、
再
支
給
申
請
に
ご
家
族
も
し
く
は
代

理
の

方
が

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
場

合
、
本

当
に
修

理
が

必
要

な
の

か
確
認
が
し
づ
ら
い
。
代
理
の
方
の
話
だ
け
で
判
断
し
な
け

れ
ば

い
け
な
い
こ
と
と
、
私
自
身
の
補
装
具
に
関
す
る
知

識
・
経

験
の

不
足

が
原

因
で
す
。
業

者
の

見
積

り
に
記

載
さ
れ
て
い
る
項
目
が
本
当
に
必
要
な
の
か
が
わ
か
ら
な

窓
口

や
電

話
で
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
事
例
の
少

な
い
ケ
ー
ス
な
ど
は

そ
の

場
で
答

え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
更

生
相

談
所
に
意
見
を
聞
い
て
か
ら
の
対
応
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

医
師

意
見

書
か

ら
補
装
具
の
有
用
性
や
特
例
で
あ
る
必

然
性

が
判

断
で
き
な
い
こ
と
が

多
い
。

専
門

知
識

の
あ
る
職
員
の
常
勤
化

同
型

補
装

具
の

2
個
支
給
に
つ
い
て
。
可
否
の

判
断

は
市

町
村

で
行

っ
て
い
る
が

、
専

門
知

識
の

あ
る
職

員
が

い
な
い
中
で
判
断
す
る
の
が
難
し
い
。
基
準
が
明
確
に
な
い
た

め
、
他

市
の

意
見
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
そ
う
い
っ
た
状

況
な
の

で
相

談
が

あ
る
度

に
悩

ん
で
い
る
。

市
で
判

断
が

困
難
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
更
生

相
談

所
に
相

談
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

補
装

具
の

種
類

が
多
岐
に
渡
り
、
ま
た
専
門
知
識

や
専

門
用

語
も
あ
る
た
め
、
一

般
事

務
職

員
で
は

理
解

が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
補
装
具
に
つ
い
て
相
談
が
あ
っ
て
も
相

談
者

の
意

図
を
汲
む
こ
と
が
難
し
い
。

本
人

や
児

童
の

生
活
実
態
ま
で
す
べ
て
訪
問
等

で
把

握
す
る
た
め
の

時
間

も
と
れ

な
い
中

で
、
き
き
と
り
調

査
・
相

談
し
な
が
ら
、
業
者
等
と
も
連
絡
を
と
り
な
が
ら
行
う
仕
事

で
、
時

間
を
十
分
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
困
っ
た
こ
と
で
す
。

専
門

職
が

い
な
い
た
め
、
本
人
の
要
望
に
適
し
た
補

装
具

な
の

か
、
支

給
で
き
る
も
の

か
等

の
判

断
が

難
し
い
。

自
治

体
で
補

装
具
の
事
務
に
携
わ
っ
て
い
る
職
員

が
少

な
い
。
相

談
所

に
お
け
る
審

査
や

判
断

に
時

間
が

か
か

る
。
窓
口
で
相
談
を
受
け
た
際
に
即
答
で
き
な
い
こ
と
も
あ

る
。
（
ど
う
い
っ
た
方
向
性
で
進
め
て
い
く
か
と
い
っ
た
こ
と
も
決

ま
り
づ
ら
い
）

広
範

囲
の

事
務

内
容
が
あ
る
た
め
、
補
装
具
の

専
門

知
識

の
取

得
が

難
し
い
。

専
門

知
識

の
な
い
普
通
の
事
務
職
員
（
異
動
も
多

い
）
が

、
相

談
～

支
給

決
定

ま
で
の

事
ム
を
行

っ
て
い
る
の

で
、
窓
口
や
電
話
で
受
け
た
相
談
の
回
答
に
時
間
が
か
か
っ
て

い
る
。
そ
の

た
め
更
生
相
談
所
の
担
当
者
へ
は

非
常

に
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
装

具
類

を
目

に
し
た
こ
と
が

な
い
の
で
イ
メ
ー
ジ
し
ず
ら
い
。

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
判

断
に
困

る
事

務
所

で
は

、
対

応
に
時

間
が

か
か

る
こ
と
が
あ
る
。

児
童

の
補

装
具

に
つ
い
て
は
市
町
村
に
判
断
が

委
ね

ら
れ

て
い
る
が

、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

が
配

置
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
相
談
や
支
給
決
定
の
際
に
専
門
知
識
が

な
い
た
め
に
対
応
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。
市
窓
口
に
は

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

が
い
な
い
た
め
、
全

て
の

補
装

具
に
お
い
て
更
生
相
談
所
の
判
定
（
文
書
判
定
を
含
む
）

を
受

け
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

困
っ
た
事

例
等

は
基
本
的
に
更
生
相
談
所
に
よ
る
助

言
を
求

め
て
い
ま
す
。
判

定
依

頼
、
医

学
的

判
定

依
頼

の
可

否
、
耐
用
年
数
期
間
内
で
の
支
給
、
支
給
数
、
修
理
基
準

な
ど
そ
の

都
度
、
相
談
し
て
い
ま
す
。

車
い
す
等

の
申

請
で
は
、
更
生
相
談
所
の
判
定
を
要

し
ま
す
が

、
判

定
結

果
に
不

服
が

あ
っ
た
際

な
ど
申

請
者

に
対

し
て
、
専
門
的
な
知
識
が
な
い
の
で
、
適
確
な
説
明
が
で

補
装

具
の

相
談

が
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
装
具
の

知
識

が
な
い
た
め
、
相

談
に
み

え
た
方

の
質

問
等

に
答

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
が
多
い
。
本
人
に
必
要
な
装
具
や
必
要
な

修
理

か
区

の
職

員
で
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
申

請
が

あ
れ

ば
、
全

て
決

定
し
て
い
る
。

個
々

の
補

装
具

の
専
門
的
な
内
容
の
相
談
に
は
具

体
的

に
答

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
更

生
相

談
所

へ
聞

い
て
か
ら
本
人
へ
伝
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
又
聞
き
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

補
装

具
に
関
す
る
専
門
的
知
識
が
な
く
、
質
問
等

に
答

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

専
門

知
識

を
持

つ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
が

配
置

さ
れ

て
い
れ

ば
、
不

具
合

・
不

適
合

時
に
、
よ
り
迅

速
に
対
応
で
き
る
と
思
う
た
め
、
そ
の
よ
う
な
配
置
体
制
が
望
ま
れ

補
装

具
の

購
入

修
理
に
関
し
て
身
近
に
相
談

で
き
る
専

門
職

が
い
る
と
ス
ム
ー
ズ
な
対

応
が

可
能

と
考

え
る

専
門

知
識

の
あ
る
職
員
の
常
勤
化

専
門

的
な
知

識
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が

難
し
い
状

況
で
あ
る
た
め
、
対

応
に
困

っ
た
際

等
に
、
相
談
で
き
る
窓
口
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

補
装

具
に
く
わ

し
い
も
の
が
、
状
態
を
み
て
修
理

か
購

入
か

判
断

す
る
。



(参
考

資
料

1
）
　
市
町

村
窓
口
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談

体
制

に
関

す
る
こ
と

自
治

体
職

員
に
専
門
知
識
が
あ
ま
り
な
い
場
合
、
相

談
先

（
相

談
所

）
が

も
う
少

し
身

近
な
存

在
で
あ
る
と
助

か
り
ま
す
。

市
町

村
の

補
装

具
支
給
に
関
わ
る
職
員
が
専

門
的

な
知

識
を
持

ち
合

わ
せ

て
い
る
必

要
が

あ
る
と
考

え
ま
す
。
（
専
門
職
の
雇
用
）



(参
考

資
料

1
）
　
関

係
機
関
、
関
連
職
種
の
連
携
体

制
に
関

す
る
こ
と

療
養

入
所

し
て
い
る
人
が
判
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が

、
家

族
は

高
齢

か
つ
知

的
障

害
者

で
あ
り
判

定
会

場
に
本
人
を
連
れ
出
せ
な
い
。
病
院
ス
タ
ッ
フ
は
勤
務
体
制
を

調
整

す
る
も
、
調

整
難
行
で
つ
れ
出
せ
ず
。
成
年

後
見

人
は

後
見

業
務

に
、
こ
の

よ
う
な
場

合
の

対
応

ま
で
は

含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
つ
き
添
い
付
い
外
出
を
拒
否
。
支
援
者

の
調

整
が

つ
か

ず
、
療
養
病
院
の
医
師
か
ら
の
申

し
出

も
あ
り
、
判

定
医

に
通

常
の

会
場

で
の

判
定

終
了

後
に
病

院
ま
で
出
向
い
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
判
定
医
と
の
関
係

性
の

こ
と
を
考

え
て
も
、
国
立
病
院
で
あ
れ
ば
判
定

医
が

出
向

い
て
く
れ

る
と
今

後
も
思

わ
れ

、
こ
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
が
増
え
る
と
、
他
の
障
害
者
と
の
公
平
性
が
保
て
な
く
な

る
。
経

年
劣

化
で
再
交
付
し
た
も
の
の
、
古
い
装

具
を
ス
ペ
ア
と
し
て
使

う
意

向
で
修

理
希

望
さ
れ

た
と
き
の

取
扱

い
に
つ
い
て
。

補
装

具
購

入
の

手
続
き
に
必
要
な
医
師
意
見

書
類

を
と
っ
て
く
る
の

が
難

し
い
方

の
対

応
で
困

っ
て
い
る
。
（
装

具
の
部
位
は
関
係
の
な
い
件
で
長
期
入
院
中
、
家
族
の
サ

ポ
ー
ト
が

受
け
ら
れ
ず
、
等
。
）
ま
た
、
県
の
更

生
相

談
所

は
遠

方
で
公

共
の

移
動

手
段

を
利

用
し
て
も
行

く
こ
と
が
難

し
く
、
来
所
判
定
を
最
初
か
ら
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
方
が

車
い
す
、
座

位
保
持
装
置
を
複
数
使
用
し
て
い
て
、
制

度
で
作

り
替

え
る
際

、
ど
れ

が
い
つ
交

付
の

も
の

か
不

明
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
苦
労
し
た
。
上
肢
装
具
に
お
い
て
、
治

療
用

と
常

用
の

判
断
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。

車
椅

子
を
支

給
す
る
際
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は

、
利
用

者
（
申

請
者

）
本

人
の

障
害

の
状

態
を
よ
く
知

っ
て
い
る
P
T
・
O
T
・
施
設
職
員
、
ケ
ア
マ
ネ
等
の
方
に
意
見
書
（
意
見
文
）

を
記

載
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
が
、
や
り
と
り
に
時
間

が
か

か
っ
た
り
、
専

門
的

用
語

の
理

解
な
ど
難

し
い
時

が
あ
る
。

不
具

合
、
不

適
合
が
改
善
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合

は
、
複

数
の

業
者

が
集

ま
り
専

門
チ
ー
ム
で
改

善
策

を
検

討
す
る
体
制
が
あ
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

専
門

職
の

方
に
よ
る
定
期
的
な
学
習
会
の
開
催

。
近

隣
市

町
村

と
の

定
例

的
な
事

例
報

告
会

又
は

検
討

会
の

設
置
。

慢
性

期
に
な
る
と
医
療
機
関
の
リ
ハ
部
門
と
の

係
わ

り
が

な
く
な
り
、
補

装
具

の
再

評
価

等
が

で
き
な
い
方

（
受

け
ら
れ
な
い
）
が
多
い
。
義
肢
装
具
士
に
判
断
を
委
ね
ざ
る
を

得
な
い
現

状
に
あ
る
。

市
の

職
員

だ
け
で
は
専
門
的
な
知
識
が
乏
し
い
た
め
、
更

生
相

談
所

へ
判

定
依

頼
を
し
た
後

、
意

見
書

や
見

積
書
の
修
正
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
の
際
、
市
を

間
に
通

し
て
、
業

者
、
病
院
と
連
絡
を
取
る
た
め
、
非

常
に
時

間
が

か
か

る
。
ま
た
、
専

門
的

な
質

問
を
さ
れ

る
と
答

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
更
生
相
談
所
が
必
要
と
す
る
情
報
が

理
解

し
き
れ

て
い
な
い
た
め
、
二
度
手
間
、
三
度
手

間
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

補
装

具
費

支
給

申
請
が
可
能
か
ど
う
か
、
申
請
者

を
担

当
し
て
い
る
医

療
職

と
市

担
当

で
や

り
取

り
を
す
る
こ
と
が

多
い
。
ま
た
、
医
学
的
所
見
で
の
支
給
必
要
性
に
つ
い
て

専
門

用
語

を
交

え
た
説
明
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
判

断
に
難

渋
す
る
た
め
、
更

生
相

談
所

に
助

言
指

導
を
仰

ぎ
な
が

ら
対
応
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
全
て

で
は

な
い
が

市
を
介
さ
ず
、
直
接
医
療
職
種
と
更
生

相
談

所
で
や

り
取

り
を
す
る
こ
と
で
事

務
が

円
滑

に
進

む
と
見
込

ま
れ
る
事
例
が
あ
る
。

業
者

や
利

用
者

か
ら
事
前
に
相
談
が
無
い
状

態
で
、
特

例
補

装
具

の
申

請
を
受

理
（
支

給
決

定
）
で
き
る
か

検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
が
数
件
あ
っ
た
。

介
護

保
険

対
象

者
が
、
車
椅
子
（
普
通
型
）
の
支

給
を
希

望
さ
れ

、
オ
ー
ダ
ー
の

必
要

性
が

医
師

意
見

書
を
み

る
ま
で
判
ら
な
い
時
。

リ
ハ

専
門

職
の

意
見
が
必
要
な
事
例
も
あ
る
が
、
更

生
相

談
所

の
方

に
相

談
を
行

っ
た
り
、
家

庭
訪

問
に
同

行
し
て
い
た
だ
き
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
。

身
体

障
害

者
更

生
相
談
所
の
判
定
の
時
点
か
ら
在

宅
支

援
者

と
の

連
携

が
始

ま
る
も
の

と
考

え
ら
れ

る
た
め
、
ケ
ア
マ
ネ
、
訪
問
リ
ハ
等
と
情
報
交
換
で
き
る
し
く
み
が
重
要

で
あ
る
。
身

体
障
害
者
更
生
相
談
所
側
が
意
識

的
に
ケ
ア
マ
ネ
や

支
援

者
と
つ
な
が

る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
補

装
具
支
給
後
、
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
は
他
職
種
に
対
し
て
装
具

の
装

着
方

法
等

や
歩
行
・
移
乗
方
法
の
指
導
等

を
行

う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
不

適
合

、
不

具
合

に
対

し
て
の

情
報

を
ど
こ
に
集
め
る
の
か
役
割
分
担
が
必
要
で
あ
る
。
リ
ハ

ビ
リ
専

門
職

は
不
適
合
、
不
具
合
の
発
見
と
そ
の
改

善
方

法
の

提
案

の
役

割
を
持

つ
こ
と
が

で
き
る
。
一

方
、
ケ
ア
マ
ネ
等
は
そ
れ
ら
の
情
報
か
ら
適
切
な
制
度
に
繋
げ
る
な

ど
が

可
能

と
な
る
。
ケ
ア
マ
ネ
、
リ
ハ
ビ
リ
専
門

職
等

へ
の

知
識

・
技

術
の

向
上

に
つ
い
て
は

、
現

状
の

課
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
必
須
で
あ
る
と
考
え
る
。



(参
考

資
料

1
）
対

象
者
や
関
連
専
門
職
の
公
費
助
成

制
度

へ
の

理
解

不
足

に
関

す
る
こ
と

補
装

具
支

給
後

の
不
具
合
に
つ
い
て
相
談
が
あ
っ
た
が

、
修

理
で
は

な
お
ら
な
か

っ
た
と
本

人
の

主
張

が
あ
り
、
業
者
を
含
め
な
が
ら
対
応
し
た
が
、
業
者
点
検
で
は
問
題
な

か
っ
た
。
第

3
者

機
関
へ
持
ち
込
み
確
認
し
た
ケ
ー
ス
、
補

装
具

を
返

品
す
る
の

で
返

金
し
て
ほ

し
い
と
言

わ
れ

た
ケ
ー
ス
。
補
装
具
の
具
体
的
な
部
品
名
等
、
支
給
決
定
を
行

う
職

員
の

専
門
知
識
に
不
安
が
あ
り
ま
す
。
児
童

の
補

装
具

に
つ
い
て
大

変
困

っ
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
の

自
治

体
は
納
税
額
4
6
万
円
以
上
は
対
象
外
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準
も

な
く
、
現

在
、
特

例
補
装
具
に
つ
い
て
は
、
医
師
の

意
見

書
・
特

例
補

装
具

の
必

要
性

の
書

類
・
処

方
箋

・
見

積
書

等
の
必
要
書
類
が
整
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
断
る
理
由

が
見

つ
か

ら
な
い
。

義
肢

や
装

具
を
初
め
て
作
成
さ
れ
る
方
に
対
し
、
治

療
用

装
具

の
案

内
を
す
る
が

、
経

済
的

な
理

由
か

ら
理

解
を
得

る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
あ
る
。
更
生
相
談
所
へ
判
定
依

頼
中

の
案

件
に
つ
い
て
、
更
生
相
談
所
か
ら
追
加

聞
き
取

り
依

頼
が

あ
っ
た
際

に
、
更

生
相

談
所

の
職

員
の

質
問

の
意
図
が
わ
か
ら
ず
、
何
度
か
業
者
や
更
生
相
談
所
と
や

り
取

り
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
、
判
定
が
で
る
ま
で
に
時

間
が

か
か

っ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
下

肢
装

具
や

車
イ
ス
に
つ
い
て
、
衛
生
面
の
理
由
か
ら
屋
内
用
と
屋
外
用
の
2

個
支

給
を
希

望
す
る
声
を
よ
く
聴
く
が
、
複
数
個

支
給

に
つ
い
て
は

、
職

業
上

ま
た
は

学
校

教
育

上
な
ど
、
特

に
必

要
と
認
め
た
場
合
の
み
し
か
支
給
検
討
で
き
な
い
た
め
、
そ

の
旨

を
伝

え
て
も
理
解
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
が

多
い
。

介
護

保
険

で
の

レ
ン
タ
ル
の
対
象
者
で
あ
っ
て
も
、
給

付
の

み
を
目

的
に
補

装
具

を
求

め
ら
れ

る
こ
と
が

あ
る
。
補

装
具
業
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
が
不
十
分
な
ま
ま
申
請
さ
れ
、

希
望

さ
れ

た
物

と
違
う
補
装
具
が
作
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
治

療
用

装
具

、
労

災
等

、
他

法
で
作

成
さ
れ

た
補

装
具

が
わ
か
ら
な
い
。

再
支

給
を
希

望
さ
れ
る
方
で
、
以
前
支
給
し
た
自

治
体

が
ご
こ
の

自
治

体
で
、
何

年
前

に
支

給
さ
れ

た
の

か
記

憶
が
あ
い
ま
い
で
、
支
給
前
の
調
査
で
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま

う
。
1
具

の
み

支
給
さ
れ
て
い
る
補
装
具
修
理
に
お
い
て
、
そ
れ

以
前

に
支

給
さ
れ

た
補

装
具

の
修

理
を
現

在
の

補
装
具
と
偽
り
、
申
請
し
よ
う
と
す
る
。
修
理
中
は
数
週
間
か

ら
数

カ
月

、
業

者
へ
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
昔

の
補

装
具

の
修

理
も
認

め
て
ほ

し
い
。
（
現

在
の

補
装

具
修
理
中
に
予
備
と
し
て
古
い
物
を
使
い
た
い
）

同
種

目
の

2
個

支
給
受
付
の
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
屋

内
外

は
O
K
で
も
ス
ペ
ア
は

だ
め
、
等

。
対

象
者

の
生

活
状

況
に
も
よ
る
が
、
ス
ペ
ア
は
必
要
と
思
う
方
が
多
い
。
就
学
、

教
育

だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
の
不
便
さ
も
見
込

ん
で
2
個

支
給

を
認

め
て
も
ら
い
た
い
。
基

準
価

格
の

高
い
も
の

に
な
る
と
、
判
断
が
保
留
に
な
事
も
多
く
、
「
こ
の
人
に
こ
の
精

度
の

も
の

が
必
要
か
。
」
と
い
う
問
い
を
受
け
る
が
、
1
5
条

指
定

医
が

対
象

者
を
診

察
し
た
上

で
判

断
を
し
て
い
る
も
の
は
、
な
る
べ
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
対
象
者
の

障
害

福
祉

で
は

支
給
し
な
い
よ
う
な
高
額
・
高
機
能

補
装

具
を
、
医

療
保

険
で
作

成
し
た
も
の

を
修

理
・
再

交
付

申
請

が
き
た
と
き
。

高
額

な
特

例
補

装
具
や
、
2
個
目
以
上
の
同
種

目
で
の

補
装

具
申

請
に
つ
い
て
支

給
決

定
が

妥
当

で
あ
る
か

判
断
に
時
間
を
要
し
た
。

明
ら
か

に
補

装
具
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本

人
が

望
ま
な
い
ケ
ー
ス
。
同

一
者

の
2
つ
支

給
に
つ
い
て
、
判

断
が

難
し
く
、
ケ
ー
ス
の
状
況
に
添
い
に
く
い
点
。

既
に
新

し
い
装
具
を
交
付
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
古

い
補

装
具

を
修

理
し
た
い
と
来

庁
さ
れ

る
方

が
い
る
。
既
に
購
入
し
て
い
る
補
装
具
の
助
成
申
請
の
相
談
が
あ
る
。

意
見

書
を
作

成
し
て
く
れ
る
医
師
や
装
具
を
作

製
し
て
く
れ

る
業

社
を
紹

介
し
て
ほ

し
い
と
相

談
が

あ
る
。

市
町

村
担

当
者

が
見
積
書
の
基
準
額
等
を
確

認
す
る
が

医
師

の
処

方
せ

ん
、
意

見
書

の
内

容
を
完

全
に
理

解
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
申
請
者
に
最
も
適
し
た
補
装
具
で
あ

る
の

か
判

断
で
き
ず
適
正
な
申
請
内
容
で
あ
る
か
判

定
困

難
ケ
ー
ス
が

あ
る
。
特

例
補

装
具

を
支

給
申

請
す
る
理
由
を
医
師
業
者
に
書
面
で
提
出
さ
せ
て
い
る
が
通
常
の
補

装
具

で
対

応
で
き
な
い
理
由
が
明
確
に
記
さ
れ

て
い
な
い
場

合
が

多
い
た
め
判

断
に
困

る
。

ス
ポ
ー
ツ
用

の
高
額
な
車
い
す
や
義
肢
用
部
品
を
希

望
さ
れ

る
方

へ
の

支
給

基
準

が
不

明
確

な
た
め
、
医

師
の

判
断
に
依
存
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
（
生
業
と
し
て
必

要
な
方

、
と
い
う
指
針
に
則
っ
て
の
運
用
を
行
っ
て
い
ま
す
）
市

窓
口

に
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

の
配

置
が

な
く
、
現
状
、
不
明
な
点
は
全
て
更
生
相
談
所
に
相
談
し
て
い

ま
す
。
更

生
相
談
所
で
す
ぐ
に
ご
対
応
い
た
だ
い
て
い
る
の

で
、
問

題
は

有
り
ま
せ

ん
が

、
窓

口
に
専

門
職

の
配

置
が
あ
れ
ば
い
い
な
、
と
回
答
す
る
中
で
感
じ
ま
し
た
。

車
椅

子
の

複
数

支
給
に
つ
い
て
。
判
定
書
の
内
容

と
本

人
及

び
家

族
の

理
解

が
異

な
っ
た
場

合
。
基

準
外

（
ロ
ジ
ャ
ー
、
特
例
補
装
具
な
ど
）
の
製
品
に
対
し
て
の
問
い
合
わ

介
護

保
険

対
象

者
で
あ
り
な
が
ら
、
レ
ン
タ
ル
の

車
い
す
で
は

利
用

困
難

（
主

に
身

体
障

害
状

況
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
車

い
す
が
無
い
）
と
の
理
由
に
よ
り
、
更
生
相
談
の
手
続
き
を

希
望

さ
れ

る
方

が
年
に
数
回
、
散
見
さ
れ
ま
す
。
そ
の

都
度

対
応

方
法

に
つ
い
て
説

明
を
し
ま
す
が

、
更

生
相

談
を
す
る
条
件
と
し
て
は
、
レ
ン
タ
ル
品
で
は
使
用
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、
に
な
る
点
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
ま
で
車

い
す
の

適
応

品
を
探

せ
ば

良
い
の

か
、
判

断
が

難
し
く
、
理

解
を
得
ら
れ
な
い
場
合
も
ま
れ
に
あ
り
ま
す
。

耐
用

年
数

を
過

ぎ
た
ら
、
再
交
付
の
申
請
に
来
ら
れ

る
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の

際
に
、
修

理
を
基

本
に
お
話
し
を
し
ま
す
が
、
修
理
か
再
交
付
か
、
そ
の
見
極
め
に
苦

慮
し
て
い
ま
す
。

担
当

者
に
、
専
門
知
識
が
備
わ
っ
て
い
な
い
た
め
更

生
相

談
所

に
頼

る
こ
と
と
な
る
場

合
が

多
く
、
早

期
解

決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。



(参
考

資
料

1
）
対

象
者
や
関
連
専
門
職
の
公
費
助
成

制
度

へ
の

理
解

不
足

に
関

す
る
こ
と

専
門

的
な
質

問
や
相
談
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
ら
答
え
ら
れ

な
い
。
介

護
保

険
と
の

絡
み

で
む
ず
か

し
い
場

合
が

あ
る
。

業
者

と
障

害
者

の
間
で
行
わ
れ
る
内
容
が
分
か
ら
ず
、
初

め
て
補

装
具

の
申

請
を
す
る
方

に
質

問
を
さ
れ

て
も
答

え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

医
療

機
関

や
施

設
の
専
門
職
の
方
は
、
新
し
い
装

具
が

で
き
る
と
耐

用
年

数
に
関

わ
ら
ず
、
障

害
者

の
方

に
す
す
め
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
、
耐
用
年
数
内
で
の
作
り
替
え
が

多
く
な
っ
て
い
る
（
特
に
成
長
期
の
お
子
さ
ん
）
。
役

場
職

員
は

専
門

知
識

が
無

い
た
め
、
申

請
が

あ
っ
た
も
の

は
す
べ
て
支
給
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

専
門

的
な
知

識
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
専
門
員

が
必

要
と
思

わ
れ

る
。

車
い
す
を
作

り
た
い
場
合
で
、
現
在
は
障
害
固
定

の
為

か
か

り
つ
け
医

が
お
ら
ず
、
指

定
医

に
依

頼
し
た
く
て
も
、
一
見
さ
ん
お
断
り
と
い
う
病
院
も
あ
り
、
不
具
合
が
生
じ
て
か

ら
意

見
書

を
作
成
し
て
も
ら
え
る
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
。

補
装

具
製

作
業

者
と
障
が
い
者
・
児
本
人
と
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

不
十

分
。
本

人
の

家
族

や
、
支

援
機

関
・
医

療
機
関
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
な
ど
、
支
援
者
の
意

向
が

強
く
反

映
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
本
人

が
望

ん
で
い
な
い
ケ
ー
ス
が

あ
る
。
こ
の

ケ
ー
ス
は

、
後

々
に
な
っ
て
、
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
り
、
体
に
合
わ
な
い
理
由

で
、
部

品
追

加
の
修
理
を
頻
繁
に
繰
り
返
す
の

が
多

い
。

医
師

・
療

法
士

の
方
が
、
必
要
性
や
給
付
に
つ
い
て
意

見
を
伝

え
る
際

、
行

政
で
は

、
給

付
歴

や
給

付
数

、
給

付
要
件
を
含
め
支
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
十
分
伝
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
も
あ
り
、
利
用
者
を
困
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。

業
者

が
制

度
を
無
視
し
、
障
害
者
本
人
と
引
き
渡

し
の

日
時

を
勝

手
に
定

め
た
結

果
、
支

給
決

定
が

円
滑

に
い
か
ず
、
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
下
肢
装
具
の
判

定
を
受

け
る
に
あ
た
り
、
更
生
相
談
所
に
行
く
こ
と
が

遠
方

の
た
め
困

難
の

方
に
対

し
、
ど
う
対

応
す
べ

き
か

迷
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
支
給
決
定
後
わ
ず
か
1
ヶ
月
で
紛
失
し
た
と

い
う
問

い
合

わ
せ
が
あ
り
、
再
支
給
す
べ
き
か

困
っ
た
が

、
や

む
を
得

ず
支

給
し
な
か

っ
た
こ
と
が

過
去

に
あ
る
。

業
者

の
言

い
な
り
に
医
師
が
な
っ
て
い
る
為
、
真
に
障

害
者

が
必

要
と
し
て
い
る
も
の

の
、
判

断
が

で
き
な
い
。
ま
た
、
高
額
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
財
政
の
圧
迫
に
つ
な

が
り
か

ね
な
い
。

対
象

と
な
ら
な
い
装
具
を
希
望
さ
れ
、
そ
の
説
明
を
し
て
も
納

得
さ
れ

な
い
。
義

肢
の

作
成

を
行

い
、
適

合
判

定
を
終

え
た
後
に
「
合
わ
な
い
か
ら
作
り
な
お
し
て
ほ
し
い
」
と
言

わ
れ

る
。
業

者
に
相
談
す
る
よ
う
に
言
っ
て
も
新
し
く
作

る
こ
と
に
こ
だ
わ

り
納

得
さ
れ

な
い
こ
と
が

あ
っ
た
。

地
域

に
指

定
医

師
が
少
な
い
、
理
解
が
な
い
等

で
支

給
ま
で
に
時

間
が

か
か

る
こ
と
が

あ
る
。

医
師

が
記

載
す
る
補
装
具
意
見
書
の
内
容
が

不
足

し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
補

装
具

業
者

の
歓

奨
か

ら
、
高

額
な
補

装
具
の
申
請
や
頻
回
な
再
給
付
・
修
理
申
請
が
あ
り
、

必
要

性
の

確
認

に
苦
慮
し
て
い
る
。

補
装

具
に
関
し
て
、
手
続
き
や
要
件
を
理
解
で
き
て
い
な
い
医

療
機

関
が

多
い
。
（
1
5
条

指
定

医
が

不
足

し
て
い
る
と
い
う
実
感
は
な
い
）

申
請

者
本

人
が

「
治
療
用
装
具
」
を
「
本
装
具
」
と
勘

違
い
し
て
窓

口
に
相

談
に
来

る
こ
と
が

あ
る
。
そ
の

た
め
、
話

の
く
い
違
い
が
発
生
す
る
。
病
院
等
で
最
初
に
丁
寧
な
説
明

が
必

要
と
感

じ
る
。
補
装
具
の
作
製
に
時
間
が

か
か

る
。
補

装
具

業
者

の
数

が
少

な
い
。
自

治
体

職
員

、
医

師
、
P
T
な
ど
の
補
装
具
に
対
す
る
知
識
不
足
。

業
者

・
医

療
機

関
の
他
制
度
の
理
解
不
足
、
介

護
保

険
の

レ
ン
タ
ル

制
度

を
理

解
し
て
い
な
い
の

と
、
自

立
支

援
法

に
お
け
る
補
装
具
給
付
が
生
活
保
護
法
以
外
は
他
法
を

優
先

す
る
こ
と
へ
の
理
解
が
な
い
。

医
療

制
度

で
作

成
可
能
な
補
装
具
の
情
報
を
医

療
機

関
が

理
解

し
て
い
な
い
。
処

方
を
行

う
医

師
が

、
福

祉
制

度
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
い
事
が
多
く
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

書
類

の
不

備
が

多
い
。

補
装

具
の

種
目

に
当
て
は
ま
ら
な
い
形
状
の
製
品

に
つ
い
て
見

積
書

を
持

っ
て
き
た
申

請
者

が
い
た
。
（
座

位
保

持
装
置
の
基
準
に
合
致
し
な
い
が
、
座
位
保
持
を
目
的
と
し

て
製

作
さ
れ

た
テ
ー
ブ
ル
）
判
定
を
依
頼
し
却
下
と
な
り
、
申

請
者

に
納

得
し
て
も
ら
う
た
め
の

説
明

に
労

力
を
要

し
た
。

希
望

す
る
補

装
具
が
支
給
決
定
に
な
る
か
ど
う
か

、
窓

口
相

談
の

段
階

で
「
教

え
て
ほ

し
い
」
と
言

っ
て
く
る
方

が
い
る
。
更
生
相
談
所
の
判
断
に
な
る
と
伝
え
て
も
な
か
な
か
理

解
し
て
く
れ

な
い
方
が
ま
れ
に
い
る
。

制
度

が
複

雑
な
た
め
、
市
民
へ
の
説
明
に
苦
慮

す
る
こ
と
が

あ
る
。

手
帳

の
等

級
で
対
象
に
な
ら
な
い
障
害
者
（
児

）
か

ら
の

申
請

。
複

数
支

給
の

申
請

。
障

が
い
等

級
と
し
て
は
、
該
当
で
は
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
実

際
に
は

必
要

な
状

態
だ
。
と
主

張
さ
れ

る
方

へ
の

対
応

。
対

象
外

の
方
が

先
進
的
機
能
の
車
い
す
の
支
給

を
希

望
す
る
。
高

齢
者

の
方

に
更

生
相

談
所

に
行

っ
て
も
ら
う
よ
う
勧
め
る
こ
と
。

申
請

等
の

事
務

手
続
き
に
つ
い
て
は
相
談
に
の
れ

て
も
専

門
的

な
知

識
が

乏
し
い
た
め
、
補

装
具

の
具

体
的

内
容
修
理
可
能
か
等
に
つ
い
て
は
対
応
し
き
れ
な
い
。



(参
考

資
料

1
）
対

象
者
や
関
連
専
門
職
の
公
費
助
成

制
度

へ
の

理
解

不
足

に
関

す
る
こ
と

1
種

目
1
具

の
支
給
が
原
則
だ
が
、
2
具
の
支
給

を
希

望
し
て
い
る
方

へ
決

定
の

判
断

補
装

具
の

耐
用

年
数
を
過
ぎ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
新

し
く
作

り
か

え
た
い
と
の

相
談

。
1
8
歳

以
上

の
障

害
者
は
原
則
1
種
目
1
つ
で
あ
る
が
児
童
の
と
き
は
認
め
ら
れ

て
い
た
と
、
な
か

な
か
申
請
者
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
。

知
的

障
害

を
伴

う
肢
体
不
自
由
児
・
者
の
場
合

、
装

具
の

効
果

、
利

用
方

法
の

理
解

が
不

十
分

な
た
め
、
利

用
の
停

止
、
破
損
が
あ
る
。
家
族
や
本
人
へ
の
促
し
を
行
っ
て
い

る
が

、
家

族
も
障
害
児
（
者
）
側
に
立
つ
た
め
対

応
に
困

る
こ
と
が

あ
る
。
医

師
の

勧
め
で
申

請
に
来

訪
さ
れ

る
が

、
説
明
が
不
十
分
な
た
め
か
、
装
具
の
概
要
が
分
か
ら
ず
、

苦
心

す
る
こ
と
が
多
い
。

補
装

具
を
購

入
し
て
か
ら
、
助
成
申
請
が
あ
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
。
複

数
個

支
給

の
取

扱
い
が

難
し
い
。

病
院

や
知

人
の

す
す
め
で
、
手
帳
の
等
級
や
障
害

名
が

支
給

相
当

で
な
い
方

か
ら
の

支
給

申
請

が
あ
っ
た
時

、
窓

口
で
支
給
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
納
得
さ
れ
な

い
こ
と
が

あ
る
。

身
体

障
害

者
手

帳
を
所
持
し
て
い
な
い
難
病
患

者
か

ら
支

給
申

請
が

あ
っ
た
際

に
、
意

見
書

の
記

載
が

不
十

分
で
あ
っ
た
た
め
、
何
度
も
追
加
記
載
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り

電
動

車
い
す
の

修
理
を
し
た
い
と
相
談
さ
れ
た
が

、
状

態
確

認
の

た
め
現

物
を
調

査
さ
せ

て
欲

し
い
と
伝

え
る
と
見

せ
て
く
れ
な
い
。
ま
た
、
予
備
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
や
タ
イ
ヤ
が
欲

し
い
と
言

わ
れ
る
。

耐
用

年
数

内
で
の
再
交
付
申
請
。

介
護

保
険

と
の

す
み
わ
け
が
難
し
い
。
「
あ
れ
ば
便

利
」
＝

「
必

要
な
も
の

」
の

す
み

わ
け
が

難
し
い
。
利

用
者

の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
、
本
当
に
必
要
な
装
具
で
あ
る
か
の
判

断
が

難
し
い
。
意
見
書
の
記
載
内
容
に
不
備
が
あ
り
、
決

定
が

遅
れ

て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。
1
5
条

指
定

医
師

が
記

入
し
た
も
の
で
な
い
意
見
書
、
処
方
不
備
な
ど
。

判
定

の
た
め
に
診
断
書
が
必
要
な
こ
と
や
、
時
間

が
か

か
る
こ
と
に
つ
い
て
、
理

解
が

得
ら
れ

な
い
場

合
が

あ
る
。

医
師

や
業

者
に
充
分
な
情
報
提
供
が
出
来
ず
、
書

類
不

備
・
加

筆
依

頼
な
ど
で
結

果
的

に
支

給
決

定
に
時

間
を
要
し
て
し
ま
う
。

複
数

ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
。
耐
用
年
数
未
満
で
の

再
支

給
希

望
。

補
装

具
を
支

給
す
る
際
、
医
師
の
意
見
書
に
使
用

目
的

や
必

要
な
理

由
等

が
明

記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
何

度
も
書

き
直
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
ご
本
人
や
ご
家
族
に
迷
惑
が
か
か

る
。
補

装
具

は
日
常
生
活
に
お
い
て
長
期
間
に
わ
た
り
継

続
し
て
使

用
さ
れ

る
も
の

で
あ
る
た
め
、
本

人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
具
体
的
な
理
由

の
記

載
を
徹

底
し
て
欲
し
い
。

補
装

具
の

耐
用

年
数
内
で
の
破
損
・
紛
失
等
の

ケ
ー
ス
。
治

療
用

装
具

と
補

装
具

を
混

同
し
て
お
り
、
医

療
機

関
や

業
者
も
十
分
に
内
容
を
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
申
請
受
付

が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
。

補
装

具
種

目
の

中
で
介
護
保
険
を
優
先
と
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
が

、
レ
ン
タ
ル

の
も
の

が
多

く
、
レ
ン
タ
ル

で
は

不
満
と
い
う
対
象
者
に
説
明
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

国
で
定

め
る
耐
用
年
数
経
過
前
に
お
け
る
、
装
具

の
消

耗
を
理

由
と
し
た
再

交
付

申
請

が
あ
っ
た
際

、
修

理
の

可
否

や
、
故
意
、
自
然
消
耗
の
判
断
が
つ
け
に
く
い
。

身
体

障
害

者
手

帳
の
障
害
種
別
で
該
当
に
な
ら
な
い
補

装
具

の
申

請
に
来

る
人

が
い
る
。

補
装

具
の

経
験

年
数
も
浅
く
申
請
者
か
ら
の
相
談

に
対

応
が

難
し
い
。

高
齢

の
た
め
、
手
続
き
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
も
、
理

解
し
て
頂

く
こ
と
が

難
し
く
、
申

請
ま
で
時

間
が

か
か

っ
て
し
ま
う
こ
と
。

補
装

具
の

実
物

を
見
る
機
会
が
な
く
、
問
い
合
わ

せ
が

あ
っ
た
時

に
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
く
返

答
に
困

る
こ
と
が

あ
る
。

耐
用

年
数

さ
え
過
ぎ
て
い
れ
ば
再
購
入
の
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
。

購
入

の
際

に
申
請
者
自
身
が
補
装
具
の
こ
と
を
分
か

っ
て
お
ら
ず
、
使

用
方

法
・
目

的
が

は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が

あ
る
。

再
交

付
の

申
請

に
く
る
方
が
、
座
位
位
保
持
装

置
の

こ
と
を
「
車

椅
子

」
・
「
座

位
保

持
椅

子
」
、
座

位
保

持
機

能
付

車
椅
子
を
単
に
「
車
椅
子
」
と
言
う
こ
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
の

品
目

も
交

付
し
て
い
た
履
歴
の
あ
る
方
だ
と
、
ど
の
と
き
に
交

付
さ
れ

た
何

を
再

交
付

し
た
い
の

か
、
確

認
が

難
し
い
こ
と
が
多
い
。

他
の

制
度

（
介

護
保
険
・
労
働
災
害
保
険
な
ど
）
が
適

用
さ
れ

て
い
る
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
制

度
担

当
部

署
が

対
象
者

に
詳
し
い
説
明
等
を
せ
ず
、
市
役
所
（
福
祉
課
）
に
相
談

す
る
よ
う
に
と
伝

え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
念
の
た
め
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
に
確

認
し
た
が

、
や

は
り
他

の
制

度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
障
害
者
総
合
支
援
法
で
の
対

応
は

不
可

能
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

同
一

の
補

装
具

の
複
数
申
請
を
希
望
す
る
ケ
ー
ス
。
修

理
な
ど
す
ぐ
に
対

応
を
必

要
と
す
る
ケ
ー
ス
。

同
種

目
で
2
つ
目
の
補
装
具
を
申
請
し
よ
う
と
さ
れ

る
方

が
い
る
こ
と
。



(参
考

資
料

1
）
対

象
者
や
関
連
専
門
職
の
公
費
助
成

制
度

へ
の

理
解

不
足

に
関

す
る
こ
と

補
装

具
の

修
理

や
、
耐
用
年
数
内
の
使
用
不

能
に
よ
る
再

交
付

の
ケ
ー
ス
で
、
窓

口
に
障

が
い
者

・
児

本
人

が
来
ら
れ
る
の
が
少
な
く
、
補
装
具
現
物
の
確
認
が
で
き
な
い
た

め
に
、
修

理
・
再
交
付
し
て
い
い
か
、
判
断
に
迷
う
こ
と
が

多
い
。
（
本

人
や

、
補

装
具

製
作

業
者

へ
の

ヒ
ヤ
リ
ン
グ
や
、
後
日
現
品
持
参
で
対
応
し
て
い
る
。
）

事
業

者
の

中
で
慣
れ
て
い
る
人
と
不
慣
れ
な
人

で
差

が
あ
る
の

で
、
事

業
者

向
け
の

研
修

を
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
時
々
治
療
用
・
障
害
用
装
具
の
区
別
が
あ
い

ま
い
な
人

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

●
●

県
の

初
任

者
研
修
（
例
年
5
月
で
2
時
間
程
度

）
し
か

な
い
た
め
、
定

期
的

に
知

識
向

上
の

た
め
の

研
修

を
実

施
し
て
ほ
し
い
。

頻
繁

に
修

理
申

請
に
来
ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
補

装
具

の
使

用
方

法
に
つ
い
て
、
業

者
さ
ん
に
は

指
導

を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
県
、
あ
る
い
は
家
族
会
な
ど

で
、
補

装
具

の
使
用
方
法
、
相
談
会
や
制
度
の
説

明
会

の
場

が
定

期
的

（
年

に
1
回

で
も
）
に
開

催
で
き
れ

ば
、
と
思
い
ま
す
。
（
専
門
家
出
席
の
も
と
）

恐
ら
く
、
新

規
交

付
の
場
合
、
そ
れ
が
適
合
し
て
い
る
（
と
い
う
か

フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
る
）
か

ど
う
か

は
最

初
、
ご
本

人
に
は

分
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寸
法
と
か
は
合
っ

て
い
て
も
（
適
合

）
フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点

で
は

「
こ
ん
な
も
ん
か

な
」
と
い
う
感

覚
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
段
々
身
体
が
装
具
に
な
じ
ん
で
い
く
の
で
は
。
そ

し
て
経

年
に
よ
り
ご
本
人
の
身
体
が
変
化
す
る
か
、
装

具
が

変
化

す
る
の

か
な
ど
で
「
な
じ
ん
で
い
た
感

覚
」
と
か

な
り
違
っ
て
き
た
段
階
で
「
修
理
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
「
新
規

交
付

」
→

「
修

理
」
ま
で
の
間
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が

必
要

だ
と
思

い
ま
す
が

、
そ
れ

が
「
制

度
」
の

変
化

で
出

来
る
の

か
、
関
係
機
関
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
で
出
来
る

の
か

は
分

り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
れ
で
出
来
る
の
な
ら
ど
こ
か

に
良

い
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
が

あ
る
は

ず
だ
と
思

い
ま
す
。



(参
考

資
料

1
）
児

童
補
装
具
に
関
す
る
こ
と

障
害

児
か

ら
障
害
者
に
な
っ
た
時
に
、
支
給
を
認

め
る
種

目
や

個
数

に
違

い
が

あ
り
、
納

得
さ
れ

な
い
。
医

療
機

関
（
地
域
連
携
室
等
の
S
W
）
や
業
者
（
一
部
）
と
の
認
識
の
差

が
大

き
い
。
補
装
具
費
支
給
制
度
に
は
あ
い
ま
い
な
定

義
が

多
い
た
め
、
全

国
で
統

一
し
、
決

定
内

容
に
差

が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

児
童

用
装

具
に
つ
い
て
、
医
師
意
見
書
で
必
要
性

と
部

品
を
明

記
し
て
い
る
が

、
そ
の

部
品

が
本

当
に
必

要
な
の

か
の
判
断
は
事
務
職
職
員
だ
け
で
は
難
し
い
。
他
方
優
先

の
観

点
か

ら
、
労
災
保
険
が
適
用
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
の

確
認

が
難

し
い
。
何

年
も
前

の
話

に
な
る
と
、
本

人
も
よ
く
分
か
っ
て
お
ら
ず
確
認
が
で
き
な
い
。
車
椅
子
に
つ

い
て
、
本

人
に
適
合
す
る
車
椅
子
の
型
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
な
の

か
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
な
の

か
を
窓

口
で
判

断
す
る
の

が
難
し
い
。
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
判
断
基
準
が
よ
く
分
か
ら
な

い
。
「
補

装
具

費
支
給
意
見
書
（
肢
体
不
自
由
用

）
（
車

椅
子

を
除

く
）
」
の

書
き
方

見
本

が
欲

し
い
の

で
、
業

務
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
載
せ
て
ほ
し
い
。

既
に
作

成
し
た
補
装
具
の
申
請
（
意
見
書
、
見

積
書

の
虚

偽
作

成
）
。
高

額
な
座

位
保

持
装

置
の

必
要

性
の

確
認

。
低
年
齢
の
児
童
の
補
装
具
の
決
定
（
7
才
児
の
電
動
車
い

す
、
2
才

児
の
歩

行
器
な
ど
）
。
義
肢
装
具
に
つ
い
て
は

、
義

肢
装

具
士

と
い
う
国

家
資

格
が

あ
り
、
義

肢
装

具
業

者
が
当
市
に
巡
回
相
談
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
対
応
に
苦

慮
す
る
こ
と
は

少
な
い
が
、
座
位
保
持
装
置
や
車

い
す
は

安
易

に
高

額
・
高

機
能

な
も
の

を
申

請
す
る
こ
と
が

多
く
、
ま
た
O
T
・
P
T
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
も
説
明
で
き
な
い
が

交
付

を
要

求
し
て
く
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
業
者

も
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
が

作
れ

ず
完

成
用

部
品

を
組

み
合

わ
せ

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
業
者
だ
と
、
そ
う
い
っ
た
申
請
に
な
り
や
す

い
。
業

者
及

び
O
T
・
P
T
に
補
装
具
関
連
の
資
格

を
義

務
づ
け
れ

ば
多

少
改

善
さ
れ

る
の

で
は

な
い
か

。
O
T
・
P
T
の

無
理
解
及
び
強
い
要
求
。
高
圧
的
な
態
度
。

児
童

の
補

装
具

の
支
給
決
定
に
関
し
て
具
体
的

な
基

準
が

な
い
。
特

例
補

装
具

の
支

給
決

定
に
関

し
て
具

体
的

な
基
準
が
な
い
。

転
入

の
際

に
情
報
が
な
く
、
支
給
に
時
間
が
か

か
る
場

合
あ
り
。
児

童
で
は

支
給

さ
れ

て
い
た
装

具
が

成
人

の
判

定
の
際
に
支
給
が
認
め
ら
れ
な
い
。

児
童

補
装

具
の

給
付
を
経
て
、
成
人
期
に
か
か

る
対

象
者

か
ら
の

補
装

具
の

相
談

や
申

請
の

際
に
、
児

者
に
お
い
て
補
装
具
給
付
の
考
え
方
が
異
な
る
こ
と
に
ご
納
得
い
た

だ
け
ず
、
複

数
給
付
の
取
扱
い
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
事

が
あ
り
ま
す
。

児
→

者
へ

移
行

し
た
時
の
制
度
、
取
扱
い
の
違

い
な
ど
を
理

解
し
て
も
ら
え
な
い
。
児

童
で
は

比
較

的
に
自

由
に
補

装
具
費
支
給
が
決
定
さ
れ
る
（
車
い
す
の
2
個
交
付
な
ど
）

の
に
対

し
、
障
が
い
者
に
な
っ
た
時
に
急
に
原

則
1
個

を
、
県

の
判

定
を
必

要
と
す
る
こ
と
な
ど
厳

し
く
な
る
こ
と
に
不
満
が
出
て
く
る
。
障
害
者
へ
の
同
種
目
補
装
具
の
2
個
交

付
に
つ
い
て
、
「
職
業
上
必
要
と
さ
れ
る
場
合
」
に
認

め
ら
れ

る
2
個

交
付

の
特

例
に
つ
い
て
明

確
な
具

体
的

事
例

を
表
し
て
ほ
し
い
。
都
道
府
県
に
扱
い
に
差
が
あ
る
よ
う
に

思
わ

れ
る
。
実
際
当
県
へ
意
見
を
求
め
た
時
に
も
、
受

付
時

に
門

前
払

さ
れ

、
更

生
相

談
所

の
医

師
が

話
も
聞

い
て
く
れ
ず
「
原
則
1
種
目
1
個
」
と
い
う
ル
ー
ル
の
み
突
き
つ
け

製
品

に
対

す
る
苦
情
、
行
政
で
は
介
入
が
難
し
い
部

分
で
の

苦
情

。
車

イ
ス
の

基
本

構
造

で
の

最
低

限
の

機
能

の
確
認
、
ど
の
よ
う
な
状
態
の
人
に
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
機
能
・

テ
ィ
ル

ト
機

能
が

必
要
な
の
か
、
業
者
主
導
で
申

請
が

あ
り
審

査
に
必

要
な
知

識
不

足
を
感

じ
る
こ
と
が

あ
る
。
乳

児
期
に
お
い
て
の
移
動
用
具
（
車
イ
ス
、
座
位
保
持
装
置
）

と
乳

母
車

等
の

差
異
が
図
れ
な
い
。
社
会
通
念
上

、
歩

行
が

可
能

で
な
い
子

ど
も
に
福

祉
用

具
の

支
給

は
必

要
か

の
判
断
。

障
害

児
へ

の
補

装
具
の
支
給
の
判
断
が
難
し
い
。
基

準
を
設

け
て
ほ

し
い
。

児
童

の
特

例
補

装
具
交
付
申
請
で
、
訓
練
目

的
の

要
素

が
強

い
が

児
童

の
障

害
程

度
の

向
上

が
見

込
め
る
補

装
具
の
交
付
。
耐
用
年
数
内
で
あ
る
が
、
児
童
の
成
長
に
よ

り
不

適
合

が
生
じ
て
い
る
際
の
新
規
交
付
申
請

で
、
ど
こ
ま
で
の

状
態

で
あ
れ

ば
新

規
交

付
を
認

め
て
よ
い
か

判
断

が
難
し
い
。
専
門
知
識
が
無
い
為
、
本
人
の
詳
細
な
障

害
の

状
態

の
把

握
や
、
そ
れ
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
補

装
具

が
適

当
で
あ
る
か

、
希

望
す
る
補

装
具

が
本

当
に
必

要
な
状
態
な
の
か
判
断
が
難
し
い
。

児
童

の
装

具
だ
け
で
は
な
く
、
成
人
の
装
具
に
関
し
て
も
「
市

町
村

判
断

」
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ

て
し
う
。
判

断
で
き
る
も
の
に
関
し
て
は
、
市
町
村
で
判
断
し
て
い
る
た
め
参
考

と
な
る
材

料
（
技

術
的
助
言
）
を
い
た
だ
け
れ
ば
よ
り
明

確
な
判

断
が

行
わ

れ
る
と
考

え
る
。

障
害

児
に
係
る
支
給
決
定
に
つ
き
、
必
要
性
の
判

断
に
困

る
こ
と
が

あ
る
。
町

規
模

で
は

全
体

の
件

数
が

少
な
く
、
事
務
担
当
者
の
知
識
・
経
験
が
乏
し
い
。
更
生
相
談
所
に

意
見

照
会

を
す
る
こ
と
で
現
行
は
対
応
し
て
い
る
。

児
は

市
長

判
断

と
な
っ
て
い
る
が
、
判
断
が
つ
き
か

ね
る
事

例
に
関

し
て
は

、
身

更
相

へ
の

助
言

依
頼

に
て
対

応
し
て
い
た
だ
い
て
る
。
成
長
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
る
と
、
耐

用
年

数
以

内
で
あ
っ
て
も
、
申
請
が
出
れ
ば
交
付

せ
ざ
る
を
得

ず
、
専

門
的

な
知

識
も
薄

い
た
め
、
修

理
等

で
対

応
で
き
な
い
か
ど
う
か
等
の
判
断
も
で
き
な
い
。
又
、
特
例
補

装
具

と
な
っ
た
場
合
は
、
助
言
依
頼
ま
で
に
も
特

例
補

装
具

支
給

理
由

書
へ

の
専

門
的

な
記

載
等

に
対

し
て
も
、
時
間
を
要
し
、
非
常
に
苦
慮
し
た
こ
と
が
あ
る
。

児
童

の
場

合
の

「
家
庭
用
」
と
「
学
校
用
」
の
扱
い
に
つ
い
て
。
低

年
齢

の
児

童
へ

の
電

動
車

い
す
の

交
付

に
つ
い
て
。
車
い
す
と
座
位
保
持
装
置
（
車
い
す
付
）
の
扱
い
に
つ

い
て
。
義

足
の
高
額
な
膝
継
手
の
必
要
性
に
つ
い
て
。
A
L
S
患

者
へ

の
意

志
伝

達
装

置
の

交
付

と
判

定
に
つ
い
て
。
身
障
か
ら
介
護
保
険
に
移
行
す
る
際
の
補
装
具
の
扱
い

市
町

村
判

断
と
な
る
児
童
へ
の
支
給
に
関
し
て
、
職
員

の
専

門
知

識
が

乏
し
い
た
め
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の

オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
必
要
性
が
判
断
で
き
な
い
。
更
相
に
相
談
し
て
い



(参
考

資
料

1
）
児

童
補
装
具
に
関
す
る
こ
と

児
童

の
補

装
具

に
つ
い
て
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
輸

入
品

、
高

額
な
補

装
具

の
相

談
が

増
え
て
い
る
。
限

定
品

の
必
要
性
、
適
合
な
ど
専
門
判
断
が
で
き
な
い
。
医
師
の
意

見
書

は
業

者
の

言
う
と
お
り
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
た
め
根

拠
と
し
て
い
い
か

。
理

学
療

法
士

が
各

福
祉

事
務

所
に
配

置
さ
れ
て
い
な
い
。
更
生
相
談
所
の
担
当
者
も
ベ
テ
ラ
ン

1
人

だ
け
の

障
害
が
あ
り
、
退
職
後
が
心
配
で
あ
る
。

複
数

台
申

請
の

相
談
で
、
同
じ
学
校
の
子
は
交

付
さ
れ

た
の

に
、
ど
う
し
て
う
ち
は

だ
め
な
の

か
と
い
う
ケ
ー
ス
。
個

々
の
状
態
に
応
じ
て
、
真
に
必
要
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る

の
だ
が

、
納

得
し
て
も
ら
え
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
る
。
座

位
保

持
い
す
（
カ
ー
シ
ー
ト
）
の

特
例

申
請

が
多

く
、
ま
た
必
要
以
上
の
機
能
が
標
準
で
つ
い
て
お
り
高
額
に
な
っ
て

し
ま
う
ケ
ー
ス
。
最
低
限
の
機
能
の
も
の
を
ご
案
内

し
試

用
も
す
す
め
る
が

、
市

場
に
出

ま
わ

る
回

が
少

な
く
な
り
業

者
も
な
か
な
か
対
応
し
て
く
れ
な
い
。

児
童

の
場

合
、
特
例
補
装
具
の
支
給
基
準
の
判

断
に
お
い
て
、
専

門
的

な
職

員
が

配
属

さ
れ

て
い
な
い
た
め
に
、
必
要
性
の
判
断
基
準
が
不
明
確
。

児
童

に
つ
い
て
は
更
生
相
談
所
に
お
け
る
判
定

が
不

要
の

た
め
、
処

方
内

容
が

適
切

か
ど
う
か

の
判

断
に
苦

慮
す
る
場
合
が
あ
る
。

児
童

補
装

具
の

決
定
が
困
難
。
（
根
拠
、
適
合
性

、
必

要
性

等
の

判
断

）
児

童
の

補
装
具

に
つ
い
て
、
更
生
相
談
所
に
よ
る
判

定
が

な
く
、
ほ

ぼ
家

族
や

P
T
の

意
向

ど
お
り
意

見
書

が
提

出
さ
れ
、
支
給
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
本
当
に
適
正
か
ど
う

か
を
見

分
け
る
知
識
が
市
の
職
員
に
な
い
こ
と
が
課

題
。
1
8
才

を
迎

え
た
時

、
判

定
が

厳
し
い
と
言

わ
れ

る
人

が
多
い
が
、
児
も
要
判
定
と
し
て
お
い
た
方
が
、
1
8
才
の
時
に

急
に
希

望
通
り
と
な
ら
な
く
な
る
等
の
ク
レ
ー
ム
に
は

な
ら
な
い
と
思

う
。

児
童

福
祉

法
で
同
一
種
目
に
つ
き
、
2
つ
支
給
が

認
め
ら
れ

て
い
た
り
特

例
補

装
具

の
支

給
を
行

っ
て
い
た
も
の

が
、
判
定
（
1
8
才
到
達
）
取
得
手
続
き
等
で
、
支
給
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
為
に
、
当
事
者
か
ら
不
満
の
声
を
多

く
聞

く
こ
と
。

児
童

の
補

装
具

に
つ
い
て
、
市
の
事
務
職
で
は

判
定

が
困

難
で
あ
る
。

児
童

は
市

町
村

決
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
専
門

性
が

低
く
支

給
決

定
等

の
体

制
が

不
十

分
。
児

も
者

も
同

じ
基

準
で
県
等
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
と
思
う
。

児
の

申
請

で
同

種
目
3
個
以
上
の
支
給
希
望
が
あ
る
。
内

容
的

に
は

必
要

と
思

わ
れ

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が

原
則

1
種

目
に
つ
き
1
個
、
必
要
に
応
じ
て
2
個
目
の
支
給
検
討
が
出

来
る
と
い
う
現

状
な
の
で
、
そ
の
様
に
説
明
し
て
い
る
が

そ
れ

が
全

て
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
適

当
で
あ
る
か

不
安

が
あ
る
。

障
害

児
か

ら
障

害
者
と
な
り
、
更
生
相
談
所
で
の

審
査

が
必

要
と
な
っ
た
人

へ
の

対
応

が
難

し
い
。
特

に
こ
れ

ま
で
交
付
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
審
査
の
結
果
、
交
付
で
き
な
い

と
な
っ
た
場

合
、
本
人
や
家
族
の
理
解
を
得
る
こ
と
が

難
し
い
。
見

積
書

や
医

師
意

見
書

の
内

容
か

ら
具

体
的

な
補

装
具
の
形
状
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

障
害

児
へ

の
支

給
の
中
で
、
複
数
支
給
を
望
ま
れ

る
例

が
非

常
に
多

い
で
す
。
障

害
児

か
ら
者

に
な
っ
た
時

の
反
発

（
原
則
1
種
目
1
個
支
給
・
判
定
が
必
要
）
が
強
い
こ
と
が

問
題

で
す
。
判

定
に
行
き
た
く
な
い
が
た
め
に
、
児

の
時

に
作

成
し
た
補

装
具

を
1
0
年

～
2
0
年

と
使

い
続

け
る
事

例
も
あ
り
ま
す
。
（
身
体
に
知
的
障
害
が
重
な
っ
た
場
合
、
更

生
相

談
所

へ
行

く
こ
と
が
大
変
等
の
理
由
）

児
童

の
特

例
補

装
具
（
ク
ー
ル
フ
ァ
ン
、
節
電
義
手

等
）
の

支
給

に
つ
い
て
。
市

町
決

定
に
な
る
が

、
基

準
額

、
耐

用
年
数
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
取
り
扱
い
が
困
難
で

障
害

児
に
関
す
る
も
の
は
、
基
本
的
に
は
市
の
判

定
と
な
る
た
め
判

断
が

難
し
い
こ
と
が

あ
る
。

児
童

の
学

校
用

と
自
宅
用
の
給
付
、
補
聴
器
の

両
耳

支
給

な
ど
、
判

断
基

準
が

あ
い
ま
い
で
あ
り
、
対

応
に
困

っ
て
い
る
。
耐
用
年
数
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
の

と
お
り
い
か

な
い
場
合
が
あ
る
。

児
童

に
関

す
る
補
装
具
の
支
給
に
つ
い
て
、
複
数

個
要

望
が

あ
っ
た
時

の
基

準
が

な
い
た
め
判

断
が

し
に
く
い
。
（
学
校
用
と
家
庭
用
、
室
内
用
と
室
外
用
な
ど
）
補
装
具
の
申

請
か

ら
判

定
・
製
作
・
適
合
判
定
と
い
う
流
れ
で
車

イ
ス
や

座
位

保
持

装
置

な
ど
は

半
年

以
上

か
か

る
も
の

も
あ
り
、
も
う
少
し
短
縮
し
て
ほ
し
い
。

申
請

者
、
特

に
児
童
の
保
護
者
が
、
高
額
な
補

装
具

、
特

例
補

装
具

、
高

額
な
部

品
を
希

望
す
る
こ
と
が

多
く
、
必

要
性
の
確
認
に
苦
慮
す
る
こ
と
が
多
い
。

児
童

に
つ
い
て
も
、
更
生
相
談
所
の
判
定
を
受

け
て
ほ

し
い
。

児
の

補
装

具
の

給
付
の
適
性
に
つ
い
て
。
市
町
村

判
断

で
と
言

わ
れ

て
も
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
特

に
、
特

例
補

装
具
で
上
が
っ
て
き
て
も
、
審
査
で
き
な
い
た
め
、
出
し
て
よ
い

も
の

か
正

直
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

障
害

児
補

装
具

に
て
高
額
な
申
請
が
あ
っ
た
場
合

、
ど
こ
ま
で
が

妥
当

な
の

か
判

断
が

難
し
い
。
（
対

象
補

装
具

で
も
金
額
に
幅
が
あ
る
場
合
）

児
童

の
補

装
具

の
買
い
換
え
（
サ
イ
ズ
が
合
わ

な
く
な
っ
た
場

合
な
ど
）
に
お
い
て
、
判

断
が

難
し
い
。

児
童

へ
の

対
応

例
が
小
さ
い
島
な
の
で
な
く
、
育
成

医
療

で
対

応
す
べ

き
か

な
ど
そ
の

時
点

で
迷

い
が

あ
っ
た
。

児
童

の
補

装
具

費
支
給
の
場
合
、
身
更
相
の

判
定

が
な
く
、
市

町
村

で
決

定
の

た
め
、
正

し
い
支

給
が

で
き
て
い
る
の
か
不
安
に
感
じ
る
。

児
か

ら
者

に
な
っ
た
場
合
の
支
給
に
関
す
る
大
き
な
違

い
。
座

位
保

持
装

置
の

2
個

支
給

。
補

聴
器

の
両

耳
支

給
な
ど
。



(参
考

資
料

1
）
児

童
補
装
具
に
関
す
る
こ
と

障
害

者
児

へ
の

補
装
具
費
支
給
に
つ
い
て
、
全
て
市

町
村

判
断

は
難

し
い
と
思

う
。
（
担

当
者

の
変

更
等

に
よ
り
一

貫
し
た
支
給
決
定
は
不
可
能
）

児
童

の
特

例
補

装
具
支
給
に
あ
た
り
、
申
請
し
た
補

装
具

の
イ
メ
ー
ジ
が

し
づ
ら
い
事

や
な
ぜ

特
例

に
な
る
の

か
が
分
か
ら
ず
判
断
に
困
る
事
が
多
い
。

児
童

に
対

す
る
複
数
種
類
交
付
の
必
要
性
の

判
断

障
害

者
と
障

害
児
で
は
、
支
給
決
定
ま
で
の
過

程
や

基
準

が
異

な
る
た
め
、
1
8
歳

到
達

後
、
初

め
て
補

装
具

を
作
成

す
る
際
、
現
在
使
用
し
て
い
る
も
の
（
障
害
児
の
時
に
作

成
し
た
補

装
具

）
と
同
様
の
も
の
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
、
本

人
が

納
得

も
な
い
場

合
が

あ
る
。
担

当
C
W
（
市
職
員
）
で
は
、
補
装
具
に
関
す
る
知
識
に
不
足
が
あ
る
た

め
、
修

理
等

の
判
断
が
難
し
く
、
業
者
に
頼
っ
て
し
ま
い
が

ち
で
あ
る
。
装

具
に
関

し
て
、
本

人
が

業
者

に
心

当
た
り
が

な
い
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
、
本
人
宅
へ
訪
問
し
て
く

れ
る
よ
う
な
業

者
が
少
な
い
た
め
、
案
内
が
難

し
い
。

座
位

保
持

装
置

な
ど
、
と
り
わ
け
児
童
補
装
具

の
交

付
の

判
断

が
難

し
い
。

児
童

の
補

装
具

に
関
し
て
、
市
町
村
に
判
断
が

委
ね

ら
れ

て
い
る
が

、
専

門
職

が
い
な
い
為

、
心

身
障

害
者

総
合
相

談
所
へ
相
談
し
判
断
し
て
お
り
、
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま

児
童

補
装

具
の

判
定
全
般
。
児
童
の
補
装
具

は
市

町
村

で
認

定
を
行

う
が

、
専

門
の

職
員

な
ど
お
ら
ず
、
判

定
が
難

し
い
。
真
に
必
要
で
の
申
請
な
の
か
、
あ
る
と
便
利
だ
か

ら
と
申

請
を
し
て
い
な
い
か
（
学
校
用
・
家
用
等
）
を
見

極
め
る
の

は
難

し
い
。

児
童

特
例

補
装

具
の
支
給
に
つ
い
て
。
2
個
支
給

に
つ
い
て
。

児
童

の
場

合
、
本
人
が
来
所
せ
ず
に
書
類
の
み

で
判

断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が

多
く
、
実

態
の

把
握

が
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
（
基
準
額
が
現
在
の
市
場
価
格

に
合

っ
て
い
な
い
。
…
歩
行
器
、
起
立
保
持
具
、
F
M
補

聴
器

）
障

害
児

へ
同
一

種
目
の
補
装
具
を
複
数
具
支

給
し
た
場

合
に
お
い
て
、
市

が
支

給
台

帳
で
管

理
し
て
い
る
使

用
用
途
（
家
用
・
学
校
用
）
と
、
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
途

が
異

な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
再

支
給

申
請

が
あ
っ
た
場

合
に
、
当

該
補

装
具

が
支

給
台

帳
上

の
ど
の
補
装
具
な
の
か
を
特
定
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
う
。
補

装
具
の
申
請
理
由
と
し
て
「
医
師
か

ら
申

請
す
る
よ
う
に
言

わ
れ

た
」
と
い
っ
た
理

由
が

比
較

的
多

く
、
障
害
児
の
保
護
者
が
補
装
具
の
機
能
等
に
つ
い
て
ど
れ

だ
け
理

解
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。
補

装
具

の
機

能
等

に
理

解
が

あ
っ
て
こ
そ
有

効
に
使

用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
医
師
や
補
装
具
業
者
か
ら
も
当
該

保
護

者
に
対
し
十
分
に
説
明
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
る
。

児
童

へ
の

支
給

で
更
生
相
談
所
に
相
談
し
て
も
、
少

し
ア
ド
バ

イ
ス
は

い
た
だ
け
た
が

最
終

的
に
は

自
治

体
判

断
だ
と
言
わ
れ
、
一
度
に
た
く
さ
ん
申
請
さ
れ
た
時
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
か

困
っ
た
。
座
位
保
持
装
置
は
部
品
が
多

く
、
基

準
額

の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
だ
け
で
も
時

間
が

か
か

り
困

っ
て
い
る
。

障
害

要
件

非
該

当
等
で
、
補
具
の
支
給
が
で
き
な
い
と
き
の

ク
レ
ー
ム
等

。
例

）
3
歳

で
、
交

通
ル

ー
ル

の
理

解
や

、
操
縦
が
で
き
て
い
な
い
の
に
、
申
請
に
窓
口
に
来
ら
れ
、

電
動

車
椅

子
を
支
給
す
る
よ
う
問
合
せ
が
あ
っ
た
。

障
が

い
児

の
成

長
に
伴
う
、
補
装
具
の
不
具
合

に
つ
い
て
の

対
応

が
困

難
で
あ
る
。
（
車

い
す
）
寝

た
き
り
状

態
の

高
齢
者
の
判
定
が
困
難
で
あ
る
。
（
車
い
す
）

低
年

齢
（
1
才

～
）
の
児
童
の
方
か
ら
の
座
位
保

持
装

置
や

車
椅

子
の

申
請

が
多

く
な
っ
て
お
り
、
成

長
過

程
の

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
判
断
に
苦
慮
す
る
。
ま
た
、
高
額
で
あ

る
。
児

童
か

ら
障
害
者
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
ま
で
出

し
て
い
た
も
の

が
、
判

定
に
よ
り
同

一
の

も
の

は
難

し
い
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。

児
童

の
支

給
決

定
は
市
町
村
判
断
と
さ
れ
て
い
る
が

、
専

門
的

知
識

が
な
い
上

で
判

断
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
た
め
、
判
断
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、
不
安
が
あ
る
。

1
8
才

未
満

の
支
給
に
つ
い
て
、
「
市
町
村
判
断

」
の

理
解

、
責

任
が

難
し
い
。

補
装

具
自

体
は

ま
だ
使
え
る
が
、
支
給
対
象
者

の
身

体
の

変
化

に
よ
り
使

用
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
、
（
例

え
ば

、
児
童
の
成
長
に
伴
い
身
体
に
合
わ
な
く
な
っ
た
車
い
す
等
）

ま
だ
使

え
る
も
の
を
ど
う
扱
え
ば
良
い
か
と
い
う
問

い
合

わ
せ

が
あ
る
。
市

と
し
て
決

ま
り
が

な
い
た
め
、
個

人
で
処
分

す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
が
、
ま
だ
使
え
る
も
の
を
処
分
す

る
の

は
も
っ
た
い
な
い
、
と
い
う
声
が
多
く
、
リ
サ
イ
ク
ル

や
必

要
と
し
て
い
る
施

設
で
引

き
取

っ
て
も
ら
う
こ
と
は

で
き
な
い
か
、
と
提
案
さ
れ
る
人
も
い
る
。
ま
だ
使
え
る
も
の
を

回
収

、
再

利
用
す
る
し
く
み
が
あ
れ
ば
、
ま
だ
使

え
る
補

装
具

が
無

駄
に
な
る
こ
と
も
減

る
の

で
は

な
い
か

。
児

の
補

装
具
も
、
更
生
相
談
所
の
判
定
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
欲

し
い
。

児
童

で
座

位
保

持
椅
子
を
交
付
さ
れ
た
方
が
い
る
が

、
本

人
の

障
害

ゆ
え
に
ベ
ル

ト
を
外

し
て
し
ま
い
、
装

具
が

合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
半
年
経
た
ず
に
修
理
の
申
請
を
し
て

き
た
方

が
い
た
。
結
果
業
者
の
責
任
で
は
な
く
製
品

自
体

に
不

良
が

あ
っ
た
わ

け
で
は

な
い
の

で
、
本

人
の

年
齢

に
よ
る
使
用
月
数
の
基
準
表
に
合
わ
せ
て
自
費
で
修
理
し

て
も
ら
う
こ
と
の
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
成
長
に
よ
る
も
の

、
経

年
劣

化
以

外
で
修

理
を
希

望
さ
れ

る
方

に
、
対

し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
か
事
例
等
を
ま
と
め
て
い
た
だ



（
参

考
資

料
1
）
支

援
機
器
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体

制
に
関

す
る
こ
と

入
院

中
に
在
宅

に
向
け
て
車
椅
子
等
の
補
装
具

が
製

作
さ
れ

る
が

、
在

宅
で
使

用
す
る
と
、
大

き
さ
・
段

差
等

で
利

用
し
づ
ら
い
こ
と
が
あ
る
。
医
療
機
関
の
ス
タ
ッ
フ
が
在
宅

後
の

利
用

状
況

を
確
認
し
て
も
ら
え
る
と
、
気
づ
い
て
も
ら
え
る
と
思

う
。
補

装
具

意
見

書
を
作

成
し
た
医

療
機

関
で
、
製
作
後
の
適
合
確
認
を
未
確
認
の
こ
と
が
多
い
。
更
生

相
談

所
で
適

合
判
定
や
報
告
を
求
め
て
い
る
場
合

以
外

、
適

合
状

況
確

認
の

報
告

を
求

め
て
い
な
い
た
め
と
思

わ
れ
る
。
不
具
合
・
不
適
合
を
早
期
に
発
見
し
、
改
善
す
る
た

め
の

仕
組

み
が
必
要
と
思
う
が
、
医
療
機
関
で
の

確
認

に
は

、
手

間
と
費

用
が

か
か

る
た
め
必

ず
し
も
求

め
て
い
な
い
。

適
合

判
定

後
の

処
方
変
更
希
望
に
つ
い
て
。
（
車

い
す
の

ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
別

の
処

方
に
交

換
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や

、
半

年
は
処
方
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
な
い
と
い
け
な
い
か
、

な
ど
。
）
イ
ヤ
ー
モ
ー
ル
ド
な
し
の
判
定
だ
っ
た
が
、
利

用
し
て
み

て
、
や

っ
ぱ

り
必

要
と
な
っ
た
場

合
。

補
装

具
支

給
後

の
フ
ォ
ロ
ー
は
必
要
不
可
欠
だ
と
思

う
が

P
T
や

O
T
の

専
門

職
で
な
い
と
難

し
い
。
区

だ
け
で
は

対
応
し
き
れ
な
い
為
交
付
後
の
フ
ォ
ロ
ー
の
た
め
の
（
専
門
職

に
よ
る
）
支

援
が

あ
る
と
い
い
と
思
う
。

補
装

具
支

給
後

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
確
立
。
自
治

体
、
医

療
機

関
、
補

装
具

業
者

等
関

係
機

関
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
立
。

補
装

具
業

者
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
を
明

文
化

す
べ

き
と
考

え
る
。

作
成

、
販

売
さ
れ
た
業
者
が
定
期
訪
問
す
る
な
ど
、
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
の

充
実

を
は

か
っ
て
ほ

し
い
。

業
者

に
よ
る
定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
行
わ

れ
て
い
れ

ば
修

理
対

応
と
な
る
ケ
ー
ス
が

減
る
の

で
は

な
い
か

と
思
う
。

更
生

相
談

所
で
再
度
適
合
確
認
を
行
い
、
そ
の

後
の

対
策

を
協

議
す
る
。
現

場
で
対

応
す
る
補

装
具

業
者

に
よ
っ
て
対
応
に
差
が
あ
る
の
で
は
と
感
じ
る
。
よ
っ
て
、
定
期
点

検
（
3
ヶ
月

、
6
ヶ
月
、
1
年
な
ど
）
を
義
務
化
す
る
こ
と
が

現
実

的
で
は

な
い
か

。
補

装
具

を
作

成
し
た
業
者
に
て
、
微
調
整
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等

の
フ
ォ
ロ
ー
を
十

分
に
行

っ
て
ほ

し
い
。

定
期

的
に
、
支
給
業
者
に
よ
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
を
進
め
て
も
ら
え
る
と
良

い
。

不
具

合
等

あ
れ
ば
、
連
絡
を
い
た
だ
け
る
の
で
、
そ
の

際
、
業

者
と
連

携
を
図

り
な
が

ら
、
必

要
な
支

援
を
行

い
ま
す
。

補
装

具
給

付
後

の
適
合
確
認
等
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体

制
に
力

を
入

れ
て
い
る
が

、
ま
だ
ま
だ
十

分
と
は

い
え
な
い
。

支
給

さ
れ

た
補

装
具
が
適
正
に
使
用
さ
れ
た
か

ど
う
か

の
効

果
判

定
を
行

う
こ
と
が

、
シ
ス
テ
ム
上

難
し
い
。

期
間

を
設

け
、
補
装
具
支
給
後
に
定
期
的
に
点
検

す
る
機

会
を
つ
く
る
。

業
者

、
医

師
、
家
族
が
こ
ま
め
に
見
て
異
常
が

あ
れ
ば

す
ぐ
に
動

く
よ
う
に
体

制
を
整

え
る
し
か

な
い
と
思

う
。

業
者

の
保

障
範

囲
内
の
調
整
で
対
応
を
し
て
も
ら
う
か

、
再

度
判

定
に
か

け
て
検

討
し
て
も
ら
う
か

、
説

明
、
案

内
を
す
る
。

補
装

具
業

社
か

ら
の
交
付
後
の
半
年
に
1
度
位
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の

連
絡

を
入

れ
て
も
ら
え
ば

あ
り
が

た
い
。

（
利

用
者

が
）
補
装
具
支
給
後
も
、
不
具
合
等
を
気

軽
に
相

談
で
き
る
体

制
が

あ
る
と
良

い
と
思

う
。
（
購

入
し
た
業

者
に
限
ら
ず
）

定
期

的
に
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
行
政
に
報
告
す
る
よ
う
に
す
る
。

支
給

後
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
ま
で
は
、
職
員
配
置

の
点

か
ら
対

応
が

困
難

で
あ
り
、
補

装
具

の
使

用
状

況
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
る
ま
で
は
把
握
す
る

こ
と
が

難
し
い
状
況
で
す
。
施
設
（
障
害
・
介
護

等
）
利

用
者

で
あ
れ

ば
、
そ
の

施
設

に
所

属
の

P
T
等

と
の

連
携

が
取

れ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る
と
多
少
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も

し
や

す
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

市
町

村
判

断
だ
け
で
は
な
く
、
県
か
ら
の
判
定
書

に
基

づ
い
て
支

給
を
し
て
い
る
た
め
、
支

給
後

の
不

具
合

、
不

適
合
に
つ
い
て
も
県
の
職
員
と
一
緒
に
対
応
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考

え
ま
す
。

支
給

後
に
、
不
具
合
・
不
適
合
が
あ
っ
た
場
合

、
気

軽
に
相

談
で
き
る
関

係
性

を
作

る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考

え
る
。

補
装

具
支

給
後

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
現

段
階

で
の

体
制

確
立

の
必

要
性

は
考

え
て
い
な
い
。
利

用
者
か
ら
の
相
談
・
問
合
せ
の
際
に
調
整
を
し
て
い
る
。

不
適

合
に
つ
い
て
利
用
者
か
ら
の
訴
え
が
な
い
と
発

見
さ
れ

に
く
く
、
経

過
に
つ
い
て
追

え
た
ら
と
感

じ
て
い
る
。

身
更

相
が

適
合

判
定
を
し
て
く
れ
る
の
で
支
給

後
の

不
具

合
や

不
適

合
は

み
ら
れ

な
い
。

定
期

的
な
経

過
鑑
察
が
で
き
る
と
良
い
。

補
装

具
引

渡
し
後
、
業
者
の
方
で
ア
フ
タ
ー
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
場

合
と
、
区

役
所

窓
口

を
通

し
て
修

理
申

請
す
る
場
合

の
流
れ
を
利
用
者
側
が
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
体

制
、
案

内
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。

業
者

や
本

人
に
電
話
に
て
補
装
具
に
不
具
合

が
な
い
か

直
接

確
認

し
、
不

具
合

が
出

た
場

合
は

連
絡

す
る
よ
う
伝
え
る
と
い
っ
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
望
ま
れ
る
。



（
参

考
資

料
1
）
支

援
機
器
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体

制
に
関

す
る
こ
と

身
体

状
況

の
変

化
等
に
よ
り
交
付
し
た
補
装
具
に
不

適
合

が
生

じ
た
場

合
、
た
だ
ち
に
業

者
又

は
窓

口
に
申

し
出

て
も
ら
う
よ
う
周
知
す
る
。

専
門

職
の

配
置

や
専
門
知
識
の
習
得
が
必
要
。
更

生
相

談
所

の
判

定
に
基

づ
き
、
支

給
決

定
し
て
い
る
の

で
、
不
具
合
、
不
適
合
の
場
合
も
更
生
相
談
所
に
よ
る
相
談
や
助

言
を
本

人
に
直

接
行
う
こ
と
を
含
め
て
実
施
で
き
る
体

制
。
補

装
具

に
対

し
て
専

門
職

の
意

見
や

ア
ド
バ

イ
ス
や

理
由
を
直
接
頂
き
た
い
。

保
証

期
間

に
お
い
て
は
業
者
と
密
に
連
絡
を
取
り
、
相

談
す
る
よ
う
伝

え
て
い
る
。

市
と
業

者
と
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
定

期
的

に
と
れ

た
り
、
調

査
の

制
度

確
立

が
あ
れ

ば
フ
ォ
ロ
ー
が

よ
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

何
故

補
装

具
が

不
具
合
・
不
適
合
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
か

相
談

に
乗

り
次

に
支

給
さ
れ

る
装

具
の

ア
ド
バ

イ
ス
が

で
き
る
体
制
。

補
装

具
を
支

給
す
る
際
に
は
、
支
給
後
に
目
標
を
達

成
し
て
い
る
か

ど
う
か

を
評

価
す
る
仕

組
み

が
義

務
づ
け
ら
れ
れ
ば
と
思
う
。

支
給

後
、
不

具
合
な
状
態
で
気
付
か
ず
に
使
用
さ
れ

て
い
る
事

例
が

あ
っ
た
た
め
、
定

期
的

な
専

門
的

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
を
希
望
し
た
い
。
（
介
護
保
険
制
度
の
レ
ン
タ
ル

の
よ
う
な
体

制
）

現
在

、
不

具
合
・
不
適
合
に
つ
い
て
の
相
談
は

な
い
が

、
も
し
あ
っ
た
場

合
は

実
際

に
不

具
合

・
不

適
合

の
あ
っ
た
補
装
具
の
現
状
を
確
認
し
た
上
で
、
補
装
具
業
者
と
取
り
交

わ
し
た
「
代

理
受
領
に
関
す
る
契
約
」
に
基
づ
き
、
補

装
具

業
者

へ
早

急
に
改

善
で
き
る
よ
う
に
依

頼
を
す
る
か

と
考

え
る
。

本
市

で
は

、
補
装
具
業
者
が
本
人
に
代
わ
っ
て
費
用

請
求

す
る
代

理
受

領
契

約
を
導

入
し
て
お
り
、
代

理
受

領
契
約

業
者
の
場
合
、
購
入
・
修
理
の
引
渡
し
後
、
9
ヶ
月
以
内

に
生

じ
た
不

具
合
・
不
適
合
は
、
業
者
の
責
任
に
お
い
て
改

善
す
る
義

務
を
定

め
て
い
る
。
補

装
具

を
利

用
す
る
本

人
と
、
製
作
に
関
わ
っ
た
、
病
院
等
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
専

門
職

、
補
装
具
製
作
業
者
と
の
綿
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
が

重
要

で
あ
る
と
考

え
る
。



（
参

考
資

料
1
）
業

者
に
関
す
る
事

製
作

業
者

に
よ
る
対
応
が
必
要
。

作
製

業
者

や
納

品
業
者
が
責
任
を
も
っ
て
、
対

応
す
る
こ
と
を
徹

底
す
べ

き
で
あ
る
。
担

当
課

に
専

門
職

が
い
て
も
、
事
務
量
が
多
く
、
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
で
発
行
し
て
い
る
補
装
具
費

支
給

事
務

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
基

づ
き
、
引

き
渡

し
後

9
ヶ
月

以
内

に
生

じ
た
破
損
又
は
不
適
合
は
補
装
具
業
者
の
責
任
に
お
い

て
改

善
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

業
者

の
保

障
期

間
が
明
確
に
な
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

補
装

具
業

者
の

リ
ス
ト
が
な
い
た
め
、
業
者
の

情
報

を
求

め
ら
れ

る
と
困

る
。

補
聴

器
の

種
類

な
ど
の
相
談
を
受
け
た
が
、
商
品

も
多

く
扱

っ
て
い
る
事

業
所

を
紹

介
す
る
こ
と
し
か

で
き
な
か

っ
た
。
更
に
、
町
外
の
事
業
所
に
は
な
か
な
か
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
と
の

こ
と
だ
っ
た
。

補
装

具
業

者
へ

の
指
導
。
レ
ア
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
補

装
具

が
身

体
に
合

わ
ず
短

期
間

に
再

作
成

を
希

望
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
。
不
具
合
の
状
態
等
を
把
握
し
快
適
に
使
用

で
き
る
よ
う
使
用

者
・
業
者
の
間
に
入
っ
て
支
援

で
き
る
よ
う
な
体

制
が

で
き
る
と
よ
い
。

補
装

具
業

者
が

少
な
い
。
近
隣
の
判
定
会
に
同

席
で
き
る
補

装
具

業
者

は
も
っ
と
少

な
い
。
補

装
具

業
者

に
よ
っ
て
は
、
都
心
に
近
い
判
定
会
場
し
か
来
ら
れ
な
い
。

盲
人

安
全

つ
え
や
歩
行
補
助
つ
え
等
、
判
定
不

要
な
品

目
に
お
い
て
、
医

療
機

関
の

受
診

が
無

い
方

等
か

ら
支

給
に
つ
い
て
の
相
談
が
あ
る
時
、
ど
こ
の
業
者
に
お
願
い
し

て
良

い
の

か
解

か
ら
な
い
と
の
申
出
が
良
く
あ
る
。
（
判

定
を
要

す
る
も
の

は
、
い
ず
れ

か
の

機
関

（
医

療
、
サ

ー
ビ
ス
等
）
が
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
手
続
き
が

円
滑

に
行

わ
れ

て
い
る
状
況
）
。

補
装

具
業

者
が

市
や
近
隣
に
な
い
た
め
、
利
用

者
が

相
談

し
に
く
い
。

業
者

の
数

が
不

充
分
。
特
に
細
や
か
な
調
整
を
必
要

と
す
る
座

位
保

持
装

置
を
扱

え
る
業

者
が

少
な
い
。

身
近

な
地

域
で
、
訪
問
対
応
し
て
、
さ
さ
い
な
修

理
を
す
る
事

業
者

が
少

な
い
。

市
内

の
補

装
具

業
者
が
少
な
く
、
多
く
の
補
装

具
受

給
者

は
市

外
の

業
者

に
製

作
を
依

頼
し
て
い
る
。
市

内
の

業
者
が
増
え
れ
ば
、
受
給
者
は
身
近
な
相
談
相
手
と
な
る
市

内
業

者
に
よ
り
安
心
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

業
者

の
対

応
に
関
す
る
相
談
（
訪
問
対
応
し
て
く
れ
な
い
。
思

う
よ
う
に
製

作
・
修

理
し
て
く
れ

な
い
。
ど
こ
の

業
者

が
一
番
よ
い
か
等
）

補
装

具
業

者
が

少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
型
や
採
寸

の
た
め
に
片

道
7
0
㎞

～
1
0
0
㎞

の
道

を
車

で
移

動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
公
共
交
通
も
不
便
な
土
地
で
あ
り
移
動
は

自
家

用
車

と
な
っ
て
し
ま
う
。

住
民

か
ら
の

相
談
と
し
て
、
不
具
合
を
伝
え
る
が
伝

え
た
人

は
営

業
の

方
で
、
実

際
に
修

理
を
す
る
の

は
技

師
さ
ん
な
の
で
、
思
い
が
伝
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
悩
み
を
聞
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
技

師
さ
ん
が
訪
問
し
た
り
し
て
く
れ
る
個

人
の

業
者

さ
ん
は

、
●

●
町

ま
で
訪

問
す
る
の

は
難

し
い
と
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

経
験

あ
る
義

肢
装
具
士
で
あ
っ
て
も
、
申
請
者
に
あ
っ
た
物

が
な
い
と
何

度
か

連
絡

を
頂

い
た
時

。
（
適

合
判

定
前

時
点
）

当
市

ま
で
来

て
対
応
し
て
く
れ
る
下
肢
装
具
、
義

足
の

業
者

が
少

な
く
、
市

民
か

ら
の

相
談

で
紹

介
で
き
る
業

者
が

限
ら
れ
て
し
ま
う
。
更
生
相
談
所
が
遠
い
た
め
、
障
害
の
あ

る
方

が
利

用
す
る
の
に
は
、
利
便
性
が
悪
い
。

件
数

が
少

い
の
で
難
し
い
事
例
は
な
い
が
、
業

者
が

す
す
め
た
補

装
具

で
決

定
し
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
。

公
費

支
給

前
提

で
、
判
定
結
果
が
で
る
前
に
補

装
具

作
成

に
と
り
か

か
る
業

者
が

あ
る
。

業
者

主
動

の
補

装
具
費
の
支
給
申
請
の
場
合
、
見

積
書

が
制

度
の

算
定

基
準

に
沿

っ
て
い
な
い
こ
と
が

多
々

あ
る
。

市
販

靴
の

一
部

を
加
工
し
た
も
の
を
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
靴

と
し
て
見

積
、
請

求
し
て
く
る
業

者
が

あ
っ
た
。

補
装

具
業

者
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
品
の
処
方
が

適
正

か
、
ま
た
金

額
が

適
正

か
判

断
が

難
し
い
。

修
理

の
見

積
書

等
で
厚
労
省
基
準
を
無
視
し
た
見

積
書

を
作

成
す
る
業

者
が

あ
る
。

補
装

具
製

作
業

者
に
よ
る
保
証
内
容
を
明
確
に
す
る
。

業
者

へ
の

理
学

療
法
士
の
配
置
。

そ
も
そ
も
納

品
時
に
し
っ
か
り
確
認
す
れ
ば
問

題
な
い
。
後

に
な
っ
て
言

わ
れ

て
も
、
業

者
の

ミ
ス
か

使
い
方

が
悪

い
の
か
が
判
断
で
き
な
い
。

業
者

の
早

急
な
対
応
。

自
宅

に
気

軽
に
訪
問
し
て
下
さ
る
業
者
が
い
る
と
助
か

る
。
肢

体
不

自
由

の
方

々
が

業
者

に
不

具
合

を
み

て
も
ら
う
の
を
受
診
の
時
ま
で
が
ま
ん
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
く



(参
考

資
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1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

労
働

災
害

で
手

帳
を
取
得
し
て
い
る
方
か
ら
下
肢

装
具

の
申

請
が

あ
り
、
障

害
者

総
合

支
援

法
で
の

支
給

に
な
る
の
か
、
労
災
保
険
で
の
支
給
に
な
る
の
か
、
治
療
用
の
装

具
な
の

か
判

断
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
補
装
具
費

の
支

給
対

象
と
な
る
補

装
具

の
個

数
は

原
則

と
し
て
1
種

目
に
つ
き
1
個
で
あ
り
、
職
業
又
は
教
育
上
等
特
に
必
要
と
認
め

た
場

合
は

2
個

が
可
能
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
必

要
と
認

め
る
基

準
が

定
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
判

断
が

難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
児
童
か
ら
特
例
補
装
具
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
、
窓

口
担

当
の
専
門
性
が
低
い
た
め
そ
の
必
要

性
の

判
断

を
補

装
具

費
支

給
意

見
書

か
ら
行

う
の

が
難

し
い
。
更
生
相
談
所
に
技
術
的
助
言
依
頼
を
す
る
の
が
良
い
と

思
わ

れ
る
が

、
支
給
決
定
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
。

ま
ず
業

者
に
相
談
し
て
も
ら
い
、
そ
の
補
装
具
を
見

て
も
ら
っ
た
上

で
、
修

理
と
し
て
あ
げ
る
項

目
な
の

か
、
前

回
交

付
・
修
理
し
て
か
ら
ど
の
程
度
期
間
が
経
っ
て
い
る
の
か
、

そ
の

辺
を
確

認
い
た
だ
い
て
か
ら
、
市
へ
申
請
し
て
も
ら
い
た
い
。

電
動

車
椅

子
は

ま
だ
、
幼
く
危
い
の
で
、
車
椅
子

や
座

位
保

持
装

置
を
支

給
し
て
、
操

作
や

交
通

ル
ー
ル

が
遵

守
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
電
動
車
椅
子
を
申
請
し
た
ら
ど
う

か
、
等

の
他

の
代
替
案
を
考
え
る
。
し
っ
か
り
吟
味

し
、
本

人
へ

説
明

す
る
。
ま
た
、
原

因
を
つ
き
と
め
、
今

後
の

対
応
に
活
か
す
。

既
に
実

用
さ
れ
て
い
な
い
項
目
の
給
付
相
談
が
あ
り
、
給

付
す
る
物

の
具

体
内

容
も
は

っ
き
り
せ

ず
、
結

果
給

付
不

可
だ
っ
た
。
（
排
便
補
助
具
）
業
者
と
医
療
機
関
の
連
携

が
不

充
分

で
、
意
見
書
と
見
積
書
、
あ
る
い
は
利

用
者

と
の

間
に
食

い
違

い
が

生
じ
て
い
る
時

が
あ
る
。
し
ば

し
ば
住

民
か
ら
業
者
の
紹
介
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
定

の
業

者
を
紹

介
す
る
こ
と
は
公
平
性
を
欠
く
の
で
避
け
た
い
が

、
住

民
も
調

べ
る
手

段
が

分
か

ら
ず
困

っ
て
い
る
。

補
装

具
の

基
準

表
に
つ
い
て
、
一
覧
表
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
と
業

務
が

円
滑

に
な
る
。
身

障
手

帳
を
有

し
て
い
な
い
状
態
で
補
装
具
の
申
請
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
（
特
に
、

補
聴

器
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ
が
多
い
）
自
費

負
担

で
購

入
す
る
（
手

帳
の

申
請

か
ら
補

聴
器

作
成

に
至

る
ま
で
の
工
程
が
長
い
た
め
）
申
請
者
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
た
め
、
手

帳
と
補
装
具
の
同
時
申
請
（
診
断

書
を
1
枚

で
済

ま
せ

る
）
と
い
う
対

応
を
取

っ
て
も
ら
え
れ

ば
、
窓

口
や
医
療
機
関
に
申
請
者
が
何
度
も
足
を
運
ん
で
も
う
こ
と
が

介
護

保
険

入
所

施
設
に
居
る
方
か
ら
の
、
補
装
具

（
車

い
す
）
の

申
請

が
あ
っ
た
。
施

設
側

の
努

力
義

務
で
車

椅
子
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
自
立
支
援
補

装
具

（
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
）
で
な
い
為
に
、
自
費
購

入
か

レ
ン
タ
ル

を
案

内
す
る
事

と
な
っ
た
。
本

来
は

施
設

側
で
処

理
す
べ
き
で
お
客
様
が
難
儀
を
し
た
ケ
ー
ス
。

事
故

に
よ
り
障
害
者
手
帳
を
取
得
し
、
補
装
具

費
支

給
申

請
を
し
た
事

例
。
損

害
賠

償
制

度
の

対
象

者
で
あ
っ
た
た
め
、
い
つ
の
時
点
か
ら
福
祉
制
度
の
対
象
に
な
る
の
か
を

確
定

す
る
の

に
時
間
を
要
し
た
。
保
険
会
社
や

関
係

機
関

か
ら
情

報
収

集
し
調

整
し
た
が

、
義

肢
業

者
や

病
院

関
係
者
は
、
損
害
賠
償
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
正
し

い
情

報
提

供
を
し
て
も
ら
わ
な
い
と
、
利
用
者
等
は

振
り
回

さ
れ

て
し
ま
う
。
家

族
か

ら
「
労

働
災

害
補

償
制

度
で
支
援

し
て
も
ら
え
な
い
、
対
象
外
で
あ
る
」
と
の
訴
え
を
受
け
て

補
装

具
費

申
請

を
受
け
付
け
た
が
、
更
生
相
談

所
や

労
働

基
準

監
督

署
・
労

災
病

院
・
労

災
病

院
の

所
在

地
の

更
生
相
談
所
等
と
連
絡
を
取
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
が
異

な
り
、
最

終
的

な
結
論
を
導
き
出
す
ま
で
に
か
な
り
の

時
間

と
労

力
を
費

や
し
た
。
こ
れ

は
、
労

働
災

害
補

償
制

度
の
判
断
が
出
る
ま
で
に
相
当
の
期
間
が
か
か
る
た
め
、
労

災
病

院
が

主
治

医
の
指
示
に
基
づ
き
総
合
支

援
法

の
利

用
を
家

族
に
す
す
め
た
も
の

で
あ
る
。
労

災
が

使
え
ず
途

方
に
暮
れ
て
い
た
家
族
に
、
労
災
で
救
わ
れ
る
ま
で
の
期

間
、
障

害
者

総
合
支
援
法
を
利
用
す
る
よ
う
説

明
す
る
こ
と
は

い
か

が
な
も
の

か
。
他

制
度

と
の

関
係

を
し
っ
か

り
と
把
握
し
、
整
理
し
た
上
で
対
応
し
て
で
き
る
よ
う
、
具
体
的

6
5
才

に
な
る
と
介
護
保
険
が
優
先
に
な
る
た
め
、
車

い
す
が

特
殊

な
場

合
を
除

き
支

給
で
き
な
く
な
る
の

は
障

害
者

に
と
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
な
る
と
思
う
。

補
装

具
の

細
か

い
部
品
等
の
役
割
や
、
必
要
性

に
つ
い
て
は

す
べ

て
把

握
し
て
い
る
わ

け
で
は

な
い
た
め
、
回

答
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。
補
装
具
の
あ
る
部
分
が
破
損
し
て
修

理
し
た
い
と
相
談
が
き
て
も
修
理
し
な
い
と
ど
う
い
う
不

具
合

が
あ
る
と
か

の
知

識
が

な
い
ま
ま
申

請
を
受

け
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

電
動

車
い
す
の

支
給
決
定
。
高
齢
に
な
り
車
が

運
転

で
き
な
く
な
る
と
電

動
車

い
す
（
シ
ル

バ
ー
カ
ー
）
を
欲

し
が

る
住
民
が
多
く
、
介
護
の
方
で
支
給
さ
れ
な
い
の
で
補
装
具

で
の

支
給

を
検

討
す
る
が
判
断
が
む
ず
か
し
く
て
困
っ
て
い
る
。
補

装
具

の
細

か
い
も
の

（
部

品
）
な
ど
が

わ
か

ら
な
い
。

医
療

保
険

で
支

給
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
正

直
境

目
が

良
く
分

か
ら
な
い
。
病

院
へ

確
認

す
る
他

な
く
、
病

院
の

回
答
が
正
し
い
の
か
判
断
で
き
な
い
。
公
費
作
成
分
が

不
具

合
で
「
保
険
作
成
の
装
具
の
方
が
良
い
」
と
言

わ
れ

返
答

に
困

っ
た
。
県

以
外

に
も
相

談
で
き
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
助
か
る
。

1
0
年

を
目

安
に
再
支
給
時
は
判
定
を
受
け
て
も
ら
っ
て
い
る
が

、
（
都

で
の

判
定

書
の

保
存

が
1
0
年

程
度

の
た
め
）
高
齢
者
等
で
行
く
こ
と
が
困
難
な
方
も
多
い
。
転
入
の
際
、

情
報

が
な
く
、
対

応
に
時
間
が
か
か
る
場
合
あ
り
。
児

童
か

ら
成

人
に
な
っ
た
際

、
現

在
支

給
さ
れ

て
い
る
も
の

の
判

定
が
お
り
な
い
場
合
あ
り
。

制
度

上
、
対

象
と
な
ら
な
い
用
具
の
要
望
。
本

人
の

身
体

状
況

か
ら
対

象
と
な
ら
な
い
用

具
の

要
望

。
な
か

な
か

装
具
や
義
足
が
合
わ
な
い
と
の
苦
情
そ
の
対
応
が
遅
い
と
の

苦
情

。
決

定
通
知
が
遅
い
等
の
苦
情
。

複
数

支
給

や
耐

用
年
数
内
で
の
支
給
の
判
断
、
児

童
の

支
給

決
定

、
施

設
備

品
で
対

応
が

困
難

な
場

合
の

相
談

、
な
ど
。
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
案
が
あ
る
と
、
専
門
知
識
も
経

験
も
浅

い
の

で
、
対
応
に
す
ご
く
時
間
が
か
か

り
、
申

請
者

を
待

た
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

障
害

児
の

補
装

具
判
定
（
1
種
2
個
以
上
申
請
）
。
特

例
補

装
具

申
請

の
判

断
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

申
請

時
に
支
給

に
当
っ
て
の
聞
取
り
で
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
等

あ
れ

ば
支

給
条

件
を
満

た
し
て
い
る
の

か
判

断
し
や

す
い
。

専
門

の
相

談
窓

口
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
な
ど
）
が

あ
る
と
よ
い
。

業
者

を
紹

介
す
る
こ
と
の
難
し
さ
（
斡
旋
に
な
る
可
能

性
が

あ
る
た
め
）

更
生

相
談

所
（
●
●
県
は
児
童
・
障
害
者
セ
ン
タ
ー
）
宛

に
判

定
依

頼
の

必
要

な
補

装
具

の
申

請
が

あ
っ
た
場

合
、
申
請
か
ら
支
給
券
発
行
ま
で
に
相
当
の
時
間
を
必
要
と
す

る
場

合
が

あ
る
。
そ
の
際
、
申
請
者
か
ら
申
請
か

ら
決

定
ま
で
時

間
が

か
か

り
過

ぎ
る
と
苦

情
を
受

け
る
場

合
が

あ
る
。
児
童
の
補
装
具
の
申
請
の
場
合
で
、
複
数
の
補
装
具

を
同

時
に
申

請
す
る
（
歩
行
器
・
車
い
す
・
座
位
保

持
装

置
・
起

立
保

持
具

な
ど
）
こ
と
が

本
当

に
必

要
な
の

か
。
疑
義

が
生
じ
た
場
合
で
補
装
具
費
支
給
に
つ
い
て
の
意
見
書

が
添

付
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、
D
rに

対
し
て
確

認
を
取

り
づ
ら
い
場

合
が

あ
る
。

一
部

車
い
す
等

に
つ
い
て
、
更
生
相
談
所
が
訪

問
経

過
調

査
し
て
い
る
場

合
が

あ
り
、
市

町
村

事
務

も
な
く
専

門
員

が
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
形
な
の
で
良
い
と
思
う
。
不
具

合
、
不

適
合

が
生
じ
た
際
の
問
合
せ
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
良

い
。
業

者
ば

か
り
だ
け
で
な
く
相

談
所

な
ど
に
相

談
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
透
明
性
が
高
ま
る
。
専
門
職
を
置

い
て
い
な
い
市

町
村
に
と
っ
て
も
、
相
談
・
問
合

せ
先

が
明

確
に
な
っ
て
い
る
と
事

務
も
ス
ム
ー
ズ
に
行

え
、
利

用
者
の
不
安
解
消
に
も
つ
な
が
る
。

不
具

合
、
不

適
合
が
あ
っ
た
時
に
対
応
し
て
も
ら
え
る
業

者
と
の

連
携

や
そ
の

期
間

の
貸

し
出

し
な
ど
の

フ
ォ
ロ
ー
で
利
用
者
が
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
体
制
が
望
ま
れ
る
。

補
装

具
の

知
識

に
詳
し
い
専
門
職
の
方
に
相

談
で
き
る
窓

口
、
機

会
な
ど
を
、
医

療
機

関
・
地

域
の

施
設

に
い
る
専

門
職
の
方
た
ち
に
作
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
考
え
ま
す
。

本
市

の
更

生
相

談
所
で
も
月
1
回
程
行
っ
て
い
る
が
、
も
う
少

し
頻

度
を
増

や
し
て
市

民
の

方
が

気
軽

に
参

加
で
き
る
も
の
が
い
い
と
思
う
が
、
更
相
の
リ
ハ
ス
タ
ッ
フ
の
人
員
も

少
な
く
現

実
的
に
は
難
し
そ
う
で
す
。

児
童

の
補

装
具

の
中
で
、
国
の
基
準
額
等
が

示
さ
れ

て
い
な
い
も
の

の
対

応
。
特

例
補

装
具

の
対

応
（
最

新
の

補
装
具
に
対
し
て
制
度
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
）

児
童

か
ら
者

へ
と
切
替
え
に
伴
い
、
2
個
支
給
か

ら
1
個

支
給

と
な
る
場

合
に
も
め
る
傾

向
が

あ
る
。
基

準
外

の
申

請
に
お
い
て
、
対
応
に
困
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
申
請
者
は

何
が

基
準

外
な
の
か
等
は
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
通

常
と
お
り
の

申
請

で
基

準
外

を
希

望
す
る
。
市

で
内

容
を
確
認
中
「
基
準
外
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
申
請
者
へ
連
絡

し
て
も
「
何

で
基

準
で
支
給
で
き
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
質

問
が

で
る
こ
と
が

あ
る
。

更
生

相
談

所
の

判
定
を
経
て
交
付
し
、
適
合
判

定
も
受

け
た
も
の

が
、
数

年
後

違
う
も
の

に
な
っ
て
い
た
。
（
例

：
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
車
い
す
→
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
・
テ
ィ
ル
ト
車
い
す

等
）
そ
れ

が
交

付
さ
れ
た
も
の
と
言
い
張
ら
れ
、
し
か

も
修

理
に
係

わ
る
部

分
だ
っ
た
。
本

人
が

業
者

に
自

己
負

担
金
を
支
払
わ
な
い
。
児
童
で
、
市
判
断
の
交
付
と
な
っ
て
い

る
が

、
他

市
か
ら
の
転
入
者
が
当
市
と
違
う
基
準

で
交

付
さ
れ

て
い
る
た
め
、
何

か
と
ト
ラ
ブ
ル

が
起

こ
り
や

す
い
。

補
装

具
費

支
給

の
対
象
者
は
、
世
帯
に
区
民

税
所

得
割

4
6
万

以
上

の
方

が
い
な
い
と
い
う
要

件
が

あ
る
。
特

に
、
児
童
の
保
護
者
か
ら
要
件
を
は
ず
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望

が
多

い
。
手

当
等
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
世
帯

と
重

な
り
あ
う
た
め
、
1
割

負
担

で
は

な
く
負

担
割

合
を
高

め
る
な
ど
し
て
、
一
部
支
給
で
き
る
よ
う
に
で
き
な
い
か
。
児
童
の
保

護
者

か
ら
、
外
国
製
な
ど
基
準
額
を
大
幅
に
超

え
る
製

品
の

希
望

が
多

い
。
医

師
の

意
見

書
で
製

品
名

を
特

定
さ
れ

て
い
る
と
、
基
準
内
の
も
の
と
の
比
較
判
断
が
専
門
職

で
な
い
職

員
（
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
）
に
と
り
難
し
さ
が

あ
る
。

す
で
に
車

い
す
の
2
個
支
給
（
家
用
・
学
校
用
）
を
受

け
て
い
る
が

、
家

が
3
階

建
て
で
あ
り
、
申

請
者

の
部

屋
が

3
階
に
あ
る
た
め
、
3
個
目
の
支
給
を
受
け
た
い
と
い
う
相
談
。

現
在

脳
死

状
態

で
入
院
中
の
児
童
の
母
か
ら
、
外
出

す
る
た
め
に
車

い
す
（
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
・
テ
ィ
ル

ト
式

）
を
申

請
し
た
い
と
い
う
相
談
。
労
災
認
定
さ
れ
、
労
災
と
し
て
車
い

す
の

支
給

を
受

け
た
が
、
就
職
状
況
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
違

う
タ
イ
プ
の

車
い
す
を
申

請
し
た
い
の

で
総

合
支

援
法

に
よ
る
補
装
具
の
支
給
を
受
け
た
い
（
労
災
で
は
支
給
し
た

ば
か

り
で
対

象
外
と
さ
れ
た
た
め
）
と
い
う
相
談

。
本

来
の

申
請

で
は

座
位

保
持

装
置

の
構

造
フ
レ
ー
ム
が

車
い
す
機

能
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
申
請
者
は
頑
な
に
「
車
い

す
を
申

請
し
た
い
」
と
主
張
し
、
最
終
的
に
は
希

望
の

物
が

出
来

上
が

る
と
説

明
し
た
が

納
得

で
き
ず
医

師
の

意
見

書
も
車
い
す
用
で
書
い
て
も
ら
っ
て
き
た
ケ
ー
ス
。

市
内

に
指

定
医

が
い
な
い
（
耳
鼻
科
）
。
遠
方
で
あ
る
た
め
業

者
が

来
て
く
れ

な
い
、
業

者
の

事
務

所
が

遠
い
、
病

院
が
遠
い
、
よ
っ
て
負
担
が
大
き
い
（
身
体
、
金
銭
）
、
時
間

介
護

保
険

と
競

合
す
る
種
目
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
の
制

度
で
支

給
す
る
か

。
希

望
す
る
業

者
が

遠
方

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
判
定
会
場
に
来
れ
ず
、
断
ら
れ
た
と
き
。

義
肢

な
ど
の

仮
合
わ
せ
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
障

害
者

側
が

来
店

せ
ず
製

作
が

進
ま
な
い
、
体

型
変

化
で
何

度
も
修
正
が
必
要
に
な
る
な
ど
業
者
側
の
負
担
す
る
コ
ス

ト
が

過
度

に
増
え
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
ケ
ー
ス
に
対

す
る
業

者
へ

の
フ
ォ
ロ
ー
が

必
要

と
感

じ
る
。

業
者

か
ら
の

見
積
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
項
目

に
つ
い
て
、
真

に
必

要
な
も
の

で
あ
る
か

の
判

断
が

、
専

門
知

識
が
な
い
と
難
し
い
。
公
正
な
立
場
で
精
査
で
き
る
外
部
委

託
等

が
望

ま
れ
る
。

在
宅

で
、
見

寄
り
等
な
く
外
部
（
ヘ
ル
パ
ー
や
通

院
）
と
の

関
わ

り
が

な
い
と
補

装
具

の
修

理
、
再

支
給

が
必

要
な
状

態
だ
っ
た
と
し
て
も
、
申
請
ま
で
た
ど
り
つ
か
な
い
の
で
は

な
い
か

。
支

給
し
た
ら
終
わ
り
で
は
な
く
、
経
過
を
観

察
す
る
仕

組
み

が
必

要
だ
と
考

え
る
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

2
個

交
付

や
再

支
給
を
繰
り
返
し
て
い
る
利
用

者
だ
と
、
使

用
状

況
の

把
握

が
難

し
い
。
使

用
し
て
い
る
当

事
者

も
、
今
使
っ
て
い
る
も
の
が
、
公
費
で
購
入
し
た
の
か
、
自
費
で

購
入

し
た
の

か
分
か
っ
て
い
な
い
。

支
給

後
の

調
整

を
簡
単
に
行
え
る
体
制
。

再
交

付
申

請
時

に
装
具
の
使
用
状
況
を
確
認

す
る
と
、
「
前

に
作

っ
た
装

具
は

合
わ

な
か

っ
た
た
め
ほ

と
ん
ど
使

っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
適
切
な
適
合
判

定
の

実
施

が
必

要
と
考
え
ら
れ
る
。

支
給

後
の

不
具

合
、
不
適
合
の
相
談
は
、
市
役
所

に
は

き
ま
せ

ん
。
そ
れ

ら
の

相
談

は
、
補

装
具

作
成

業
者

へ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

相
談

所
に
よ
る
製
品
検
査
が
あ
る
た
め
か
、
支
給

後
の

不
具

合
・
不

適
合

の
相

談
は

な
い
。

購
入

前
に
自
分

に
合
っ
て
い
る
の
か
を
確
め
る
為
に
、
1
週

間
程

度
使

用
し
て
か

ら
決

定
し
た
方

が
良

い
。

補
装

具
作

成
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
申
請
か
ら
実

際
に
対

象
者

が
使

い
始

め
る
ま
で
時

間
が

か
か

る
。

特
例

で
座

位
保

持
等
2
台
お
持
ち
の
方
が
再
交
付

判
定

を
受

け
る
際

、
判

定
会

場
へ

2
台

運
搬

す
る
事

が
困

難
。

補
装

具
費

支
給

で
ス
ペ
ア
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
新

し
く
作

製
、
修

理
し
て
い
る
間

、
対

象
者

が
日

常
生

活
に
不

便
し
て
し
ま
う
。

県
に
よ
っ
て
手

続
や
必
要
書
類
に
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
県

外
か

ら
転

入
さ
れ

た
方

や
、
か

か
り
つ
け
医

が
県
外

で
あ
る
場
合
に
支
給
ま
で
に
多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と

高
齢

に
な
り
外

出
が
困
難
に
な
っ
て
も
、
更
生
相

談
所

が
遠

く
再

支
給

の
判

定
に
行

け
な
い
障

害
者

が
多

い
。
そ
の

た
め
、
1
0
年
～
長
い
と
2
0
年
前
の
判
定
を
使
っ
て
作
り
替

え
て
い
る
障

害
者
が
多
い
。
適
切
な
補
装
具
利

用
の

面
か

ら
は

問
題

が
あ
る
と
思

わ
れ

る
。

身
体

障
害

者
手

帳
の
取
得
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
早

期
支

給
が

難
し
い
。

6
5
歳

以
上

の
方
は
他
法
優
先
の
原
則
で
介
護

保
険

の
対

象
と
な
る
が

、
障

害
の

補
装

具
の

制
度

の
ほ

う
が

圧
倒

的
に
手
厚
い
た
め
、
移
行
が
極
め
て
困
難
。
今
ま
で
は
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
の
車

い
す
を
使
っ
て
い
た
方
が
簡
易
な
既

成
の

車
い
す
を
使

用
す
る
こ
と
は

Q
O
L
が

著
し
く
低

下
す
る
た
め
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
り
、
今
ま
で
ど
お
り
の
サ
ー
ビ
ス
を

使
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
す
る
と
特
別
に
書
類
を
作
成

し
た
り
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
さ
ん
か

ら
意

見
を
聴

取
し
た
り
と
事
務
負
担
が
相
当
増
え
、
支
給
決
定
が
大
幅
に
遅
く
な
る
。

ま
た
、
新

規
で
介
護
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
り
、
今

ま
で
は

自
己

負
担

が
か

か
ら
な
か

っ
た
も
の

が
月
々
の
レ
ン
タ
ル
料
が
発
生
す
る
な
ど
住
民
の
負
担
も
大

補
装

具
制

度
そ
の
も
の
が
複
雑
で
あ
る
。
上
限

額
を
定

め
た
上

で
、
領

収
書

の
提

出
に
よ
っ
て
費

用
の

9
割

を
助

成
す
る
制
度
で
十
分
と
考
え
る
。

相
談

・
支

給
件

数
が
少
な
い
た
め
、
多
種
多
様

な
ケ
ー
ス
を
経

験
す
る
機

会
が

な
く
、
補

装
具

に
関

す
る
支

援
に
つ
い
て
は
課
題
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

複
数

支
給

が
認

め
づ
ら
い
こ
と
か
ら
、
予
備
等

を
設
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
。
介

護
保

険
の

認
定

を
受

け
た
人

の
移
行
に
問
題
が
あ
る
こ
と
。

補
装

具
の

破
損

な
ど
に
よ
り
、
早
期
に
新
た
な
も
の
が

必
要

な
場

合
も
、
更

生
相

談
所

へ
の

判
定

依
頼

が
必

要
な
と
き
が
多
く
、
利
用
者
か
ら
不
満
の
声
が
聞
か
れ
る
。

老
人

ホ
ー
ム
等

、
施
設
に
入
所
し
外
出
の
自
由
が

き
か

な
い
障

害
者

の
方

が
新

規
又

は
再

交
付

を
希

望
す
る
時

、
意
見
書
を
書
い
て
も
ら
う
た
め
に
1
5
条
指
定
医
に
診
察
を

受
け
る
事

が
む
ず
か
し
い
。
特
に
高
齢
の
方
は

補
聴

器
を
希

望
さ
れ

る
こ
と
が

多
い
が

、
耳

鼻
科

の
医

師
が

施
設

に
往
診
を
す
る
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
巡
回
相
談
も
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
申
請
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

手
続

き
に
、
1
～
2
ヶ
月
以
上
、
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
伝

え
る
と
、
「
自

費
で
作

る
」
と
、
い
う
方

が
、
た
ま
に
い
る
。
基

準
額
以
上
の
補
装
具
を
希
望
す
る
方
も
、
よ
く
い
る
。

離
島

に
あ
る
自
治
体
の
た
め
、
更
生
相
談
所
へ

の
直

接
判

定
や

相
談

が
極

め
て
難

し
く
、
1
8
才

以
上

の
ほ

ぼ
す
べ
て
の
申
請
が
書
類
判
定
と
な
り
、
早
期
支
給
が
難
し
い
。
ま

た
、
書

類
判

定
の
た
め
、
支
給
後
の
不
適
合
・
不
具

合
が

あ
り
、
再

申
請

に
な
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。

書
類

判
定

、
来
所
判
定
、
共
に
判
定
に
多
く
の

時
間

を
要

す
た
め
、
緊

急
を
要

す
方

へ
の

支
給

が
難

し
い
。

補
装

具
価

格
と
実
価
格
の
差
が
大
き
く
利
用
者
自

己
負

担
が

高
額

な
場

合
が

あ
る
。

障
害

特
性

に
よ
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
部
品
が
無

い
時

、
特

別
に
加

工
し
て
も
ら
う
が

、
単

価
設

定
が

な
く
作

製
す
る
事
業
所
で
ど
う
請
求
し
て
良
い
か
分
か
ら
な
い
。
相
談
所

の
判

定
が

必
要

な
補
装
具
の
見
積
り
時
に
、
必
要

と
思

わ
れ

る
部

品
が

カ
ッ
ト
さ
れ

、
当

事
者

本
人

の
満

足
い
く
も
の

が
作
製
さ
れ
な
い
。

医
療

保
険

の
補

装
具
作
成
は
、
主
治
医
の
判

断
で
作

成
、
購

入
後

に
各

医
療

保
険

へ
申

請
し
て
い
る
。
身

体
障

害
者
手
帳
を
取
得
さ
れ
て
い
る
場
合
、
医
療
保
険
と
同
様
の

手
続

き
で
申

請
可
能
と
な
れ
ば
早
急
に
補
装
具

支
給

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
補

装
具

が
適

切
か

ど
う
か

の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
は
必
要
で
あ
る
。

代
替

が
な
い
装

具
の
修
理
の
際
、
申
請
か
ら
支
給

決
定

ま
で
時

間
を
要

す
る
。

補
装

具
費

支
給

の
事
務
手
続
上
、
煩
雑
か
つ
判
断

が
難

し
い
も
の

が
多

く
決

定
ま
で
に
時

間
を
要

す
る
こ
と
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

速
や

か
に
給
付

事
務
を
行
い
、
審
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
お
り
と
し
て
い
ま
す
が

、
給

付
内

容
に
調

整
が

必
要

な
場

合
は
、
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
請
者
か
ら
は
、

給
付

決
定

が
遅

い
と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
状

況
を
確

認
し
、
ご
説

明
し
て
い
ま
す
。

1
人

1
つ
の

支
給
の
為
、
故
障
し
た
場
合
に
、
申
請

か
ら
決

定
ま
で
の

間
、
不

便
が

生
じ
る
。
補

聴
器

の
両

耳
装

用
が

認
め
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
る
。

県
の

方
で
そ
ろ
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
書
類
が

多
く
、
事

務
処

理
要

領
を
熟

読
し
て
対

応
し
て
い
る
。
も
う
少

し
、
シ
ン
プ
ル
な
申
請
方
法
に
し
て
ほ
し
い
。

車
椅

子
は

、
介
護
保
険
給
付
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
介

護
保

険
給

付
に
よ
り
対

応
す
る
こ
と
に
な
る
が

、
6
5
歳
以
上
に
な
っ
て
初
め
て
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
貸

与
を
利

用
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
今
ま
で
自
己
負
担

が
無

か
っ
た
人

も
自

己
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
、
制

度
に
納

得
が
い
か
な
い
と
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
。

利
用

者
（
特

に
高
齢
者
）
に
と
っ
て
制
度
が
難
し
く
、
手

帳
取

得
や

補
装

具
申

請
に
も
診

断
書

の
作

成
料

や
交

通
の
負
担
な
ど
が
あ
る
。

義
足

を
昭

和
●

●
年
か
ら
使
っ
て
い
る
人
が
、
か

な
り
の

ブ
ラ
ン
ク
が

開
い
て
、
再

交
付

申
請

に
来

庁
さ
れ

た
の

で
す
が
、
更
生
相
談
所
シ
ス
テ
ム
化
す
る
前
に
判
定
さ
れ
て

い
た
た
め
に
記

録
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
本
来
は
、
市
町

村
判

断
で
支

給
出

来
た
ケ
ー
ス
な
の

で
す
が

新
規

扱
い
で
病
院
で
意
見
書
を
も
ら
っ
て
、
更
生
相
談
所
に
判
定
し
て
も

ら
っ
て
か

ら
交
付
す
る
事
と
な
っ
た
。
補
装
具
製
作

業
者

も
、
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
が

何
件

か
あ
り
、
更

生
相

談
所

で
記
録

が
ほ
し
い
だ
け
だ
と
思
う
と
言
っ
て
い
た
。
シ
ス
テ
ム
化
す

る
前

に
補

装
具
を
作
っ
た
人
に
切
れ
目
な
い
支
援

を
す
る
の

に
こ
う
い
っ
た
事

も
支

障
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

県
、
市

町
判

断
に
せ
ま
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、
よ
り
厳

格
な
基

準
が

あ
れ

ば
、
事

務
処

理
は

ス
ム
ー
ズ
に
進

む
と
思
う
。
学
業
上
、
職
業
上
の
理
由
が
あ
れ
ば
、
よ
り
具

体
的

に
明

記
し
て
ほ
し
い
。
他
制
度
と
の
関
係

（
労

災
、
介

護
等

）
、
よ
り
具

体
的

に
明

記
し
て
ほ

し
い
。

耐
用

年
数

内
で
の
購
入
を
求
め
る
声
が
多
い
こ
と
。
別

種
目

で
の

同
時

申
請

が
多

い
こ
と
。

複
数

支
給

を
希

望
さ
れ
る
。
「
す
ぐ
に
ほ
し
い
」
と
い
う
状

態
に
な
っ
て
か

ら
相

談
に
来

ら
れ

る
と
対

応
が

難
し
い
。
判

定
等
の
事
務
手
続
き
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
説
明
す
る

と
、
ク
レ
ー
ム
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

耐
用

年
数

の
期

間
内
に
て
、
補
聴
器
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
。
耳

か
け
型

の
補

聴
器

は
周

り
か

ら
障

が
い
者

だ
と
一

目
で
分
か
る
。
な
の
で
、
障
が
い
者
だ
と
気
づ
か
れ
な
い
よ

う
に
耳

あ
な
型

の
補
聴
器
を
支
給
し
て
ほ
し
い
。

基
準

額
が

細
か

く
（
特
に
義
肢
）
改
定
も
さ
れ
る
た
め
、
見

積
の

チ
ェ
ッ
ク
に
時

間
が

か
か

る
。
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
改

定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
と
自
身
が
も
て
な
い
。

複
数

個
数

の
支

給
。
判
定
後
あ
る
い
は
、
支
給

決
定

後
の

処
方

変
更

の
相

談
や

対
応

。
特

例
装

具
支
給

決
定
（
事
務
）
の
煩
雑
さ
。
必
要
と
さ
れ

る
装

具
（
ロ
ジ
ャ
ー
等

）
補

装
具

制
度

へ
の

迅
速

な
組

み
込
み
。

北
海

道
に
お
い
て
更
生
相
談
所
が
1
ヶ
所
で
あ
り
、
支

給
内

容
に
よ
っ
て
の

適
合

検
査

、
相

談
が

困
難

で
あ
る
。
（
巡

回
相
談
も
年
1
回
実
施
で
あ
り
）

更
生

相
談

所
の

直
接
判
定
等
を
受
け
る
必
要

の
あ
る
補

装
具

の
申

請
に
来

ら
れ

た
保

護
者

か
ら
、
本

人
の

都
合

の
良
い
時
に
、
職
員
が
見
に
来
る
べ
き
だ
と
力
説
さ
れ
て
い

た
事

。
（
障

害
の
あ
る
者
が
、
更
生
相
談
所
の

予
定

に
合

わ
せ

ら
れ

な
い
と
い
う
意

味
で
）

更
生

相
談

所
か

ら
は
治
療
用
装
具
と
し
て
作
る
べ
き
と
言

わ
れ

た
も
の

が
、
保

険
者

か
ら
は

治
療

用
と
は

認
め
ら
れ

な
い
と
言
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
対
応
に
困
る
こ
と
が
あ

補
装

具
の

見
積

り
や
、
判
定
依
頼
に
つ
い
て
時
間

を
要

し
て
し
ま
い
、
現

状
と
し
て
、
補

装
具

の
支

給
を
希

望
し
て
い
る
対
象
者
に
対
し
、
対
応
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

特
例

補
装

具
に
つ
い
て
（
支
給
決
定
等
）
。

県
の

発
行

し
て
い
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
厚
く
、
情
報

量
が

多
い
の

で
必

要
部

分
の

発
見

、
取

捨
選

択
が

難
し
い
。

高
齢

で
遠

方
の

利
用
者
だ
と
、
巡
回
相
談
の
会

場
に
来

た
り
、
業

者
に
補

装
具

の
状

態
を
見

て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

適
合

判
定

後
の

メ
ー
カ
補
償
に
よ
る
手
直
し
、
修

理
部

分
の

確
認

方
法

が
確

立
さ
れ

て
い
な
い
。
管

轄
の

更
生

相
談

所
の
担
当
者
が
不
在
の
場
合
、
市
民
へ
早
急
な
対
応
が

判
定

の
要

否
、
基
準
額
等
が
複
雑
で
事
務
手
続

き
に
苦

労
す
る
。

判
定

の
予

約
が

取
り
づ
ら
く
、
速
や
か
な
支
給

が
行

え
ず
、
対

象
者

か
ら
の

理
解

が
得

ら
れ

な
い
場

合
が

あ
る
。

児
童

の
補

装
具

支
給
判
定
は
市
町
村
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が

、
専

門
知

識
の

あ
る
職

員
が

い
な
い
た
め
判

断
が
難
し
い
。

耐
用

年
数

に
到
達
す
る
前
に
再
支
給
を
希
望

し
て
き
た
場

合
の

判
断

に
つ
い
て
根

拠
と
な
る
基

準
が

明
確

で
な
い
。

修
理

申
請

が
頻

繁
に
あ
る
利
用
者
の
対
応
。

再
交

付
、
修

理
の
際
に
補
装
具
が
無
い
期
間

が
発

生
し
て
し
ま
う
場

合
の

対
応

。
補

装
具

の
支
給

基
準
が
あ
い
ま
い
で
、
更
生
相

談
所

に
相

談
し
た
際

に
明

確
な
回

答
が

も
ら
え
な
い
こ
と
が

あ
る
。
担
当
者
が
変
わ
っ
た
と
き
に
、
対
応
（
支
給
基
準
等
）
が
変

わ
る
こ
と
が

あ
る
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

更
生

相
談

所
の

判
定
が
、
必
要
な
場
合
、
早
期
に
支

給
決

定
で
き
な
い
。

二
具

支
給

に
つ
い
て
の
対
応
に
つ
い
て
、
支
給
対

象
と
な
る
基

準
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

補
装

具
支

給
に
時
間
が
長
く
か
か
る
（
2
～
3
ヶ
月

）
と
本

人
（
家

族
）
へ

は
、
伝

え
て
は

い
る
が

、
車

イ
ス
の

借
入

費
が
か
さ
む
か
ら
と
、
早
く
し
て
ほ
し
い
と
い
う
問
い
合
せ
が
、

何
回

も
あ
り
、
更

生
相
談
所
へ
、
い
つ
判
定
日
な
の
か

と
か

、
そ
の

よ
う
な
対

応
が

何
度

も
あ
り
、
少

し
対

応
に
困

っ
た
。

支
給

で
き
る
補
装
具
の
個
数
が
、
原
則
と
し
て
1
種
目

に
つ
き
、
1
個

と
い
う
こ
と
は

理
解

で
き
る
。
し
か

し
、
障

害
者

に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
装
具
が
な
け
れ
ば
就
労
が
困
難
な

場
合

し
か

、
2
個

目
の
支
給
が
認
め
ら
れ
な
い
。
窓

口
業

務
の

中
で
、
地

域
で
生

活
し
て
い
る
障

害
者

の
方

の
意

見
を
聴
く
と
、
2
個
目
の
支
給
基
準
が
と
て
も
厳
し
い
よ
う
に
感

じ
る
。
（
特

に
地

域
で
生
活
し
て
い
る
6
5
歳
ま
で
の
障

害
者

）
2
台

支
給

。
入
院

中
の
相
談
。

●
●

市
で
、
先

日
補
装
具
来
所
判
定
見
学
会
が

あ
り
、
身

体
障

害
者

更
生

相
談

所
で
実

際
に
判

定
が

行
わ

れ
る
様

子
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
障
害
者

の
方

か
ら
、
「
な
か
な
か
来
所
判
定
の
予
約
が
と
れ

な
い
。
判

定
日

の
候

補
日

が
少

な
い
」
と
い
う
声

を
じ
か

に
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
区
の
窓
口
で
も
「
予
約
が
な
か
な
か

取
れ

な
い
。
障
害
者
の
数
に
、
身
体
障
害
者
更
生

相
談

所
の

医
者

の
数

が
追

い
つ
い
て
い
な
い
状

況
は

改
善

さ
れ

な
い
の
か
」
と
い
う
意
見
が
多
い
で
す
。
ど
の
よ
う
に
説
明

を
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
困
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

修
理

の
申

請
も
事
前
申
請
が
必
要
だ
が
、
車
い
す
の

パ
ン
ク
な
ど
緊

急
を
要

す
る
も
の

が
あ
る
が

支
給

決
定

に
は

約
1
週
間
ほ
ど
要
す
る
。
そ
の
た
め
住
民
の
方
か
ら
緊
急
を

要
す
る
修

理
申
請
の
場
合
、
事
後
申
請
を
認
め
て
欲

し
い
、
と
相

談
を
受

け
る
。

義
足

が
壊

れ
て
し
ま
っ
て
、
転
倒
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
す
ぐ
修

理
や

再
交

付
を
希

望
さ
れ

た
方

が
い
ま
し
た
が

、
総
合
相
談
所
の
判
定
に
時
間
を
要
し
て
し
ま
い
、
不
安
な
状

態
で
生

活
を
送
ら
れ
て
い
る
方
が
い
ま
し
た
。

県
に
よ
っ
て
様

式
が
異
な
り
、
対
応
が
違
う
場
合
が

あ
り
、
申

請
に
時

間
を
要

す
る
こ
と
が

あ
っ
た

6
5
歳

以
上

の
方
で
、
介
護
保
険
の
申
請
を
し
な
い
（
さ
れ

な
い
）
方

へ
の

補
装

具
の

支
給

に
つ
い
て
。
支

給
し
て
よ
い
か
？

原
則

1
個

支
給

の
補
装
具
に
つ
い
て
、
修
理
中

の
代

替
品

と
し
て
、
も
う
1
つ
必

要
と
の

要
望

が
あ
っ
た
時

の
対

応
。

判
定

が
必

要
な
ケ
ー
ス
だ
っ
た
が
、
判
定
会
場

ま
で
行

け
る
力

も
、
足

も
な
い
た
め
に
、
最

終
的

に
は

、
市

役
所

が
車

を
出
し
た
。

児
童

福
祉

法
に
て
交
付
を
す
る
際
は
、
心
身
の

発
育

過
程

の
特

殊
性

を
考

慮
す
る
た
め
柔

軟
な
対

応
が

で
き
る
が

、
障
害
者
総
合
支
援
法
で
は
そ
の
点
を
あ
ま
り
考
慮
し
な

い
等

、
根

拠
法
律
の
違
い
か
ら
窓
口
で
ト
ラ
ブ
ル
が

起
き
る
こ
と
が

あ
る
。

障
害

特
性

に
応
じ
た
対
応
が
難
し
い
。

見
積

書
だ
け
で
ど
の
よ
う
な
装
具
・
車
イ
ス
な
ど
に
な
る
か

、
完

成
品

の
想

像
が

つ
か

な
い
為

、
適

し
た
も
の

か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
い
。

高
齢

者
が

補
聴

器
を
申
請
す
る
際
、
本
人
は
両

耳
を
希

望
し
て
い
る
が

医
師

要
否

意
見

書
に
基

づ
き
片

耳
分

の
支
給
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
り
、
本
人
は
耳
か
け
型
を
希

望
し
て
い
る
が

医
師
要
否
意
見
書
に
基
づ
き
耳
あ
な
型

の
支

給
を
せ

ざ
る
を
え
な
か

っ
た
り
す
る
と
き
が

あ
る
。

同
一

種
目

に
つ
い
て
、
学
校
用
・
家
庭
用
等
、
理

由
が

あ
り
2
台

支
給

を
認

め
て
い
る
場

合
で
、
2
台

の
外

見
が

ほ
と
ん
ど
同
じ
場
合
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
な
の
か
管
理
し
き
れ
な
く

な
る
こ
と
が

あ
る
こ
と
。

車
椅

子
3
台

支
給
を
希
望
さ
れ
た
ケ
ー
ス
、
自
宅

に
2
台

、
学

校
用

に
1
台

。
そ
れ

ぞ
れ

機
能

の
違

い
は

な
く
、
自

宅
に
2
つ
真
に
必
要
と
す
る
理
由
が
不
明
瞭
だ
っ
た
。
（
自
宅
内

に
汚

れ
が

つ
く
等
）
た
め
、
自
宅
・
学
校
用
の
み

交
付

。
1
種

目
1
交

付
の

原
則

を
申

請
者

に
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
時
間
を
要
し
た
。
重
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
置
の
申

請
時

期
に
つ
い
て
、
A
L
S
。
病
状
悪
化
し
、
今
後

気
管

切
開

、
装

置
の

導
入

が
見

込
ま
れ

る
が

、
具

体
的

に
は

未
定
。
現
時
点
で
は
導
入
し
な
い
と
医
師
の
診
断
。
本
人
と
家

族
は

残
存

能
力

が
あ
る
う
ち
か
ら
使
用
し
た
い
と
希

望
し
て
い
た
が

、
診

断
が

な
い
た
め
自

費
レ
ン
タ
ル

で
対

応
し
て
い
る
。

装
具

が
合

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
理
由

で
耐

用
年

数
期

間
内

に
何

度
も
支

給
を
希

望
さ
れ

た
事

例
。
肢

体
不
自
由
の
た
め
車
い
す
に
よ
る
移
動
が
で
き
な
い
方
に
も

か
か

わ
ら
ず
電

動
車
い
す
の
支
給
の
条
件
を
満

た
さ
ず
支

給
決

定
が

で
き
な
い
事

例
。

下
肢

装
具

に
つ
い
て
、
耐
用
年
数
内
に
修
理
が
必

要
と
な
っ
た
が

、
修

理
中

の
代

替
品

が
な
い
た
め
に
、
修

理
が

で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
（
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
自
費

で
の

代
替

品
購

入
は
難
し
く
、
製
作
業
者
等
か

ら
の
貸

与
も
受

け
ら
れ

な
か

っ
た
た
め
）

高
額

な
児

童
用

補
装
具
の
申
請
が
増
加
傾
向

一
人

で
い
く
つ
も
の

補
装

具
を
申

請
す
る
（
例

え
ば

自
宅

用
以

外
に
学
校
用
や
、
装
具
と
同
時
に
起
立
保
持
具
等
を
申
請
す

る
）
が

、
体

の
成

長
も
あ
り
、
2
～
3
年
で
再
支
給

と
な
る
と
、
高

額
な
補

装
具

支
給

が
妥

当
な
の

か
判

断
に
困

る
こ
と
が
あ
る
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

予
備

の
支

給
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
得

る
こ
と
が

困
難

で
あ
る
。

複
数

支
給

に
つ
い
て
悩
む
こ
と
が
あ
る
。

同
一

補
装

具
の

複
数
個
支
給
の
要
望
（
座
位
保

持
装

置
等

）
短

期
間

で
の

修
理
申
請
の
支
給
決
定
の
判
断

車
い
す
と
車

い
す
構
造
フ
レ
ー
ム
を
用
い
た
座
位

保
持

装
置

の
区

別
。

自
己

の
責

任
に
よ
る
故
障
等
で
耐
用
年
数
前
の

再
支

給
を
望

ま
れ

る
ケ
ー
ス
。
支

給
決

定
後

→
納

品
ま
で
の

間
に
度
々
希
望
が
変
わ
り
、
そ
の
都
度
意
見
書
の
追
記
が
必

要
に
な
っ
た
り
、
業
者
が
損
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
。

車
椅

子
支

給
に
あ
た
っ
て
、
介
護
保
険
制
度
に
て
支

給
可

能
と
な
る
か

否
か

の
判

断
に
困

難
な
点

が
あ
る
。

申
請

者
の

生
活

に
、
真
に
必
要
な
も
の
と
あ
れ
ば

便
利

の
境

界
が

わ
か

ら
な
い
。
過

剰
な
の

で
は

？
と
思

う
こ
と
も
あ
る
が
、
相
談
で
き
な
い
。
本
人
と
業
者
の
い
い
な
り
。
ま

た
、
介

護
保

険
で
レ
ン
タ
ル
で
き
る
車
椅
子
な
の
か

、
自

立
支

援
給

付
す
べ

き
な
の

か
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
時

が
あ
る
。
申
請
側
の
立
場
で
は
な
く
、
中
立
な
立
場
で
、
用
具
に

精
通

し
、
医

学
的
な
意
見
を
も
ら
え
る
包
括
的
に
支
給

を
検

討
で
き
る
仕

組
み

が
あ
れ

ば
と
思

う
。

支
給

基
準

に
載
っ
て
い
な
い
部
品
の
基
準
額
の
算

定
方

法
。

特
例

補
装

具
に
対
す
る
支
給
基
準
に
つ
い
て

更
生

相
談

所
が

遠
方
に
あ
る
た
め
、
自
力
で
の
来

所
は

困
難

な
方

が
多

い
。
地

元
で
の

巡
回

相
談

は
2
年

に
1
度

し
か
な
い
。
近
隣
市
町
で
の
巡
回
相
談
は
会
場
ま
で
車
で
3
0

分
～

1
時

間
半

を
要
す
る
た
め
、
行
く
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場

合
が

多
い
。

申
請

者
本

人
が

希
望
す
る
内
容
と
医
療
機
関

に
よ
る
処

方
が

同
じ
も
の

と
は

限
ら
な
い
こ
と
。
介

護
保

険
制

度
対

象
者
が
施
設
入
所
に
伴
い
レ
ン
タ
ル
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な

る
が

、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
処
方
が
出
ず
支
給
（
車

い
す
）
が

で
き
な
い
こ
と
。

補
装

具
は

内
容

が
多
岐
に
わ
た
り
、
複
雑
な
も
の

も
多

い
の

で
、
窓

口
で
見

積
書

の
詳

し
い
内

容
ま
で
見

る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
申
請
を
受
け
つ
け
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
時

間
を
か

け
て
調

べ
た
り
し
な
い
と
い
け
な
い
内
容

も
多

い
の

で
、
時

間
が

か
か

る
。

車
い
す
を
再

支
給
さ
れ
る
と
、
古
い
も
の
を
廃
棄

せ
ず
そ
の

ま
ま
2
台

と
も
使

用
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が

多
く
、
更

生
相

談
所

は
そ
れ
を
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
窓
口
で
の
説
明
が
難
し

い
。
（
家

用
・
外

用
の
2
台
支
給
を
認
め
て
い
な
い
た
め
、
現

実
的

に
は

2
台

使
い
分

け
て
い
る
の

に
、
台

帳
上

、
制

度
上
は
1
台
使
用
を
前
提
に
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非

常
に
苦

し
い
説
明
に
な
る
。
）

補
装

具
の

使
用

状
況
な
ど
の
聞
き
取
り
が
不
十

分
な
こ
と
が

あ
る
。

修
理

の
場

合
、
必
要
な
修
理
（
な
の
か
）
の
判
断
が

難
し
い
。

補
聴

器
の

購
入

申
請
を
見
据
え
た
身
体
障
害
者

手
帳

の
交

付
申

請
が

増
え
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
そ
の

際
の
指
定
医
師
に
よ
る
診
断
書
を
見
る
と
「
老
人
性
難
聴
」
と
あ

る
。
障

害
者

の
た
め
の
補
装
具
が
高
齢
者
へ
支

給
さ
れ

る
こ
と
に
納

得
で
き
な
い
。
補

聴
器

を
借

受
け
で
対

応
す
る
か
、
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
借
受
け
で
対
応
し
な
い
と
公

費
負

担
が

多
大

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。

補
装

具
製

作
業

者
も
専
門
医
も
い
な
い
地
方
に
対

し
て
は

更
生

相
談

所
の

巡
回

相
談

の
回

数
を
増

や
し
て
ほ

し
い
。
●
●
町
に
は
1
度
も
来
た
事
が
な
い
の
で
、
ぜ
ひ
来
て
ほ

各
判

断
で
は

な
く
、
明
確
な
基
準
を
決
め
て
頂

く
こ
と
。

定
期

的
な
各

（
市
）
町
巡
回
相
談
が
あ
る
と
良
い
。

更
生

相
談

所
の

か
か
わ
り
を
増
や
し
て
欲
し
い
。

大
き
な
身

体
状

況
の
変
化
が
な
い
限
り
は
、
業

者
側

で
対

応
し
、
本

人
に
適

合
す
る
形

で
支

給
し
て
も
ら
え
る
と
有
難

い
。
ま
た
、
そ
の
場
合
は
、
市
町
に
相
談
・
報
告
し
て
ほ
し

レ
ン
タ
ル

が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
明
確
な
基
準
を
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
国

が
あ
る
程

度
共

通
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

成
し
、
配
布
し
て
ほ
し
い
。

H
3
0
年

か
ら
は

じ
ま
る
貸
与
制
度
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

更
生

相
談

所
以

外
に
も
補
装
具
に
つ
い
て
聞
け
る
所

が
あ
る
と
良

い
。
現

在
、
補

装
具

に
つ
い
て
の

問
い
合

わ
せ

は
全
て
更
生
相
談
所
に
し
て
い
る
。

す
こ
し
の

工
夫
で
使
用
、
利
用
し
や
す
く
な
る
場
合

が
あ
る
が

そ
の

工
夫

し
て
い
る
方

法
が

部
品

等
の

情
報

提
供

が
さ
れ
る
体
制
が
あ
る
と
、
も
っ
と
使
用
し
や
す
く
な
る
と
考
え

る
自

助
具

の
製

作
等
。

本
人

が
病

院
受

診
時
に
専
門
職
（
P
T
）
に
相
談

が
で
き
る
こ
と
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

利
用

者
が

活
用

し
や
す
い
体
制

専
門

職
の

い
る
巡
回
相
談
の
回
数
や
開
催
場

所
を
増

や
す
。

適
合

判
定

に
申
請
者
本
人
も
参
加
す
る
。

補
装

具
の

制
度

を
熟
知
し
て
い
る
職
員
の
巡
回
相

談
体

制
。

身
体

の
変

化
（
痩
身
等
）
に
関
す
る
不
具
合
を
早

期
に
掘

り
起

こ
せ

る
体

制
作

り
が

必
要

で
は

な
い
か

。
都

市
圏

以
外
に
も
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
可
能
な
拠
点

・
相

談
窓

口
が

必
要

。
事

例
検

討
会
や

意
見
交
換
会
等
、
判
断
材
料

が
必

要
。

更
生

相
談

所
か

ら
本
町
が
遠
い
の
で
、
巡
回
相

談
の

機
会

と
は

別
に
近

隣
で
相

談
で
き
る
機

関
が

あ
れ

ば
と
思

う
。

更
生

相
談

所
職

員
に
よ
る
直
接
的
な
相
談
体
制

の
強

化
リ
ハ

ビ
リ
や

、
訓

練
も
含
め
た
、
専
門
的
な
知
識
を
有

す
る
者

の
、
フ
ォ
ロ
ー
が

必
要

と
考

え
ま
す
。
（
施

設
や

医
療
機

関
に
お
け
る
）

障
害

者
関

係
の

制
度
で
も
、
手
帳
、
手
当
や
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は

詳
細

な
手

引
書

や
基

準
が

あ
る
が

、
補

装
具
は

な
い
た
め
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。
「
個
々
人
の
状
況
に

合
っ
た
も
の

」
と
い
う
の
は
分
か
る
が
、
病
院
の
専

門
職

へ
市

の
事

務
職

員
が

対
応

す
る
の

に
困

難
な
ケ
ー
ス
も
多
い
た
め
、
伺
う
か
の
あ
る
程
度
具
体
的
な
基
準
、
手
引
等

の
作

成
が

望
ま
し
い
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
れ
ば

、
市

職
員

に
よ
る
実

地
観

察
も
し
や

す
く
な
る
と
思

わ
れ

る
。
で
き
れ
ば
、
実
地
観
察
に
県
の
専
門
職
が
同
行
す
れ
ば
、
市

町
村

間
の

ば
ら
つ
き
も
防
げ
て
、
市
職
員
の
知

識
向

上
に
も
つ
な
が

る
と
思

わ
れ

る
。
O
T
・
P
T
の

研
修

の
実

施
。
（
で
き
れ
ば
義
務
づ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

更
生

相
談

所
、
補
装
具
の
業
者
の
巡
回
を
増
や
す
等

の
対

応
が

考
え
ら
れ

る
。

現
在

、
検

討
さ
れ
て
い
る
借
受
け
制
度
の
導
入
・
運
用

に
よ
り
、
不

具
合

・
不

適
合

の
ケ
ー
ス
を
減

ら
し
て
い
く
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

再
支

給
（
耐

用
年
数
内
）
の
基
準
が
分
か
り
辛

い
た
め
、
事

例
集

が
あ
れ

ば
あ
り
が

た
い
で
す
。

不
適

合
で
あ
っ
た
理
由
を
検
討
し
、
対
象
者
に
対

し
て
、
別

の
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

案
内

や
、
別

の
補

装
具

に
つ
い
て
の
提
案
を
行
う
。

新
し
く
作

り
替
え
た
装
具
が
合
わ
ず
半
年
間
調
整

を
繰

り
返

し
た
が

ど
う
に
も
な
ら
ず
痛

み
が

あ
る
の

で
も
う
一

度
作

り
替
え
た
い
と
の
相
談
が
あ
り
更
生
相
談
所
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
耐

用
年

数
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
状
況
や

理
由

に
よ
っ
て
は

、
作

り
替

え
る
事

は
可

能
と
の

解
答

を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
柔
軟
に
対
応
で
き
て
い
ま
す
。

居
宅

訪
問

に
よ
る
判
定
の
実
施
。

県
に
相

談
窓
口

を
設
け
れ
ば
よ
い
。

小
さ
な
自

治
体

で
、
障
が
い
者
と
保
健
師
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の

関
係

が
良

好
（
一

人
一

人
の

ケ
ー
ス
対

応
）
に
あ
り
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
（
補
装
具
給
付
）
に
つ
い
て
も
、
医
師

と
連

携
、
業

者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
等
適
正
に
処

理
が

行
わ

れ
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

補
装

具
に
関
す
る
「
在
宅
生
活
に
お
け
る
切
れ

目
の

な
い
支

援
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
こ
と
が

、
ど
の

よ
う
な
こ
と
か

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

障
害

の
部

位
や

程
度
、
高
齢
化
等
に
よ
り
、
一
人

暮
ら
し
の

障
害

者
が

窓
口

に
来

る
手

段
が

少
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
介
護
タ
ク
シ
ー
等
負
担
が
か
か
る
た
め
窓
口
に
来
る

こ
と
が

で
き
ず
、
必
要
時
に
適
宜
相
談
や
申
請

が
難

し
い
状

況
に
あ
る
。
特

に
低

所
得

者
。

申
請

数
が

僅
少

な
た
め
、
課
題
と
し
て
挙
が
る
内
容

も
特

に
な
い
。

高
齢

に
な
り
車

が
運
転
で
き
な
く
な
る
と
電
動
車
い
す
（
シ
ニ
ア
カ
ー
）
を
欲

し
が

る
住

民
が

多
く
、
介

護
の

方
で
支

給
さ
れ
な
い
の
で
補
装
具
で
の
支
給
を
検
討
す
る
が
判
断
が

む
ず
か

し
く
て
困

っ
て
い
る
。
補
装
具
の
細
か
い
も
の

（
部

品
）
な
ど
が

わ
か

ら
な
い
。

医
療

制
度

で
作

成
可
能
な
補
装
具
の
情
報
を
医

療
機

関
が

理
解

し
て
い
な
い
。
処

方
を
行

う
医

師
が

、
福

祉
制

度
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
い
事
が
多
く
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

新
製

品
の

導
入

こ
う
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
、
送
る
側
は
一
回
送
れ

ば
い
い
か

も
知

れ
ま
せ

ん
が

、
受

け
る
側

は
全

国
か

ら
山

ほ
ど
来

る
の
で
す
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
補
装
具
の
支
給
決
定

な
ど
、
今

、
す
ぐ
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
待
っ
て
い
る
方

が
目

の
前

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
状

況
な
の

で
す
。
こ
の

時
間

を
使
っ
て
一
人
で
も
多
く
の
方
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
も
ら
い

た
い
の

で
す
。
ど
う
ぞ
ご
理
解
い
た
だ
い
て
、
後

で
ど
の

よ
う
に
世

の
中

に
役

に
立

っ
た
か

わ
か

ら
な
い
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
一
つ
で
も
減
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
障
害
系
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
一

番
困

っ
て
い
ま
す
。

障
害

児
の

補
装

具
の
複
数
支
給
の
決
定
に
つ
い
て
、
判

断
に
困

る
場

合
が

あ
る
。
介

護
保

険
に
よ
る
福

祉
用

具
貸
与
と
補
装
具
給
付
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た

だ
く
の

が
難

し
い
。



(参
考

資
料

1
）
　
制
度

に
関
す
る
事

新
規

作
成

し
た
義
足
を
作
成
し
て
1
年
に
修
理
、
翌

年
に
も
修

理
と
毎

年
修

理
申

請
を
す
る
事

例
が

あ
る
。
業

者
へ
定

期
的
な
点
検
を
お
願
い
し
て
い
る
。

更
生

相
談

所
が

適
切
に
助
言
を
し
て
く
れ
て
い
る
。

特
段

困
っ
た
事

例
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
都
度

、
更

生
相

談
所

に
相

談
し
て
お
り
ま
す
。

基
礎

的
な
自

治
体
職
員
向
け
の
研
修
が
な
い
。
必
要

と
思

い
ま
す
。

主
に
更

生
相
談

所
が
対
応
し
て
い
る
。

リ
ハ

セ
ン
タ
ー
な
ど
は
な
い
た
め
、
個
々
に
相
談
を
受

け
て
い
る
。



 

（参考資料 2） 

ケースの情報収集時における当事者からの意見例 

 

 今回の調査では、実際に支援機器を使用されている当事者から意見を頂く機会があった。 

意見をまとめたものを、以下表 2-14 に紹介する。 

 

表 2-14 当事者からの意見 

下肢装具に関す

ること 

・通勤など使用頻度が多いと、耐用年数以下で破損してしまい、自費で作り

変えて使用している。 

・採型、仮合わせ、受け取りを行うにあたり、複数回、会社を休む必要があ

り、会社の理解が得られにくく、一般的理解がない。 

・特殊な装具に対応できる業者が減っている。 

車椅子に関する

こと 

・生活環境、仕事の都合で複数台必要なこともあり、壊れたものを自費で修

理して仕事場などで使用している。 

・自治体から修理や申請のタイミングでのお知らせがない。 

・車椅子を借りたいが、隣町からは借りられない。 

・装具業者が倒産等で減少し営業範囲が拡大したため、修理等になかなか対

応していただけない。 

・車椅子は屋内・屋外での使い分けが必要であり、2 つ以上は必要 

・車椅子で他の人の自宅に訪問した時に、屋外用の車椅子で屋内に入ること

にお互いに抵抗がある。 

・車椅子で入れない店舗が多い。 

・車椅子駐車スペースに、健常者の方の車が駐車してあり、止められないこ

とが多い。 

・判定に更生相談所まで通うことが大変である 

福祉用具に関す

ること 

・福祉用具を購入したいと思った時に、どこに行けばよいのか。手続きの方

法も紙一枚の説明で理解が難しい。 

・クッションなどの情報が欲しいが、自分で福祉機器展に行って情報を収集

しなければならない。 

・福祉全体のことがわかりやすい、パンフレットやホームページが欲しい。 

・通所施設の職員の方も一緒に福祉用具を探してくれるが、情報が不足して

いて探すのが難しいようである。 

 

 



 

各位 

平成 28年 11月 

（公社）日本理学療法士協会 

 障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のため

の支援体制の在り方に関する調査協力のお願い 

● 調査の目的

本調査は厚生労働省平成 28 年度障害者総合福祉推進事業の国庫補助を受け、（公社）日

本理学療法士協会が実施しているものです。 

この調査は、障害者（児を含む、障害者総合支援法の対象となる方）が使用する支援機

器の活用による生活の変化の実態把握とその支援体制について調査することを目的として

おります。

しかし、現在補装具支給後の生活状況の変化などの効果については、具体的にその実態

が把握されていない状況です。そこで本事業は一部の利用者（保護者を含む）および医療

従事者等の方々の協力をいただき、支援機器の活用の実態とともにその効果を把握し、今

後の支援につなげていく調査です。 

本調査に係る個人情報については、以下のように取り扱います。 

1．当協会は、個人情報を保護、管理する体制を確立し、個人情報の適正な取得、利用お

よび提供に関する当協会の規定により、これを遵守します。 

2．お答えいただいた内容によってご回答者様および所属するご職場の評価が行われる

ことは一切ございません。 

3. 調査への拒否、一部の調査項目への回答拒否があっても、ご回答いただいた方に

不利益が生じることは一切ございません。

4. 自由記述のコメント等に個人を特定できる情報が含まれている場合には、そのこと

を認識した段階でその情報を匿名化いたします。

ご多忙中、誠に恐れ入りますが、協力くださいますようお願い申し上げます。 

本調査結果は、支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための基礎資料と

して支援体制の検討に活用されます。お答えいただいた情報の取扱いには、十分注意いた

します。 

◆ 調査事業担当者 ◆

〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－8－5

公益社団法人 日本理学療法士協会 

本調査事業に関するお問い合わせ  電話番号 03－6804－1422 

◆ 調査検討委員会委員長 ◆

○○○○○○
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各位 

平成 28年 11月 

（公社）日本理学療法士協会 

平成 28年度障害者総合福祉推進事業個人情報の取扱いの説明書 

平成 28年度障害者総合福祉推進事業の実施に伴う個人情報保護方針について、（公社）

日本理学療法士協会（以下、当協会）は、個人情報を適切に管理することは社会的な責務

であるとの認識のもと、個人情報に関する方針を次のとおり定め、役員、職員および関係

スタッフに周知徹底を図り、個人情報の保護に努めます。

本調査にご同意いただけるようでしたら、別紙の「調査協力同意書」に署名の上、ご提

出くださいますようお願いいたします。 

1. 情報の管理

当協会は、個人情報を保護、管理する体制を確立し、個人情報の適正な取得、利用およ

び提供に関する当協会の規定により、これを遵守します。

今回の調査に協力いただける方は、匿名といたします。

2. 調査で得られる情報の利用目的

支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための基礎資料として支援体制

の検討に活用されます。

3. 調査で得られる情報の分析

調査結果の分析は当協会が実施いたします。

4. 調査で得られる情報の保管、利用終了後の措置

調査で得られる情報は、当協会が責任をもって厳重に保管し、平成 31年 3月をもって

責任をもって破棄いたします。

5．聞き取り結果については、調査結果報告書に使用されることがあります。 

6． 調査に協力いただかなかった結果について 

ご利用者・ご家族が、本調査は、自由意志での協力であり、協力いただけなかった場合

でも、何ら不利益は生じません。 



 

別紙 

調査協力同意書 

（調査主体） 

公益社団法人日本理学療法士協会 殿 

私は、本調査事業の概要および個人情報の取扱いについて説明を受け、趣旨内容を理

解しましたので、以下の点に協力することに同意いたします。 

記 

調 査 名 ：障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための支

援体制の在り方に関する調査 

調査内容：支援機器の活用状況と生活の変化等 

調査事項：聞き取り調査シートに基づき、支援機器の活用状況と生活の変化等 

以上 

平成 年 月 日 

氏名：

住所：



別紙１ 

調査研究同意書  

（正） 

１．研究協力利用者様による同意 

国庫補助金事業「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための支

援体制の在り方に関する調査」について、本研究に協力することに同意します。 

平成   年   月   日 

  （氏名）  

２．研究協力事業所による同意 

私は、研究対象となる利用者様が、「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把

握と活用のための支援体制の在り方に関する調査」について、趣旨及び目的、内容について理解、

し、また本研究によって得られた情報を本研究に利用することを承諾した旨を表明した上で、協力

することに同意します。 

平成   年   月   日 

研究協力事業所責任者 

（住所）  

（氏名）  

３．研究責任者による宣誓 

私は、対象者のプライバシーを守り、この調査データを研究以外には使用しないことをお約束し

ます。また研究成果を公表する場合においても、個人を特定しうるような方法での提示、公表をし

ないことをお約束致します。 

平成   年   月   日 

研究責任者（説明者）  

所属： 公益社団法人 日本理学療法士協会 

事務局 

住所：  東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5 

署名 

（参考資料3-2）



 

別紙 2 

 

調査研究同意書 

（副） 

１．研究協力利用者様による同意 

国庫補助金事業「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための支

援体制の在り方に関する調査」について、本研究に協力することに同意します。 

平成   年   月   日 

   

 

                        （氏名）                  

 

２．研究協力事業所による同意 

私は、研究対象となる利用者様が、「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把

握と活用のための支援体制の在り方に関する調査」について、趣旨及び目的、内容、について理解、

し、また本研究によって得られた情報を本研究に利用することを承諾した旨を表明した上で、協力

することに同意します。 

平成   年   月   日 

研究協力事業所責任者  

（住所）                                      

 

（氏名）                   

 

３．研究責任者による宣誓 

私は、対象者のプライバシーを守り、この調査データを研究以外には使用しないことをお約束し

ます。また研究成果を公表する場合においても、個人を特定しうるような方法での提示、公表をし

ないことをお約束致します。 

 

平成   年   月   日 

研究責任者（説明者）                 

所属： 公益社団法人 日本理学療法士協会 

事務局 

住所：  東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5 

 

  署名                 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 3 

調査研究同意書 

（副） 

１．研究協力利用者様による同意 

国庫補助金事業「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把握と活用のための支

援体制の在り方に関する調査」について、本研究に協力することに同意します。 

平成   年   月   日 

   

 

                        （氏名）                  

 

２．研究協力事業所による同意 

私は、研究対象となる利用者様が、「障害者における支援機器の活用による生活の変化の実態把

握と活用のための支援体制の在り方に関する調査」について、趣旨及び目的、内容、について理解、

し、また本研究によって得られた情報を本研究に利用することを承諾した旨を表明した上で、協力

することに同意します。 

平成   年   月   日 

研究協力事業所責任者  

（住所）                                      

 

（氏名）                   

 

３．研究責任者による宣誓 

私は、対象者のプライバシーを守り、この調査データを研究以外には使用しないことをお約束し

ます。また研究成果を公表する場合においても、個人を特定しうるような方法での提示、公表をし

ないことをお約束致します。 

 

平成   年   月   日 

研究責任者（説明者）                 

所属： 公益社団法人 日本理学療法士協会 

事務局 

住所：  東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5 

 

  署名                 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 28年度障害者総合福祉推進事業（厚生労働省国庫補助金事業） 

◆障害者に対する補装具等の提供および補装具に関する

専門職の取り組みに関する実態調査◆ 

● 調査へのご協力のお願い

本調査は厚生労働省平成 28 年度障害者総合福祉推進事業の国庫補助を受け、（公社）日本

理学療法士協会が実施しているものです。 

この調査は、障害者総合支援法に基づく補装具の使用者への切れ目のない支援について、そ

の実態を調査することを目的としております。 

本調査に係る個人情報については、以下のように取り扱います。 

1. お答えいただいた内容によってご回答者様および所属するご職場の評価が行われるこ

とは一切ございません。

2. 調査への拒否、一部の調査項目への回答拒否があっても、ご回答いただいた方に

不利益が生じることは一切ございません。

3. 自由記述のコメント等に個人を特定できる情報が含まれている場合には、そのことを

認識した段階でその情報を匿名化いたします。

ご多忙中、誠に恐れ入りますが、協力くださいますようお願い申し上げます。 

なお、回答をもって､調査にご同意いただけたものといたします。 

●記入に際しての注意

障害者総合支援法に基づき支給される補装具のうち、調査対象は、①下肢装具、②上肢装具、

③座位保持装置、④車椅子を指します。

●ご回答者様

障害者の主管課もしくは、補装具の支給決定に関連する担当者の方がご回答ください。 

（設問数：26 問、回答時間：20 分程度） 
＊ご回答が難しい設問は、ご回答いただける方に、ご記入をお願いしていただいて構いません。 
また、回答に不都合がある箇所については、回答していただかなくても結構です。 

●回答期限

平成２8年 11 月 30 日（水） 
ご記入がお済みになりましたら、返送用封筒（切手不要）に入れて、ご投函ください。 

◆ 調査実施者 ◆
〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－8－5

公益社団法人 日本理学療法士協会 職能課：渡邊、大久保 
本調査事業に関するお問い合わせ  電話番号 03－6804－1422 

◆ 調査票返送先 ◆
返送先： 〒882-0071

宮崎県延岡市天下 1176-13

センコービジネスサポート株式会社 宛

自治体調査票
(参考資料 4-1)



 

Ⅰ.貴市区町村の概要について

1. 貴自治体についてお聞きします。

1）所在地（任意） （ ）都・道・府・県 

（ ）市・町・村 

（ ）区 

2）人口（平成２８年４月１日時点） （ ）人 

3）身体障害者手帳（肢体不自由）の交付件数 平成２８年４月１日時点の所持者数

（          ）人 

平成２7 年度の交付件数

（          ）件 

4）対応した件数がわかれば

平成 27 年度の件数をお聞かせください。 

補装具の交付件数（ ）件 

・修理件数   （ ）件 

・新規作製件数 （ ）件 

・再交付件数 （ ）件 

2．貴自治体の、障害者総合支援法に基づく補装具等の窓口業務に関わる部署の人員体制について

お聞きします。（外部委託の場合を除きます） 

1）リハビリテーション専門職※は配置さ

れていますか。 
1. はい 2. いいえ

2）上記 1）の設問で、「1.はい」とお

答えいただいた方にお聞きします。 

配置されている人数を記してください。 

職種 常勤 非常勤・兼務 

理学療法士 人 人 

作業療法士 人 人 

言語聴覚士 人 人 

3) 上記 1）の設問で「2．いいえ」と

お答えいただいた方にお聞きします。 

その場合、外部委託されていますか。 

1. はい 2. いいえ

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士



 

3. 補装具に関する問い合わせ・相談についてお聞きします。

1）どこから問い合わせがありますか。

おおよその割合を記してください。 

（合計 100％になるように記載ください） 

1. 住民、利用者、当事者の会（ ％） 

2. 医療・介護サービス事業所等（ ％） 

3. その他（ ％） 

（ ） 

2）どういう問い合わせがありますか。

おおよその割合を記してください。 

（合計 100％になるように記載ください） 

1. 支給申請手続きに関すること（ ％） 

2. 費用に関すること（   ％） 

3. 修理に関すること（ ％） 

4. 不具合・不適合に関すること（   ％） 

3）補装具の問い合わせに関する対応マニュアル

がありますか。 

1. ある

2. ない

3. 不明

Ⅱ.補装具に関する取扱いについてお伺いします。 

1）補装具の申請手続き用のパンフレットはありますか。 1. ある

2. ない

3. 不明

2）上記問 1）で「1.ある」とお答えいただいた方にお聞き

します。 

どのように配布、閲覧できるようにしていますか。 

（複数回答可） 

1. ホームページ

2. 窓口（カウンター等）

3. 施設等に配布

4. イベントなどで配布

5. その他（ ） 

3）補装具の修理の際のチェックポイントなどを記したパン

フレットはありますか。

1. ある

2. ない

3. 不明

4）上記問 2）で「1.ある」とお答えいただいた方にお聞き

します。 

どのように配布、閲覧できるようにしていますか。 

（複数回答可） 

1. ホームページ

2. 窓口（カウンター等）

3. 施設等に配布

4. イベントなどで配布

5. その他（ ） 



 

Ⅲ.補装具の給付に関わる連携の状況についてお伺いします。 

該当する箇所の数字を○でお囲み下さい。 

1. 施設間の連携についてお聞きします。

そう思う どちらでもな

い

そう思わない

1）貴自治体と、更生相談所との連携は密に行われていると思いま

すか 
3 2 1 

2）貴自治体と、リハビリテーションセンター等の医療機関との連

携は密に行われていると思いますか。 
3 2 1 

3）貴自治体と、補装具製作業者との連携は密に行われていると思

いますか。 
3 2 1 

2. 窓口における対応についてお聞きします。

1）貴自治体にリハビリテーション専門職※が配置されている方にお聞きします。

1-1）配置されているリハビリテーション専門職※が補装具の相

談に関わっていますか。 

1. はい 2. いいえ

3. 不明

1-2）補装具に関する専門的な判断が必要な時に、窓口でどの

ように対応されていますか。おおよその割合を記入ください。 

（合計 100％になるように記載ください。） 

更生相談所に連絡・相談する。 

（      ％） 

更生相談所を紹介する。 

（      ％） 

2）貴自治体にリハビリテーション専門職※が配置されていない方

にお聞きします。 

補装具に関する専門的な判断が必要な時に、窓口でどのように

対応されていますか。おおよその割合を記入ください。 

「その他」の場合は、相談先を記してください。 

更生相談所に連絡・相談する。 

（      ％） 

更生相談所を紹介する。

（      ％） 

その他「  」 

（      ％） 

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

Ⅳ.自立支援協議会等による補装具に関するケース検討の実施状況につい

てお聞きします。 

1）自立支援協議会等による障害者の事例検討は行われています

か。 

1. はい 2. いいえ

3. 不明

2）上記問 1）で「1.はい」とお答えした方にお聞きします。

補装具に関する事例はこの 1 年間およそどれ位ありましたか。 

1. （   ）件 

2. 不明



Ⅴ.補装具に関して、在宅生活における切れ目のない支援システムを構築する

ために課題となっていることがあるとしたら、どのようなことですか。以下

に示す項目について、該当する番号を○でお囲み下さい。 

（複数回答可 ご自身の考えでかまいません） 

1 身体障害者福祉法１５条指定医が少ない 

2 地域に相談できるリハビリテーション専門職※の配置が少ない 

3 補装具に関する相談窓口が、明確でない 

4 遠方または交通手段が不十分なため、障害者が更生相談所へ行くことが難しい 

5 補装具支給の事務手続きに詳しい自治体職員が少ない 

6 リハビリテーション専門職※の補装具に関する経験が少ない

7 義肢装具士の医療機関以外の施設（福祉センター等）への訪問が少ない 

8 更生相談所による巡回頻度が少ない、あるいはない 

9 事務負担により、補装具の相談業務に関わることができる時間が少ない 

10 支給対象者が他の自治体に比べて多く、個別に対応できる時間が少ない 

11 更生相談所における審査に時間を要するため、早期支給が難しい 

12 何らかの理由で家族の支援を受けることが難しい 

13 訪問・相談を通して、支援できる仕組みが不十分 

14 民生員、近隣地域住民等によるインフォーマルなネットワークが不十分 

15 家族会などの当事者組織などのインフォーマルなネットワークが不十分 

16 障害者施設などフォーマルなサービスが不十分 

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

その他に課題と思われる点がございましたら記載ください。（自由記載） 



 

Ⅵ.補装具支給や作製に関する研修についてお伺いします。 

1）貴自治体の補装具等の窓口業務に関

わる部署の職員は、補装具に関する外部

の研修に参加していますか？ 

1. 積極的に参加している

2. 参加している

3. どちらでもない

4. あまり参加していない

5. 参加していない

Ⅶ.自由記載

（1）相談窓口業務の中で、困った事例等、ありましたら、可能な範囲でご記入ください。

＜自由記載＞ 

（2）補装具支給後の不具合・不適合に関するフォローアップについて、どのような支援策や体制

が望まれるか、お考えがあればお聞かせください。 

＜自由記載＞ 

質問は以上となります。ご回答いただき、誠にありがとうございました。同封の封書にて、 

11 月 30 日（水） までに送付いただきますようお願い申し上げます。 



 

平成 28年度障害者総合福祉推進事業（厚生労働省国庫補助金事業） 

◆障害者に対する補装具等の提供およびシームレスな支援のための

取り組みに関する実態調査◆ 

● 調査へのご協力のお願い

本調査は厚生労働省平成 28 年度障害者総合福祉推進事業の国庫補助を受け、（公社）日本

理学療法士協会が実施しているものです。 

この調査は、障害者総合支援法に基づく補装具の使用者への切れ目のない支援について、そ

の実態を調査することを目的としております。 

本調査に係る個人情報については、以下のように取り扱います。 

1. お答えいただいた内容によってご回答者様および所属するご職場の評価が行われるこ

とは一切ございません。

2. 調査への拒否、一部の調査項目への回答拒否があっても、ご回答いただいた方に

不利益が生じることは一切ございません。

3. 自由記述のコメント等に個人を特定できる情報が含まれている場合には、そのことを

認識した段階でその情報を匿名化いたします。

ご多忙中、誠に恐れ入りますが、協力くださいますようお願い申し上げます。 

なお、回答をもって､調査にご同意いただけたものといたします。 

●記入に際しての注意

障害者総合支援法に基づき支給される補装具のうち、調査対象は、①下肢装具、②上肢装具、

③座位保持装置、④車椅子を指します。

●ご回答者様

・貴相談所における補装具の判定に関わっていらっしゃる方がご回答ください。

（設問数：22 問、回答時間：15 分程度） 
＊ご回答が難しい設問は、ご回答いただける方に、ご記入をお願いしていただいて構いません。 
また、回答に不都合がある箇所については、回答していただかなくても結構です。 

●回答期限

平成２8年 11 月 30 日（水） 
ご記入がお済みになりましたら、返送用封筒（切手不要）に入れて、ご投函ください。 

◆ 調査実施者 ◆
〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－8－5

公益社団法人 日本理学療法士協会 職能課：渡邊、大久保 
本調査事業に関するお問い合わせ  電話番号 03－6804－1422 

◆ 調査票返送先 ◆
返送先： 〒882-0071

宮崎県延岡市天下 1176-13

センコービジネスサポート株式会社 宛

更生相談所調査票 
(参考資料 4-2)



Ⅰ.貴所の概要について

1. 貴所についてお聞きします

1）所在地（任意） （ ）都・道・府・県 

（ ）市・町・村 （ ）区 

2）人口（平成２８年４月１日時点） （ ）人 

3）対応した件数がわかれば、平成 27 年度の交付件数をお聞かせください。

装具の交付件数 下肢装具 上肢装具 座位保持装置 車椅子 

修理件数 件 件 件 件 

新規件数 件 件 件 件 

再交付件数 件 件 件 件 

2．貴所の人員体制についてお聞きします。数字をご記入ください。 

職種 常勤 非常勤・兼務 

一般事務職 人 人 

医師 人 人 

理学療法士 人 人 

作業療法士 人 人 

言語聴覚士 人 人 

看護師・保健師 人 人 

義肢装具士 人 人 

身体障害者福祉司 人 人 

その他 人 人 

3．貴所の支給判定についてお聞きします。 

1）平成 27 年度の判定件数 件数 

１．直接判定 件 

２．書類判定 件 

３. 巡回判定 件 

2）必要に応じて、個別訪問による判定（自宅、障

害者施設等）を行うことがありますか。 
1.あり 2.なし



Ⅱ.貴所の判定業務について

1.理学療法士等リハビリテーション専門職の関わりについてお聞きします。

1）装具の判定業務に、理学療法士等リハビリテーショ

ン専門職は、関わっていますか

1. はい 2.いいえ

2）上記問 1）で、「1.はい」とお答えした方にお聞きし

ます。どのような場面で関わっていますか。該当する項

目のすべてに○をつけてください。 

1.書類判定時

2.医師の処方に基づいた採寸・型取り時

3.仮あわせ時

4.完成引き渡し時

5.その他（ ） 

2.作成後のフォローアップの状況についてお聞きします。

1）補装具支給後の対象者に定期的フォローアップを実施

していますか。 

1. はい 2.いいえ

3. ケースによって行っている

2）上記問 1）で、「1.はい」「3. ケースによっては行っている」とお答えした方にお聞きします。

①おおよその期間はどれくらいですか。 1. 定期（   年 カ月）

2. 不定期

理由（ ） 

②どのような方法で行っていますか。 1. 電話 2. 郵送 3.訪問

4. その他（ ） 

3）更生用装具の申請手続き用のパンフレット等はありま

すか。 

1. ある 2. ない

3. わからない

4）上記問 3）で「1.ある」とお答えいただいた方にお聞

きします。 

情報提供方法はどのような方法ですか。該当する項目の

すべてに○をつけてください。 

1. 自治体・更生相談所独自のパンフレ

ット等 

2. 補装具業者作製のパンフレット等

3. ホームページ

4. その他（ ） 

5）体の変化等により補装具が体と合わなくなっていない

かのセルフチェックを促すパンフレット等はありますか。 

1. ある 2. ない

3. わからない

6）上記問 5）で「1.ある」とお答えいただいた方にお聞

きします。 

情報提供方法はどのような方法ですか。該当する項目の

すべてに○をつけてください。 

1. 自治体・更生相談所独自のパンフレ

ット等 

2. 補装具業者作製のパンフレット等

3. ホームページ

4. その他（ ） 



 

3.支給後の生活の変化の聴取についてお聞きします。

1）支給後、対象者の生活の変化について、評価を行ってい

ますか。 

1. はい 2.いいえ

3. ケースによっては行っている

4. その他の機器について

4.1 以下の補装具の相談、フィッティング等で、困ることがありますか。また、どのようなこと

でお困りですか？ 

1）意志伝達

装置 

2）補聴器

4.2 日常生活用具の「介助用リフト」について、相談があった場合は、どのように対応していま

すか。 

4.3 その他の相談や対応などで困ったことなどがございましたら具体的にご記入ください。 



 

Ⅲ.治療用装具から補装具への移行または、補装具支給後の経過に対する途切

れのない支援について

1.どのような、体制や取り組み、システムが必要だと思われますか。

自由記載 

2.その他、独自の取組みや、ツールがありましたら、ご紹介いただきたく、あらためてご連

絡を差し上げます。差し支えなければ、下記に連絡先のご記入をお願いいたします。 

質問は以上となります。ご回答いただき、誠にありがとうございました。同封の封書にて、

11 月 30 日（水）までに送付いただきますようお願い申し上げます。 



(参考資料4-3）

聞き取り調査シート 作成日 Ｈ28　　年        月        日

利用者イニシャル （任意） 年齢（任意）

肢体不自由　　　級　視覚障害　　　級　（　　　　障害　　　　級）障害者区分 １・２・３・４・５・６

前回（おおよそ） 今回

◆健康状態 ◆

〈正面〉 〈背面〉 同居は〇で囲む

障害名
（任意）

備考 特記

（記入例）
男□ 女○ 患者本人　回・◎ 　死亡＋

住居状況(わかる範囲でご記入ください）
1  一戸建て（      階） or 集合住宅（      階） 4 専有居室：有 （       畳）・ 無 居室の段差： 有 ・ 無

エレベーター（  有 ・ 無  ） 5 トイレ： 和式 ・ 洋式 ・ ｳｫｼｭﾚｯﾄ 手摺： 有 ・ 無 段差： 有 ・ 無
2 持ち家 ・ 賃貸 ・ 間借り 6 浴室： 有 ・ 無 手摺： 有 ・ 無 段差： 有 ・ 無 浴室高さ： 　 ｃｍ

3  駐車場 （  有 ・ 無  ） 7 就寝： 畳 ・ ベッド ・ ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾍﾞｯﾄﾞ

支援機器の種類（複数可）

【必須】支援機器の作製の目的・解決すべき課題

【必須】支援機器の作製によって得た効果の概要（維持も含む）

具体的変化した点（客観的な数字化できるもの、またはその変化度を簡潔に表せるものを抜粋してご記入ください）

家族構成病名

       才

身体障害者手帳区分

（任意）
特記

車いす　・　電動車いす　・　補聴器　・　座位保持装置　・　座位保持椅子　・　起立保持具　・　歩行器　・
頭部保持具　・　排便補助具　・　歩行補助杖　・　盲人安全杖　・　義眼　　・　眼鏡　　・　重度障害者用意
志伝達装置　・　義手　　・　下肢装具　・　靴型装具　・　体幹装具　・　上肢装具　・　義足・その他日常生
活用具等（　　　　　）

性
別

ケース
タイト

ル

男 ・ 女

支援機器　作成日



◆ ADL・IADL ◆（わかる部分だけで結構です）（維持できている場合はできるだけ適用後の項目をチェックください）

適用前 適用後

寝返り

起き上がり

座位保持

立ち上がり

立位保持

歩行

移乗

車椅子での移動

入浴

整容

着替え

食事摂取

排泄

調理

掃除・洗濯

買い物

金銭管理

服薬管理

電話の利用

交通手段の利用

◆コミュニケーション等 ◆

意志の伝達

視覚障害

聴力障害

◆ＬＳＡ評価 ◆(別に添付しましたＬＳＡ自動計算シートをご利用のうえ、点数をお書きください）

別表参照（点数） 点 点

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

具体的に変化した内容

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

完全自立・修正自立・監視または準備・
最小介助・中等度介助・最大介助・全介助

修正自立（補装具使用・時間を要す場合）・監視または準備・最小介助（自身で75％以上）・中等度介助（自身で50％以
上）・最大介助（自身で25％以上）・全介助(自身で25％未満）

日常生活動作



◆ 社会交流の変化 ◆
外出の機会、意欲（気分）、行動など、変化があれば、具体的に記入して下さい。

質的変化

量的変化

その他

◆ その他 ◆

栄養状態・食事摂取

排泄状況

皮膚の状態

口腔内状態

主介護者の介護負担

住宅改修

利用しているサービス

その他

【特記・備考】



a.

ｃ.

d.

a.

ｃ.

d.

a.

ｃ.

d.

a.

ｃ.

d.

a.

ｃ.

d.

上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いました
か。

上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。

　この４週間の活動範囲について、項目ごとにそれぞれ一つだけお選びください。

生
活
空
間
レ
ベ
ル
１

この4週間、あなたは自宅で寝ている場所以外の部屋に行きまし
たか。

b. この4週間で、上記生活空間に何回行きましたか。

上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いました
か。

上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。

上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いました
か。

上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。

生
活
空
間
レ
ベ
ル
２

この4週間、玄関外、ベランダ、中庭、（マンションの）廊下、
車庫、庭または敷地内の通路などの屋外に出ましたか。

b. この4週間で、上記生活空間に何回行きましたか。

上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いました
か。

上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。

生
活
空
間
レ
ベ
ル
３

この4週間、自宅の庭またはマンションの建物以外の近隣の場所
に外出しましたか。

b. この4週間で、上記生活空間に何回行きましたか。

上記生活空間に行くのに、補助具または特別な器具を使いました
か。

上記生活空間に行くのに、他者の助けが必要でしたか。

合計 点

生
活
空
間
レ
ベ
ル
４

この4週間、近隣よりも離れた場所（ただし町内）に外出しまし
たか。

b. この4週間で、上記生活空間に何回行きましたか。

※該当する回答にチェックを入れ、最後に「合計を計算する」ボタンを押してください。

生
活
空
間
レ
ベ
ル
５

この4週間、町外に外出しましたか。

b. この4週間で、上記生活空間に何回行きましたか。

(参考資料4-4）
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